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枚方市国民保護協議会 



は じ め に 

 

21 世紀こそは、平和・人権・環境の世紀にしたいと多くの人々が願っているにもかかわ

らず、残念ながら未だ世界各地では紛争やテロが絶えず、国家や民族、宗教、文化など様々

な違いによる人権侵害が存在し、一方で地球環境をめぐる問題は、地球規模での取り組みが

求められています。 

こうした中で、平成16年６月、国は、武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護し、

国民生活及び国民経済に及ぼす影響を最小にすることを目的とした、「武力攻撃事態等におけ

る国民の保護のための措置に関する法律（国民保護法）」を制定し、地方公共団体に国民保護

計画の策定を義務付けました。こうした状況を受け、本市では、平成18年 4月に設置した

枚方市国民保護協議会における審議を経て、市の国民保護措置の実施体制や住民の避難・避

難住民等の救援、武力攻撃災害への対処、平素の備えなどを定めた「枚方市国民保護計画」

の策定に取り組んできました。 

 戦争や紛争はあってはならないことですが、地方自治体にとって、万一の武力攻撃やテロ

から市民の生命と財産を守り、平和で心豊かな市民生活を確保することは極めて重要な課題

であり、その意味で、本市において適切な国民保護計画を策定することは、大変重要な意義

を持つものと考えます。と同時に、非暴力、非対立という人間愛の精神をさらに高め、互い

の理解と尊重の上に立って、国際協調に向けた地道な努力を積み重ねていくことが大切であ

ります。 

枚方は戦前、陸軍の兵器製造所などがあった「軍需のまち」であり、昭和 14 年に禁野火

薬庫の大爆発により、多くの尊い命が奪われました。そうした教訓から、戦後、平和を求め

る市民運動の高まり、平和のまちとして生まれ変わりました。 

このような歴史を有する本市は、昭和 57 年に、市議会の議決を経て「非核平和都市」を

宣言し、「地球上から戦争と核兵器をなくすことは、国民の責務である」として、平和の実現

や核兵器の廃絶について市の姿勢を明らかにし、様々な平和施策を市民参加で推進するとと

もに、平和のための国際理解や国際交流を深める事業に積極的に取り組んでいます。 

こうした考えのもと、本市としては、真の世界平和の実現に向け、今回の国民保護計画の

策定を契機に、これまで取り組んできた｢非核平和都市宣言｣や「人権尊重都市宣言」の理念

にもとづいた様々な施策をより一層推進していく所存です。 

この計画の策定にあたり、貴重なご意見、ご提言をいただきました協議会の委員の皆様を

はじめ各関係機関、市民の皆様に心からお礼申し上げます。 

 

平成 19年 月 

 

枚方市長 中 司  宏 
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第１編 総論 
 

  第１章                   総則                               

 

第１節 目的 

 

１ 目的 

枚方市国民保護計画は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法

律（平成 16 年 法律第 112 号）第 35 条（市町村の国民の保護に関する計画）の規定に基

づき、枚方市域において、武力攻撃等から住民等の生命・身体及び財産を保護し、住民

生活・住民経済に及ぼす影響が最小となるよう、住民の避難、避難住民等の救援、武力

攻撃災害への対処などの国民保護措置等を的確かつ迅速に実施できるようにすることを

目的とする。 

 

２ 対象 

この計画は、市の住民はもとより、武力攻撃事態等の発生の際に、通勤、通学、旅行

などで市域に滞在する者や、市町村域を越えて市域に避難してきた者も保護の対象とす

る。また、それらの者について国籍を問わず保護の対象とする。 

 

 

第２節 武力攻撃事態対処法制 

 

１ 武力攻撃事態対処法 

平成 15 年６月、有事法制の基本法である武力攻撃事態等における我が国の平和と独立

並びに国及び国民の安全の確保に関する法律（武力攻撃事態対処法）が成立し施行され

た。この法律は、武力攻撃事態等が発生した場合の対処について定めたもので、基本理

念、国・地方公共団体の責務、対処手続などの基本的事項が規定されている。 
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２ 関連法制 

武力攻撃事態等の対処にあたっては、事態等の推移に応じ、事態等を終結させるため

の措置並びに国民を保護するための措置を実施することとされている。これらの措置の

適切かつ効果的な実施を目的として、武力攻撃事態対処法に定められた基本的な枠組み

に沿って以下のような関連法制が整備された。 

ⅰ 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（国民保護法） 

ⅱ 武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する

措置に関する法律（米軍行動関連措置法） 

ⅲ 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律（特定公共施設利

用法） 

ⅳ 国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律（国際人道法違反処罰法） 

ⅴ 武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律（海上輸送

規制法） 

ⅵ 武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律（捕虜取扱い法） 

ⅶ 自衛隊法の一部を改正する法律 

 

このうち国民保護法は、武力攻撃事態等における国民の保護について、国、地方公共

団体、指定公共機関等の具体的な役割分担等を定めるとともに、避難、救援、武力攻撃

災害への対処等に関する措置等に関し必要な事項を定めたものである。 

また、関連する条約としては、ジュネーヴ諸条約のほか、1949 年８月 12 日のジュネ

ーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書（第一追加議定書）、

1949 年８月 12 日のジュネーヴ諸条約の非国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追

加議定書（第二追加議定書）がある。また、日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との

間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国

政府との間の協定 （日米物品役務相互提供協定）がある。 
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《図：武力攻撃事態等への対処に関する法制》 

 

武 力 攻 撃 事 態 対 処 法

武力攻撃事態等の対処に関する基本的事項を規定 

事態対処法に定められた基本的な枠組みに沿って 
以下のような関連法制が整備 

 

 

国民の保護のための
法制 

国 民 保 護 法

住民の避難、避難住民等の救援、武力攻撃

災害への対処に関する措置などを規定 

武力紛争時における
非人道的行為の処罰
に関する法制 

交通及び通信の総合
的な調整等に関する
法制 

米軍・自衛隊の行動
の円滑化に関する法
制 

捕虜の取扱いに関す
る法制 

米 軍 行 動 関 連 措 置 法

米軍の行動に伴い国が実施する行動関連措置

（自衛隊から米軍へ物品・役務の提供、米軍の

行動等を国民へ情報提供など）について規定

地方公共団体等は、要請を受け、措置に協力

改 正 自 衛 隊 法

災害応急対策、在外邦人輸送等を行う米軍

に対する物品・役務の提供権限を新設 

海 上 輸 送 規 制 法

海上における外国の軍用品・軍隊の輸送を

規制するため、自衛隊が停船検査、回航措

置を実施 

特 定 公 共 施 設 利 用 法

特定公共施設等（港湾施設、飛行場施設、道路、

海域、空域及び電波）の利用を調整するため、

国対策本部長は、関係する地方公共団体の長等

の意見を聴いて利用指針を策定 

捕 虜 取 扱 い 法

捕虜等の人道的な待遇の確保、生命・身体・健

康・名誉の尊重、侵害・危難からの保護を行う

ため、捕虜等の拘束、抑留などの取扱いに関し

必要な事項を規定 

国 際 人 道 法 違 反 処 罰 法

ジュネーヴ諸条約等に規定する重大な違反

行為のうち刑法等で対応できない行為（重

要文化財破壊罪、捕虜送還遅延罪など）に

対する罰則を整備 

日米物品役務相互提供協定 
（ＡＣＳＡ）を改定 

分野：共同訓練、ＰＫＯ等、周辺事

態以外に、武力攻撃事態等、

国際貢献・大規模災害を追加

内容：食料、燃料、通信設備など以

外に弾薬を追加 

国際人道法であるジュネーヴ条
約の追加議定書を締結 

ジュネーヴ四条約（１９４９） 

国家間の武力紛争時に発生する傷病

者や捕虜の人道的待遇、非人道的行

為の処罰等について規定（締結済）

 

第一・第二追加議定書（１９７７）

第二次世界大戦後の武力紛争の多様

化に対応して諸条約を補完・拡充 

改 正 安 全 保 障 会 議 設 置 法

武力攻撃事態等の対処基本方針などを審

議し首相へ答申 

改 正 自 衛 隊 法

防衛施設構築に関する規定、関係法律の

適用除外等を追加し、自衛隊の行動を円

滑化 

知事は、要請に基づき、防衛施設に必要

な土地を使用できる 
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第３節 国民保護措置等 

 

国民保護法では、武力攻撃等から国民の生命・身体及び財産を保護し、国民生活・国民

経済に及ぼす影響が最小となるよう、国や地方公共団体などは国民保護措置等を実施する

こととされている。 

枚方市域において、武力攻撃等が発生した場合、国・府・市等は、以下のような流れで、

国民保護措置等を実施することになる。《図：国民保護措置等の実施の流れ》 

「武力攻撃」（我が国に対する外部からの武力攻撃）や「武力攻撃に準ずる手段を用いて

多数の人を殺傷する行為等」（大規模テロ等）が発生すれば、まず国が、事態の認定や事態

対処の全般的な方針などを取りまとめた「対処基本方針」又は「緊急対処事態対処方針」

を閣議決定し、「武力攻撃事態等対策本部」又は「緊急対処事態対策本部」を設置するとと

もに、市を「国民保護対策本部」又は「緊急対処事態対策本部」を設置すべき地方公共団

体として指定する。 

これを受け、府、市は、「国民保護対策本部」等を設置し、国民保護計画に基づき、「国

民保護措置」又は「緊急対処保護措置」を実施する。 

「国民保護措置」又は「緊急対処保護措置」は、主として、住民の避難、避難住民等の

救援、武力攻撃災害への対処により構成されている。 

「避難」では、まず事態の発生に伴い、国が警報を発令し、府は市へ通知し、市から住

民へ伝達する。次に、国が要避難地域と避難先地域を定めるので、これを受けて、府は主

な避難経路と交通手段等を示し、市を通じて住民へ避難指示を行い、市は住民を避難誘導

する。 

「救援」では、市は、府から指示を受け、又はこれを補助して、避難施設等において、

関係機関等の協力を得ながら、避難住民等に対し、水、食料や医療の提供などを行う。 

また、安否情報については、市が中心となって収集し、その情報を府は整理して国へ報

告を行い、住民等への提供は、市、府及び国が、個人情報の保護に十分留意し、実施する。 

「災害対処」では、市等が消火活動などを行うとともに、府等と協力して、警戒区域を

設定し、立入制限などを行い、二次災害を防止する。 
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《図：国民保護措置等の実施の流れ》 

 

武 力 攻 撃 事 態 の 類 型 緊 急 対 処 事 態 の 事 態 例 

①着上陸侵攻 

②ゲリラや特殊部隊による攻撃 

③弾道ミサイル攻撃 

④航空攻撃 

①原子力施設の破壊、石油ｺﾝﾋﾞﾅｰﾄの爆破等 

②ターミナル駅や列車の爆破等 

③炭疽菌やサリンの大量散布等 

④航空機による自爆テロ等 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

対 処 基 本 方 針 等 （閣議決定） 

①事態の認定・認定の前提となった事実 

②事態対処に関する全般的な方針 

③対処措置に関する重要事項 

国民保護対策本部等を設置すべき地方公共団体の指定（閣議決定） 

武力攻撃事態等対策本部等（本部長：内閣総理大臣） 

①事態を終結させるための措置（攻撃排除措置、外交上の措置など） 

②国民を保護するための措置 

国   民   保   護   措   置   等 

避  難 救  援 武力攻撃災害対処 
 

警 報 避 難 食料・医療 安否情報 消 防 警戒区域 

国 

 
 

発 令 

 
 

措置指示 

 
 

救援指示 

 
 

国民へ提供

 
 

(措置指示)  

府 

 
 

通 知 

 
 

避難指示 

 
関係者に提
供を要請 

 
国へ報告 
住民へ提供

 
 

(措置指示) 

 
緊急の場合
府も設定 

市 
警報を住民
へ伝達 

住民を避難
誘導 

救援事務の
一部を実施

収集・整理
住民へ提供

住民を火災
等から保護 

区域を設定し
立入制限等 

枚方市国民保護対策本部等（本部長：市長）

・組織＝副市長、教育長、消防長ほか 

・ 所掌事務＝市が実施する市域に係る 

国民保護措置を総合的に推進 
住  民

指定(地方)公共機関

公 共 的 団 体

他市町村対策本部要請 府 対 策 本 部 長 
連携 

指定（地方）公共機関 

防 衛 庁 長 官 

指定（地方）行政機関 

協力 

措置要請 

協力 

府国民保護対策本部等（本部長：知事） 

府及び府域内の市町村・指定（地方）公共機関が実施する国民保護措置等を総合

的に推進 

枚 方 市 国 民 保 護 計 画

連携

武力攻撃・大規模テロ等 
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   第４節 国民保護計画 

 

１ 国民保護計画の策定の流れ 

国民保護措置等の実施にあたっては、国民保護計画をあらかじめ策定し、これに基づ

き実施することになっている。 

国民保護法では、計画策定のガイドラインとなる「国民の保護に関する基本指針（以

下、「国民保護基本指針」という。）を国が作成することになっており、平成 17 年３月に

閣議決定された。 

知事は、これに基づいて、平成 18 年１月、「大阪府国民保護計画」を策定した。 

また、府計画との整合性を確保するとともに、市町村の計画づくりが円滑に進むよう、

大阪府及び府内各ブロックから選出された８市で構成する「大阪府市町村国民保護研究

会」が設置され、消防庁の「市町村国民保護モデル計画」（平成 18 年１月作成）を踏ま

え、平成 18 年３月、「市町村国民保護計画（大阪府版基本モデル）」が作成された。 

市長は、これらを踏まえ、「枚方市国民保護協議会」を設置し、諮問したうえで、「枚

方市国民保護計画【武力攻撃等に係る住民等の保護に関する計画】」を策定する。 
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《図：国民保護計画の策定の流れ》 

武力攻撃事態対処法 (15 年６月成立・施行) 

武力攻撃事態等への対処について、基本理念、国・地方公共団体等の責務、対処手続など

の基本的事項を規定 

 

国民保護法 (16 年６月成立・９月施行) 

武力攻撃等から国民の生命・身体・財産を保護し、国民生活・国民経済に及ぼす影響が最

小となるよう、「国民保護措置等」を実施することを規定 

 

国民保護基本指針 (17 年３月 閣議決定) 

国民保護措置等の実施に関する基本的方針、国民保護計画を作成する際の基準事項などを

規定 

 

大阪府国民保護計画(18 年１月 策定) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

答申
 

国民保護措置等の内容・実

施方法・実施体制・関係機

関との連携などを定める 

 

･国民保護法に基づく諮問機関

･市長を会長に関係機関等

で構成 

・18 年 4 月設置 

枚方市国民保護計画 枚方市国民保護協議会 

市町村国民保護計画（大阪府版基本モデル） 

（大阪府市町村国民保護研究会・平成 18 年３月作成）

市町村国民保護モデル計画 

（消防庁・平成 18 年１月作成） 

諮問
 

･計画策定に向けた庁内検討組織 

･市長を会長に副市長その他の

特別職及び関係部長で構成 

・17 年 10 月設置 

枚方市国民保護計画策定会議 
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２ 枚方市国民保護計画 

(1) 計画の位置づけ 

市は、武力攻撃事態等において、国民保護法その他の法令、国民保護基本指針及び

国民保護計画に基づき、住民等の自発的な協力を得つつ、関係機関と連携協力し、自

ら国民保護措置等を的確かつ迅速に実施するとともに、市域において関係機関が実施

する国民保護措置等を総合的に推進する責務を有する。市長は、その責務にかんがみ、

国民保護法第 35 条及び第 182 条の規定に基づき、国民保護措置等を実施するための基

本的な枠組みを定めるものとして、市国民保護計画を策定する。 

また、本計画策定後、警報の伝達、住民の避難誘導、安否情報の収集及び提供、救

援事務及び警戒区域の設定など、各部局における業務（第３編第 1章 組織・体制の

整備）に関する具体的な実施手順を定める「実施マニュアル（仮称）」を作成するなど

して、本計画に基づく措置を円滑に実施できるよう努める。なお、計画や実施マニュ

アル（仮称）の作成にあたっては、「枚方市地域防災計画」や「枚方市危機管理対応指

針」等に基づく取組みの蓄積をできる限り活用する。 

(2) 枚方市国民保護計画に定める事項 

市国民保護計画においては、国民保護法第 35 条第２項各号に掲げる事項及び同法第

182 条第２項に規定する事項について定める（具体的には次のとおり）。 

ⅰ 市域に係る国民保護措置の総合的な推進に関する事項 

ⅱ 市が実施する国民保護法第16条第１項及び第２項に規定する国民保護措置に

関する事項 

ⅲ 国民保護措置を実施するための訓練並びに物資及び資材の備蓄に関する事項 

ⅳ 国民保護措置を実施するための体制に関する事項 

ⅴ 国民保護措置の実施に関する他の地方公共団体その他の関係機関との連携に

関する事項 

ⅵ 緊急対処保護措置の実施に関し必要な事項 

ⅶ 前各号に掲げるもののほか、市域に係る国民保護措置等に関し市長が必要と

認める事項 

(3) 計画の作成・見直しと変更手続 

ア 枚方市国民保護計画の作成 

市国民保護計画の作成にあたって、国民保護法第 35 条及び第 39 条第３項の規定

に基づき、次の手続等をとる。 

ⅰ 市国民保護協議会への諮問 
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ⅱ 指定行政機関の国民保護計画、府国民保護計画及び他の市町村の国民保護

計画との整合性の確認 

ⅲ 他市町村と関係のある事項に関する当該市町村長への意見聴取 

ⅳ 大阪府知事への協議 

ⅴ 計画作成時の枚方市議会への報告 

ⅵ 計画作成時の住民への公表 

イ 枚方市国民保護計画の見直し 

市国民保護計画については、今後、国民保護措置等に係る研究成果や新たなシス

テムの構築、府計画の見直し、国民保護措置等についての訓練の検証結果等を踏ま

え、不断の見直しを行う。市国民保護計画の見直しにあたっては、市国民保護協議

会の意見を尊重するとともに、広く関係者の意見を求める。 

ウ 枚方市国民保護計画の変更手続 

市国民保護計画の変更にあたっては、国民保護法第 39 条第３項の規定に基づき、

市国民保護協議会に諮問の上、知事に協議し、市議会に報告し、公表するなど計画

作成時と同様の手続をとる。 

ただし、国民保護法施行令で定める軽微な変更については、市国民保護協議会へ

の諮問、知事への協議は行わない。 

エ 実施マニュアル（仮称）の作成等 

実施マニュアル（仮称）を作成・変更する場合には、関係機関と十分協議し、そ

の意見を尊重する。また、計画と同様、不断の見直しを行う。 

(4) 計画の作成又は変更に係る関係機関への協力要請 

市長は、計画の作成又は変更のために必要がある場合には、指定（地方）行政機関

の長、知事並びに指定（地方）公共機関及びその他の関係者に対して、資料又は情報

の提供、意見の陳述その他必要な協力を求める。 
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  第２章                  基本方針                             

 

市は、以下の事項を国民保護に関する基本方針とし、特にこれらの事項に留意して、国

民保護措置等を実施する。 

 

１ 基本的人権の尊重 

国民保護措置等の実施にあたっては、日本国憲法の保障する国民の自由と権利を最大

限に尊重することとし、国民の自由と権利に制限が加えられるときであっても、その制

限は必要最小限のものに限り、公正かつ適正な手続の下に行う。 

 

２ 国民の権利利益の迅速な救済 

国民保護措置等の実施に伴う損失補償、国民保護措置等に係る不服申立て又は訴訟そ

の他の国民の権利利益の救済に係る手続を、できる限り迅速に処理するよう努める。 

 

３ 国民に対する情報提供 

武力攻撃事態等においては、国民に対し、国民保護措置等に関する正確な情報を、適

時に、かつ、適切な方法で提供する。 

 

４ 関係機関相互の情報の共有化及び連携協力の確保 

国、府、近隣市町村並びに指定（地方）公共機関と平素から情報の共有化を図り、相

互の連携体制の整備に努める。 

 

５ 国民の協力 

国民保護措置等の実施のため必要があると認めるときは、国民保護法の規定により、

国民に対し、①避難住民の誘導に必要な援助、②避難住民等の救援に必要な援助、③消

火、負傷者の搬送、被災者の救助その他の武力攻撃災害等への対処に関する措置に必要

な援助、④保健衛生の確保に必要な援助について協力を要請する。この場合において、

国民の協力は、その自発的な意思にゆだねられるものであって、その要請にあたって強

制にわたることがあってはならないことに留意する。 

また、避難や救援などにおいて国民の自発的協力が得られるよう、平素から広報･啓発

等に努める。 
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６ 指定（地方）公共機関の自主性の尊重その他の特別な配慮 

指定（地方）公共機関の国民保護措置等の実施方法については、当該機関が武力攻撃

事態等の状況に即して自主的に判断するものであることに留意する。 

また、日本赤十字社が実施する国民保護措置等については、その特性にかんがみ、そ

の自主性を尊重するとともに、放送事業者である指定（地方）公共機関が実施する国民

保護措置等については、放送の自律を保障することにより、その言論その他表現の自由

に特に配慮する。 

 

７ 高齢者、障害者、外国人等への配慮及び国際人道法の的確な実施 

国民保護措置等の実施にあたっては、高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦、外国人その

他特に配慮を要する者の個性や生活状況に応じた、きめ細やかな保護について留意する。 

また、国民保護措置等を実施するにあたっては、国際的な武力紛争において適用され

る国際人道法の的確な実施を確保する。 

 

８ 国民保護措置等に従事する者等の安全の確保 

国民保護措置等に従事する者の安全の確保に十分に配慮する。 

また、要請に応じて国民保護措置等に協力する者に対しては、その内容に応じた安全

の確保に十分に配慮する。 

 

９ 地域防災計画等に基づく取組みの蓄積の活用 

武力攻撃事態等への対応については、自然災害・事故災害への対応と共通する部分が

多いことから、国民保護措置等の実施に際しては、地域防災計画その他の既存の計画等

に基づく取組みの蓄積を活用する。 

また、阪神・淡路大震災の経験と復興の過程で培ってきた様々な蓄積を活かしつつ、

消防団及び自主防災組織等の充実・活性化などに努めるとともに、ボランティアへの支

援を行うなど地域防災力のより一層の強化を図る。 
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  第３章            関係機関の責務と役割                       

 

第１節 関係機関の責務等 

 

国民保護措置等の実施主体である市及び国・府等の関係機関の責務等は、次のとおりで

ある。 

 

１ 国 

国は、その組織及び機能のすべてを挙げて自ら国民保護措置等を的確かつ迅速に実施

し、又は地方公共団体及び指定公共機関が実施する国民保護措置等を的確かつ迅速に支

援し、並びに国民保護措置等に関し国費による適切な措置を講ずること等により、国全

体として万全の態勢を整備するものとされている。 

 

２ 府 

府は、自ら住民に対する避難の指示、避難住民等の救援、武力攻撃災害への対処など

の国民保護措置等を的確かつ迅速に実施するとともに、府域において関係機関が実施す

る国民保護措置等を総合的に推進するものとされている。 

 

３ 市 

市は、自ら警報等の住民への伝達や避難誘導、避難住民等の救援、武力攻撃災害への

対処などの国民保護措置等を的確かつ迅速に実施するとともに、市域において関係機関

が実施する国民保護措置等を総合的に推進する。 

 

４ 消防組合 

消防組合は、武力攻撃災害への対処や避難住民等の救援を行うとともに、警報等の住

民への伝達、避難住民の誘導などの措置を行う。 

 

５ 消防団 

  消防団は、市長の指揮の下、武力攻撃災害への対処を消防組合と協力して行うととも

に、警報等の住民への伝達、避難住民の誘導などの措置を他の関係機関と連携して行う。 
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６ 府警察 

府警察は、住民避難等のための交通規制を実施するとともに、市長等の要請に応じて、

避難住民の誘導や生活関連等施設の警備などの措置を行うものとされている。 

 

７ 第五管区海上保安本部等 

第五管区海上保安本部等は、船舶内に在る者への警報等の伝達や避難住民の誘導、武

力攻撃災害への対処などの措置を行うものとされている。 

 

８ 自衛隊 

自衛隊は、知事から避難住民の誘導、避難住民等の救援、武力攻撃災害への対処等の

国民保護措置等に関する要請を受けた場合で、防衛庁長官が事態やむを得ないと認める

とき、その主たる任務である我が国に対する侵略を排除するための活動に支障が生じな

い範囲で、可能な限り国民保護措置等を実施するものとされている。 

 

９ 指定（地方）公共機関 

指定（地方）公共機関は、国民保護法で定めるところにより、その業務について、国

民保護措置等を実施するものとされている。 

 

10 住民の協力 

市、府等は、国民保護法の規定により、①避難住民の誘導に必要な援助、②避難住民

等の救援に必要な援助、③消火、負傷者の搬送、被災者の救助その他の武力攻撃災害へ

の対処に関する措置に必要な援助、④保健衛生の確保に必要な援助について、安全性の

確保に配慮したうえで、自発的な協力が得られるよう要請することができることとされ

ている。 
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第２節 関係機関の事務又は業務の大綱 

 

国民保護措置等に関し、市、消防組合、府、指定地方行政機関及び指定（地方）公共機

関は、おおむね次に掲げる業務を処理する。 

 

１ 地方公共団体 

機関の名称 事務又は業務の大綱 

市 

１ 国民保護計画の作成 

２ 国民保護協議会の設置、運営 

３ 国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部の設置、運営 

４ 組織の整備、訓練 

５ 警報の伝達、避難実施要領の策定、避難住民の誘導、関係機関の調整

その他の住民の避難に関する措置の実施 

６ 救援の実施、安否情報の収集及び提供その他の避難住民等の救援に関

する措置の実施 

７ 退避の指示、警戒区域の設定、廃棄物の処理、被災情報の収集その他

の武力攻撃災害への対処に関する措置の実施 

８ 水の安定的な供給その他の国民生活の安定に関する措置の実施 

９ 武力攻撃災害の復旧に関する措置の実施 

消防組合 
１ 警報等の伝達、避難住民の誘導、消防・救助・救助を含む武力攻撃災

害への対処 

府 

１ 国民保護計画の作成 

２ 国民保護協議会の設置、運営 

３ 国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部の設置、運営 

４ 組織の整備、訓練 

５ 警報の通知 

６ 住民に対する避難の指示、避難住民の誘導に関する措置、府の区域を

越える住民の避難に関する措置その他の住民の避難に関する措置の実施

７ 救援の実施、安否情報の収集及び提供その他の避難住民等の救援に関

する措置の実施 

８ 武力攻撃災害の防除及び軽減、緊急通報の発令、退避の指示、警戒区

域の設定、立入制限区域の指定、保健衛生の確保、被災情報の収集その

他の武力攻撃災害への対処に関する措置の実施 
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９ 生活関連物資等の価格の安定等のための措置その他の国民生活の安定

に関する措置の実施 

10 交通規制の実施 

11 武力攻撃災害の復旧に関する措置の実施 

 

２ 指定地方行政機関 

機関の名称 事務又は業務の大綱 

近畿管区警察局 １ 管区内各府県警察の国民保護措置等及び相互援助の指導・調整 

２ 他管区警察局との連携 

３ 管区内各府県警察及び関係機関等からの情報収集並びに報告連絡

４ 警察通信の確保及び統制 

大阪防衛施設局 １ 所管財産（周辺財産）の使用に関する連絡調整 

２ 米軍施設内通行等に関する連絡調整 

近畿総合通信局 １ 電気通信事業者・放送事業者への連絡調整 

２ 電波の監督管理、監視並びに無線の施設の設置及び使用の規律に

関すること 

３ 非常事態における重要通信の確保 

４ 非常通信協議会の指導育成 

近畿財務局 １ 地方公共団体に対する災害融資 

２ 金融機関に対する緊急措置の要請 

３ 普通財産の無償貸付 

４ 被災施設の復旧事業費の査定の立会 

大阪税関 １ 輸入物資の通関手続 

近畿厚生局 １ 救援等に係る情報の収集及び提供 

大阪労働局 １ 被災者の雇用対策 

近畿農政局 １ 武力攻撃災害対策用食料及び備蓄物資の確保 

２ 農業関連施設の応急復旧 

近畿中国森林管理局 １ 武力攻撃災害対策用復旧用資材の調達・供給 

近畿経済産業局 １ ライフライン（電気、ガス、工業用水道）の復旧対策 

２ 災害対策用物資の適正な価格による円滑な供給の確保 

３ 事業者（商工業等）の業務の正常な運営の確保 
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中部近畿産業保安 

監督部近畿支部 

１ 電気、火薬類、都市ガス、高圧ガス、液化石油ガス施設等の保全

２ 鉱山における災害時の応急対策 

近畿地方整備局 １ 被災時における直轄河川、国道等の公共土木施設の応急復旧 

２ 港湾施設の使用に関する連絡調整 

３ 港湾施設の応急復旧 

近畿運輸局 １ 運送事業者への連絡調整 

２ 運送施設及び車両の安全保安 

大阪航空局 １ 飛行場使用に関する連絡調整 

２ 航空機の航行の安全確保 

大阪管区気象台 １ 気象状況の把握及び気象情報の提供 

第五管区 

海上保安本部 

１ 船舶内に在る者に対する警報及び避難措置の指示の伝達 

２ 海上における避難住民の誘導、秩序の維持及び安全の確保 

３ 生活関連等施設の安全確保にかかる立入制限区域の指定等 

４ 海上における警戒区域の設定等及び退避の指示 

５ 海上における消火活動及び被災者の救助・救急活動、その他の武

力攻撃災害への対処に関する措置 

近畿地方環境 

事務所 

１ 有害物質等の発生等による汚染状況の情報収集及び提供 

２ 廃棄物処理施設等の被害状況、がれき等の廃棄物の発生量の情報

収集 

 

３ 指定（地方）公共機関 

機関の名称 事務又は業務の大綱 

災害研究機関 １ 武力攻撃災害に関する指導、助言等 

放送事業者 １ 警報及び避難の指示（警報の解除及び避難の指示の解除を

含む）の内容並びに緊急通報の内容の放送 

運送事業者 １ 避難住民の運送及び旅客の運送の確保 

２ 緊急物資の運送及び貨物の運送の確保 

電気通信事業者 １ 避難施設における電話その他の通信設備の臨時の設置にお

ける協力 

２ 通信の確保及び国民保護措置等の実施に必要な通信の優先

的取扱い 
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電気事業者 １ 電気の安定的な供給 

ガス事業者 １ ガスの安定的な供給 

日本郵政公社 １ 郵便の確保 

一般信書便事業者 １ 信書便の確保 

病院その他の医療機関 １ 医療の確保 

河川管理施設、道路及び

空港の管理者 

１ 河川管理施設、道路及び空港の管理 

日本赤十字社 １ 救援への協力 

２ 外国人の安否情報の収集、整理及び回答 

日本銀行 １ 銀行券の発行並びに通貨及び金融の調節 

２ 銀行その他の金融機関の間で行われる資金決済の円滑の確

保を通じた信用秩序の維持 

社会福祉法人 

大阪府社会福祉協議会 

１ 要援護者支援等に対する協力 

２ ボランティア活動に関する協力 

財団法人 

大阪府消防協会 

１ 防災･防火思想の普及 

２ 消防団員の教養訓練 
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     第４章       市の地理的、社会的特徴                

 

枚方市は、西に淀川が流れ、東には生駒山系の山々がある。市の中央部を国道１号が縦

断し、市の西部を京阪電鉄が、東部を JR 学研都市線が走っている。面積は 65.08ｋ㎡で、

東西 12.0ｋｍ、南北 8.7ｋｍの広がりをもつ。また、北東は京都府八幡市、東は京都府京

田辺市、南東部の一部は奈良県生駒市、南は交野市、南西は寝屋川市、北の一部は淀川を

隔てて三島郡島本町、北西は高槻市に接している。 

 

面   積 65.08ｋ㎡ 

位 置 （東経）135°39′     （北緯）34°48′ 

範 囲 （東西）12.0ｋｍ     （南北） 8.7ｋｍ 
地 

勢 
海 抜 （最高）330.0ｍ     （最低）  4.1ｍ 

資料：「平成 17 年版 枚方市統計書」 

 

第１節 地理的特徴 

 

１ 山地（生駒山地） 

生駒山地は市域の東部に位置し、生駒山より連なる中起伏山地である。市域では交野

山（345.1m）付近が最も高く、標高は 100～350ｍである。山麓には扇状地や土石流堆等

の山麓堆積地形の発達が見られる。 

 

２ 河川 

淀川は、その源を琵琶湖に発し、途中、木津川、桂川を集めた後、本市北頂部から西

南端にかけて、市域西縁に沿って流れる。市域におけるその他の主要な河川には船橋川、

穂谷川、天野川があるが、大部分は天井川となっている。これらは台地、丘陵を開析し

て流下するが、沿川には低地を形成している。 

 

３ 池 

池は、市域に約 400 箇所点在していて、その多くは田畑の灌漑用に供せられている。

このうち規模の大きなものとしては、山田池（大字田口）、大池（大字長尾）、新大池（招

提東町３丁目）、惣喜池（津田北町３丁目）等がある。 
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４ 地形 

本市は、淀川の左岸、生駒山地の北部にのびる枚方丘陵上にあり、山間部から船橋川、

穂谷川、天野川がそれぞれ南東から北西に流下して淀川に注いでいる。 

地形的には、東部の標高 100ｍ以上の生駒山地延長部、それに続く 50～100ｍの山麓地

帯・谷口扇状地、中央部の 20～50ｍの沖積層丘陵・台地、20ｍ以下の淀川低地帯をなす

沖積平野の各地区に分けられる。 

ア 低地（淀川低地及びその他河川の低地） 

淀川低地は、淀川によって形成された沖積平野であり、山崎付近の狭窄部で標高

13ｍ、枚方市南西部では標高２～４ｍとかなり低平である。 

イ 台地（交野台地） 

交野台地は市中央部に広がる標高 20～50ｍの台地で、全体的に南東から北西に緩

傾斜した海成段丘面である。台地は中宮付近を中心とする中位段丘と、船橋付近の

下位段丘に区分できる。 

ウ 丘陵（枚方丘陵及び長尾丘陵） 

枚方丘陵は市南東部に位置し、天野川の低地と淀川低地に挟まれた南北５～６km、

東西１～４km、最高 81.8ｍ（香里ケ丘８丁目付近）、平均 50ｍ前後の定高性を示す

丘陵地である。なお、同丘陵は詳細にみれば丘陵と台地（段丘）に区分できる。丘

陵地の大部分は人工改変され、原地形はほとんど残っていない。長尾丘陵は市東部

から北部にかけて広がる丘陵であるが、詳細にみれば標高 50～100ｍの開析の進ん

だ台地（段丘）と、標高 100～150ｍの小起伏丘陵地からなる。なお、京都府との境

界付近に大規模な宅地造成が行われている。 
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第２節 気候 

 

本市の気候は瀬戸内式気候に属し、年平均気温は 15℃前後で、これまでの最高気温は

39.6℃（1994.8.8 15 時）、最低気温は-7.1℃（1981.2.27 07 時）が記録されている。 

年間降水量は、準平年値で 1,395.8 ㎜、最大 24 時間降水量（日降水量）172 ㎜（1999.8.11）

である。降水量については、６月下旬の梅雨、台風期を含む秋雨期に集中する傾向がある。 

 

気  温 風 速 降水量 

準平年値 極 値 

日最高 日最低 平均 最高 最低

平均
[準平
年値]

最大 風向

年 間

[準平年値]

最大 24 
時間(日 
降水量) 

日照時間
 

年 間 
[準平年値]

℃ 

19.8 

℃ 

11.1 

℃ 

15.2 

℃ 

39.6 

℃ 

-7.1

m/s

1.8

m/s

14 

16 方位

NNW

mm 

1,395.8

mm 

172 

ｈ 

1,696.6

資料：極値（1977.3 月～2005.7 月：枚方地域気象観測所） 
：準平年値（1979～2000（日照時間のみ 1987～2000）：枚方地域気象観測所） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料:一日の最大風速に対応する風向きを日風向として作成（2001～2005）：枚方地域気象観測所  
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第３節 人口分布 

 

本市の人口は、404,004 人で、近年になって微増の傾向となっている。人口密度は１k

㎡あたり 6,209 人で、府下市町村中 13 番目に高い。65 歳以上の高齢者が占める割合は約

16%である（平成 17 年 10 月１日現在。資料「平成 17 年度 枚方市統計書」）。 

 

１ 夜間人口及び昼間人口 

本市の夜間人口は 401,182 人、昼間人口は 334,501 人である。昼間人口指数は 83.4

で、これは府下市町村で９番目の低さだが、流入人口から流出人口を差し引いた増減人

口は 66,681 人の減と、府下市町村で最も多く、いわゆる「ベッドタウン」としての特徴

をよく示している（平成 12 年 10 月１日現在。資料「総務省 国勢調査報告」）。 

 

２ 災害時要援護者 

(1) 高齢者、障害者等 

   本市の 65 歳以上の要介護認定者数は 11,729 人で、65 歳以上人口総数の 18.2％を占

め、総人口の 2.9％にあたる。障害者数については、身体障害者手帳、療育手帳、精

神保健福祉手帳の交付者数合わせて 17,200 人で人口総数の 4.2％、５歳以下の乳幼児

数については、23,190 人で人口総数の 5.7％である。また、平成 16 年度の妊娠届出件

数は 3,791 件で妊産婦数は人口総数の 0.9％となる（平成 17 年 10 月１日現在。身体

障害者数及び妊娠届出数は平成 17 年３月末日現在。資料「ひらかた高齢者保健福祉計

画２１（第３期）」、「平成 17 年度 枚方市統計書」、「平成 16 年度 枚方市事務概要」）。 

(2) 外国人登録者数 

本市の外国人登録人口の総数は 4,451 人である。国籍（出身地）別では韓国・※朝

鮮が最も多く、中国、ブラジル、米国の順にこれに次ぐ（平成 17 年 12 月末日現在。

資料「平成 17 年度 枚方市統計書」）。 

   ※朝鮮とは国籍ではなく、朝鮮半島出身者であることを示す（昭和 40 年 10 月 26 日

法務省見解） 
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第４節 道路の位置等 

 

１ 主な自動車専用道路 

西日本高速道路株式会社が管理運営する一般有料道路「第二京阪道路」が、市の東部

にある「枚方東インターチェンジ」を起点として、京都府八幡市、京都府京田辺市を通

り、京都府久御山町にある「久御山南ジャンクション」まで延びていて、京滋バイパス

に連絡している。 

 

２ 主な一般道 

（１）国道   

  ア 国道１号 

京都府との府境（高野道２丁目付近）から寝屋川市との境界（木屋元町交差点）

まで、市域を縦貫している。12 時間交通量が５万台を越える、本市及び京阪間の大

動脈。 

  イ 国道 168 号 

天の川交差点を起点に、交野市との境界（村野南町付近）へと伸びていて、交野

市、奈良県へと通じる。 

ウ 国道 170 号 

枚方大橋から、寝屋川市との境界（木屋北交差点）へと伸びている。 

エ 国道 307 号 

池之宮北交差点を起点に、京都府との府境（大字尊延寺付近）へと伸びている。 

（２）府道（主要地方道） 

ア 主要地方道 京都守口線（府道 13 号）   

京都府との府境（大字楠葉付近）から市域に入り、京阪本線とほぼ併走しながら

市域西縁に沿って南下し、南中振３丁目付近で国道１号と合流する。 

イ 主要地方道 枚方高槻線（府道 17 号）   

大字尊延寺付近を起点に、西牧野（牧野橋北詰交差点）まで伸びている。 

ウ  主要地方道 枚方交野寝屋川線（府道 18 号） 

楠葉及び楠葉南交差点を起点として、市域のほぼ中央を南下し、村野高見台付近

で一度交野市域へ抜けた後、新天野川橋交差点付近で再び市域へ入り、南下して東

香里南町付近で寝屋川市へ入る。 
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エ 主要地方道 八尾枚方線（府道 21 号）      

枚方大橋南詰交差点を起点として、京阪本線と併走しながら南下し、南中振１丁

目付近で寝屋川市域へ入る。 

オ 主要地方道 枚方山城線（府道 71 号）      

氷室交差点を起点として東南方向に伸び、大字穂谷付近で京都府へ入る。 

 

３ 自動車保有台数 

平成 16 年度末現在、市内では約 219,000 台の自動車が保有されていて、その内訳は、

貨物用自動車が約 9,000 台、乗合用自動車が約 300 台、普通・小型乗用車が約 113,000

台、特殊用途車が約 2,000 台、軽乗用車が約 20,000 台、軽貨物車が約 10,000 台、二輪

車が約 63,000 台となっている（資料「平成 17 年度 枚方市統計書」）。 

 

 

第５節 主な公共交通手段 

 

１ 鉄道 

(1) 路線 

市域を通る鉄道路線には、京阪電鉄の京阪本線と京阪交野線、それにＪＲ西日本の

ＪＲ学研都市線の３本がある。 

京阪本線は、大阪市の淀屋橋駅と京都市の出町柳駅を結んでいて、本市の西縁を淀

川とほぼ併走する形で南北に走っている。市内には北から順に、樟葉、牧野、御殿山、

枚方市、枚方公園、光善寺の６駅があり、樟葉駅～光善寺駅の営業距離は 8.6ｋｍで

ある。 

また、京阪交野線は枚方市駅と交野市の私市駅を結ぶ支線で、交野市へ向かって南

東方向に伸びている。市内には西から順に、枚方市、宮之阪、星ヶ丘、村野の４駅が

あり、枚方市駅～村野駅の営業距離は 2.5ｋｍである。 

ＪＲ学研都市線は京都府相楽郡木津町の木津駅と大阪市の京橋駅を結んでいて、市

内東部を府道交野久御山線とほぼ併走する形で南北に走っている。市内には北から順

に、長尾、藤阪、津田の３駅があり、長尾駅～津田駅の営業距離は 3.2ｋｍである。 
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(2) 駅 

   市内の鉄道駅の中で最も乗降客数が多いのは枚方市駅で、約 87,000 人（1 日あたり

の延べ人数。以下同じ）が利用しており、樟葉駅（約 61,000 人）、牧野駅（約 27,000

人）、光善寺駅（約 24,000 人）の順にこれに次ぐ（平成 14 年 12 月 10 日 京阪電気鉄

道株式会社調べ。資料「平成 17 年度 枚方市統計資料」）。 

 

２ バス 

本市では、京阪電鉄の系列バス事業者である京阪バスが営業運行している。市内の鉄

道駅を主なターミナルとして、市内のほぼ全域をカバーする路線網を有している。松井

山手、新田辺、八幡（以上京都府内）、寝屋川、茨木、高槻（以上大阪府内）等、市外と

結ぶ路線もある。 

 

《図：枚方市内の主要道路及び鉄道路線》 
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第６節 主な施設等 

 

１ 大規模集客施設 

  本市が擁する大規模集客施設としては、「くずはモール（平均来場者数 48,000 人/日。

以下同じ）」と「ビオルネ（15,000 人/日）」の二つの大規模商業施設、府下で２番目に

多い入場者数を誇る遊園地「ひらかたパーク（4.600 人/日）」等が挙げられる。 

 

２ 生活関連等施設 

本市には、水道に関する施設として、本市水道局が所管する中宮浄水場（中宮北町）

と、大阪府水道部が所管する村野浄水場（村野高見台）がある。中宮浄水場は、本市水

道水の８割を浄水処理しており、その給水能力は一日当たり 130,000 ㎥である。村野浄

水場は、本市を含む府内 41 市町村が供給する水道水の一部を浄水処理しており、その給

水能力は一日当たり 1,797,000 ㎥である。 

また、本市には「紳士服団地（長尾谷町付近）」、「枚方企業団地（招提田近付近）」、「家

具団地（長尾家具町付近）」、「鉄工塗装団地（招提大谷付近）」、「東部企業団地（春日野

付近）」及び「枚方工業団地（春日西町付近）」の６つの企業団地があり、これらの地域

では危険物質等を取り扱う事業所の集中がみられる。 

なお、本市に石油コンビナートや原子力施設、自衛隊施設は存在しない。 
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  第５章      市国民保護計画が対象とする事態               

 

国民保護基本指針では、武力攻撃事態については４類型、緊急対処事態については４事

態例が、次のとおり想定されており、府計画においても、これら全てを対象としている。   

市国民保護計画においては、これら全てを対象とし、その類型・事態例に応じた国民保

護措置等を実施するが、海外では大都市において大規模テロが多く発生していること、大

阪はヒト・モノ・情報が集まる大都市圏の要所であることを踏まえ、特に、ゲリラ・特殊

部隊による攻撃や緊急対処事態に留意するものとする。 

なお、市域における事態の想定については、今後も国や府からの情報等を踏まえ、関係

機関と連携して研究していく（以下、本章における記述については、市の現状と必ずしも

適合しないものを含む）。 

 

第１節 武力攻撃事態 

 

１ 事態想定 

武力攻撃とは、我が国に対する外部からの武力攻撃を言い、武力攻撃事態とは、武力

攻撃が発生した事態又は発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態

をいい、武力攻撃予測事態とは、武力攻撃事態には至っていないが、事態が緊迫し、武

力攻撃が予測されるに至った事態をいう。 

国民保護基本指針においては、武力攻撃事態として、次に掲げる４類型が示されてい

る。 

ⅰ 着上陸侵攻 

ⅱ ゲリラや特殊部隊による攻撃 

ⅲ 弾道ミサイル攻撃 

ⅳ 航空攻撃 

 

２ 各事態類型の特徴と留意点 

(1) 着上陸侵攻 

島国である我が国の領土を占領しようとする場合、海又は空から地上部隊などを上

陸又は着陸させる着上陸侵攻を行うことになるとされている。なお、着上陸侵攻の場

合、それに先立ち航空機や弾道ミサイルによる攻撃が実施される可能性が高いとされ

ている。 
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ア 攻撃目標となりやすい地域  

船舶により上陸を行う場合は、上陸用の小型船舶等が接岸容易な地形を有する沿

岸部が、航空機により侵攻部隊を投入する場合には、大型の輸送機が離着陸可能な

空港が存在する地域が目標となりやすいとされている。 

イ 想定される主な被害 

主として、爆弾、砲弾等による家屋、施設等の破壊、火災等が考えられ、石油コ

ンビナートなど、攻撃目標となる施設の種類によっては、二次被害の発生が想定さ

れている。 

ウ 被害の範囲、期間 

武力攻撃災害が広範囲にわたり、要避難地域が広範囲になるとともに、避難期間

も比較的長期に及ぶと想定されている。 

エ 事態の予測・察知 

攻撃国による船舶、戦闘機の集結の状況、進行方向等から、事前予測が可能であ

るとされている。 

オ 避難、救援、災害対処に係る留意点 

大規模な着上陸の場合は、広範囲にわたる武力攻撃災害が予想されるが、事前の

準備が可能であることから、戦闘が予想される地域から先行して広域避難させるこ

とが必要となるとされている。また、大都市における避難にあたっては、人口規模

に見合った避難のための交通手段及び受入施設の確保の観点から、多数の住民を遠

方に短期間で避難させることは極めて困難であるとされている。このことから、実

際に避難させる必要が生じた場合においては、国対策本部長の避難措置の指示及び

知事の避難の指示を踏まえ、対応する必要がある。 

(2) ゲリラや特殊部隊による攻撃 

ア 攻撃目標となりやすい地域 

都市部の政治経済の中枢、鉄道、橋りょう、ダム、原子力関連施設などに対する

注意が必要とされている。 

イ 想定される主な被害 

少人数のグループにより行われ、使用可能な武器も限定されることから、主な被

害としては、施設の破壊等が考えられるとされている。 
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ウ 被害の範囲、期間 

被害は比較的狭い範囲に限定されるのが一般的であるが、攻撃目標となる施設の

種類によっては、二次被害の発生も想定され、被害の範囲が拡大するおそれがある

とされている。 

エ 事態の予測・察知 

攻撃する者はその行動を秘匿するためあらゆる手段を使用することが想定される

ことから、事前にその活動を予測あるいは察知できず、突発的に被害が生ずること

も考えられるとされている。 

オ 避難、救援、災害対処に係る留意点 

ゲリラや特殊部隊の危害が住民に及ぶおそれがある地域においては、武力攻撃の

態様に応じて、攻撃当初は屋内に一時避難させ、その後関係機関が安全確保の措置

を講じつつ、適当な避難地に移動させるなど、適切な対応を行う必要がある。 

また、攻撃当初においては、住民の自主的な避難に頼らざるを得ないことも想定

されることから、平素から、住民に緊急時いかに対応すべきかについて問題意識を

持ってもらうことが必要である。 

なお、武力攻撃災害の兆候等を覚知した場合には、速やかに関係機関に通知する

とともに、必要に応じて、退避の指示、警戒区域の設定等の措置を講ずる必要がある。 

(3) 弾道ミサイル攻撃 

弾道ミサイルは、重量物を長距離にわたり投射することが可能であり、核、生物、

化学兵器などの大量破壊兵器の搭載も可能である。また、発射されると弾道軌道を描

いて飛翔し、高角度、高速で落下するなどの特徴を有しているとされている。 

ア 攻撃目標となりやすい地域 

攻撃目標を特定することは極めて困難であるとされている。 

イ 想定される主な被害 

通常弾頭の場合にはＮＢＣ弾頭の場合と比較して、被害は局限され、家屋、施設

等の破壊、火災等が考えられるとされている。 

ウ 被害の範囲、期間 

弾頭の種類（通常弾頭又はＮＢＣ弾頭）を着弾前に特定することは困難であり、

弾頭の種類に応じて、被害の様相及び対応が大きく異なるとされている。 

エ 事態の予測・察知 

発射の兆候を事前に察知した場合でも、発射された段階で攻撃目標を特定するこ

とは極めて困難であるとされている。 
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オ 避難、救援、災害対処に係る留意点 

発射後極めて短時間で着弾することが予想されるため、迅速な情報伝達と適切な

対応によって被害を局限化することが重要であり、避難や消火活動が中心となる。 

特に避難については、当初は、近傍のコンクリート造等の堅ろうな施設や地下街

等の地下施設など屋内に避難させ、着弾後に、被害状況を迅速に把握した上で、事

態の推移、被害の状況等に応じ、他の安全な地域へ避難させる必要がある。 

(4) 航空攻撃 

ア 攻撃目標となりやすい地域 

航空攻撃を行う側の意図及び弾薬の種類等により異なるが、その威力を最大限に

発揮することを攻撃側が意図すれば都市部が主要な目標となることも想定され、ま

た、ライフラインのインフラ施設などが目標となることもあり得るとされている。 

イ 想定される主な被害 

通常弾頭の場合には、家屋、施設等の破壊、火災等が考えられるとされている。 

ウ 被害の範囲、期間 

攻撃を行う側の意図が達成されるまで、繰り返し行われることも考えられるとさ

れている。 

エ 事態の予測・察知 

弾道ミサイル攻撃の場合に比べその兆候を察知することは比較的容易であるが、

対応の時間が少なく、また攻撃目標を特定することが困難であるとされている。 

オ 避難、救援、災害対処に係る留意点 

攻撃目標を早期に判定することは困難であることから、攻撃の目標地を限定せず

に屋内への避難等の措置を広範囲に実施する必要がある。生活関連等施設に対する

攻撃のおそれがある場合には、施設の安全確保、武力攻撃災害の発生、拡大の防止

等を実施する必要がある。 

 

 

第２節 緊急対処事態 

 

１ 事態想定 

緊急対処事態とは、武力攻撃の手段に準ずる手段を用いて多数の人を殺傷する行為が

発生した事態又は発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態で、国

家として緊急に対処することが必要なものをいう。国民保護基本指針においては、緊急

対処事態として、次に掲げる４事態例が示されている。 
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なお、緊急対処事態においては、武力攻撃事態のゲリラや特殊部隊による攻撃等にお

ける対処と類似の事態が想定されるとされている。 

＜攻撃対象施設等による分類＞ 

ⅰ 危険性を内在する物質を有する施設等に対する攻撃が行われる事態 

ⅱ 多数の人が集合する施設、大量輸送機関等に対する攻撃が行われる事態 

＜攻撃手段による分類＞ 

ⅲ 多数の人を殺傷する特性を有する物質等による攻撃が行われる事態 

ⅳ 破壊の手段として交通機関を用いた攻撃等が行われる事態 

 

２ 各事態例と主な被害 

(1) 危険性を内在する物質を有する施設等に対する攻撃が行われる事態 

ア 原子力事業所等の破壊 

ⅰ 大量の放射性物質等が放出され、周辺住民が被ばくする。 

ⅱ 汚染された飲食物を摂取した住民が被ばくする。 

イ 石油コンビナート・可燃性ガス貯蔵施設等の爆破 

爆発及び火災の発生により住民に被害が発生するとともに、建物、ライフライン

等が被災し、社会経済活動に支障が生ずる。 

  ウ 危険物積載船への攻撃 

    危険物の拡張による沿岸住民への被害が発生するとともに、港湾及び航路の閉塞、

海洋資源の汚染等社会経済活動に支障が生ずる。 

  エ ダムの破壊 

    下流に及ぼす被害は多大なものとなる。 

(2) 多数の人が集合する施設、大量輸送機関等に対する攻撃が行われる事態 

ア 大規模集客施設、ターミナル駅、列車等の爆破 

爆破による人的被害が発生し、施設が崩壊した場合には人的被害は多大なものと

なる。 

(3) 多数の人を殺傷する特性を有する物質等による攻撃が行われる事態 

ア ダーティボム（爆薬と放射性物質を組み合わせた爆弾）等の爆発による放射能の

拡散 

ⅰ ダーティボムの爆発による被害は、爆弾の破片及び飛び散った物体による

被害並びに熱及び炎による被害等である。 

ⅱ ダーティボムの放射線によって正常な細胞機能が攪乱されると、後年、ガ
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ンを発症することもある。 

ⅲ 小型核爆弾の特徴については、核兵器の特徴と同様である。（第１編第５章

第３節参照） 

イ 炭疽菌等生物剤の航空機等による大量散布、水源地に対する毒素等の混入 

ⅰ 生物剤の特徴については、生物兵器の特徴と同様である。（第１編第５章第

３節参照） 

ⅱ 毒素の特徴については、化学兵器の特徴と類似している。（第１編第５章第

３節参照） 

ウ 市街地等におけるサリン等化学剤の大量散布 

化学剤の特徴については、化学兵器の特徴と同様である。(第１編第５章第３節参照） 

(4) 破壊の手段として交通機関を用いた攻撃等が行われる事態 

航空機等による多数の死傷者を伴う自爆テロ・弾道ミサイル等の飛来 

ⅰ 主な被害は施設の破壊に伴う人的被害であり、施設の規模によって被害の大

きさが変わる。 

ⅱ 攻撃目標の施設が破壊された場合、周辺への被害も予想される。 

ⅲ 爆発、火災等の発生により住民に被害が発生するとともに、建物、ライフラ

イン等が被災し、社会経済活動に支障が生ずる。 

 

 

第３節 ＮＢＣ兵器による攻撃 

 

武力攻撃事態においても、緊急対処事態においても、ＮＢＣ〔Nuclear(核)・Biological(生

物)・Chemical(化学)〕兵器等を用いて攻撃された場合、特殊な対応が必要となることから、

国民保護基本指針において示されている以下の想定される被害と留意点を踏まえ、国民保

護措置等を実施する。なお、実施にあたっては、国民保護措置等に従事する者に、防護服

を着用させるなど、安全を確保するための措置を講じるものとする。 

１ 核兵器等を用いた攻撃 

(1) 想定される被害 

ア 核兵器を用いた攻撃（以下「核攻撃」という。）による被害は、当初は①核爆発に

伴う熱線、爆風及び初期核放射線の発生によって、その後は、②放射性降下物（爆

発時に生じた放射能をもった灰）や③中性子誘導放射能（初期核放射線を吸収した

建築物や土壌から発する放射線）による残留放射線によって生ずる。 
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イ ①（熱線、爆風など）及び③（中性子誘導放射能）は、爆心地周辺において、物

質の燃焼、建造物の破壊、放射能汚染などの被害をもたらす。 

②（放射性降下物）は、爆心地付近から降下し始め、逐次風下方向に拡散、降下

して、広範囲に、外部被ばく（放射性降下物の皮膚付着による被ばく）や内部被ば

く（放射性降下物の吸飲や汚染された水・食料の摂取による被ばく）による、放射

線障害などの被害をもたらす。 

(2) 避難、救援、災害対処に係る留意点 

ア 核爆発に伴う熱線、爆風等による直接の被害を受ける地域については、攻撃当初

の段階は、爆心地周辺から直ちに離れ、地下施設等に避難し、一定時間経過後、放

射線の影響を受けない安全な地域に避難させる必要がある。 

イ 核爆発に伴う熱線、爆風等による直接の被害は受けないものの、放射性降下物か

らの放射線による被害を受けるおそれがある地域については、放射線の影響を受け

ない安全な地域に避難させる必要がある。 

ウ 放射性降下物による外部被ばくを最小限に抑えるため、風下を避けて、できる限

り、爆心地から遠くへ避難させるものとし、その際には、汚染されていないタオル

等による口及び鼻の保護や、手袋、帽子、雨ガッパ等の着用により、放射性降下物

による外部被ばくを抑制するほか、汚染された疑いのある水や食物の摂取を避ける。 

エ 汚染地域への立入制限を確実に行い、避難の誘導や医療にあたる要員の被ばく管

理を適切にすることが重要である。 

オ 医療の提供に関しては、熱線による熱傷や放射線障害等、核兵器特有の傷病に対

応する必要がある。 

また、放射性ヨウ素による体内汚染が予想されるときは、安定ヨウ素剤の服用等

により内部被ばくの低減に努める必要がある。 

カ ダーティボムは、核兵器に比して小規模ではあるが、爆薬による爆発の被害と放

射能による被害をもたらすことから、攻撃場所から直ちに離れ、できるだけ近傍の

地下施設等に避難させる必要がある。 

２ 生物兵器を用いた攻撃 

(1) 想定される被害 

ア 生物剤は、人に知られることなく散布することが可能であり、また発症するまで

の潜伏期間に感染者が移動することにより、生物剤が散布されたと判明したときに

は、既に被害が拡大している可能性がある。 

イ 生物剤による被害は使用される生物剤の特性、特にヒトからヒトへの感染力、ワ
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クチンの有無、既に知られている生物剤か否か等により被害の範囲が異なるが、ヒ

トを媒体とする生物剤による攻撃が行われた場合には、二次感染により被害が拡大

することが考えられる。 

(2) 避難、救援、災害対処に係る留意点 

ア 生物剤による攻撃が行われた場合又はそのおそれがある場合は、攻撃が行われた

場所又はそのおそれがある場所から直ちに離れ、外気からの密閉性の高い屋内の部

屋又は感染のおそれのない安全な地域に避難する必要がある。 

イ ヒトや動物を媒体とする生物剤による攻撃が行われた場合は、攻撃が行われた時

期、場所等の特定が通常困難であり、関係機関は、住民を避難させるのではなく、

感染者を入院させて治療するなどの措置を講ずる必要がある。 

ウ 厚生労働省を中心とした一元的情報収集、データ解析等サーベイランス（疾病監

視）により、感染源及び汚染地域を特定し、感染源となった病原体の特性に応じた、

医療活動、まん延防止を行うことが重要である。 

 

３ 化学兵器を用いた攻撃 

(1) 想定される被害 

化学剤は、地形・気象等の影響を受けて、風下方向に拡散し、空気より重いサリン

等の神経剤は地面をはうように広がる。また、特有のにおいがあるもの、無臭のもの

等、その性質は化学剤の種類によって異なり、被害の範囲も一様ではない（第 1編第

7章参照）。 

(2) 避難、救援、災害対処に係る留意点 

ア 化学剤による攻撃が行われた場合又はそのおそれがある場合は、攻撃が行われた

場所又はそのおそれがある場所から直ちに離れ、外気からの密閉性の高い屋内の部

屋又は風上の高台など汚染のおそれのない安全な地域に避難させる必要がある。 

イ 原因物質の検知及び汚染地域の特定又は予測を適切に行い、的確な避難措置を講

ずるとともに、汚染者については、可能な限り除染し、原因物質の特性に応じた救

急医療を行うことが必要となる。 

ウ 化学剤は、そのままでは分解・消滅しないため、汚染された地域を除染して、当

該地域から原因物質を取り除く必要がある。
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《 表： 事 態 想 定 の 特 徴 と 留 意 点 》 
特        徴 留    意    点 

  
攻撃目標となりやすい地域 想定される被害 

措置を実施すべき地域

（要避難地域の範囲）
予測・察知 避難に係る留意点 救援に係る留意点 

災害対処に係る留

意点 

 

そ の 他 

 

着上陸侵攻 

小型船舶等が接岸容易な

沿岸部・大型輸送機が離

着陸可能な空港がある地

域 

爆弾等による家屋・施設の破壊・火災 

→危険物保有施設の爆破 
広範囲 

予測・察知は可能

（予測事態あり）

→時間的余裕あり

・事前の準備可能（時間的余裕あり） 

・戦闘が予測される地域から先行して 

広域避難 

・避難の期間が比較的長期 

  
・攻撃終結後の復

旧が課題 

ゲリラ・ 

特殊部隊 

  による攻撃 

都市部の政治経済の中枢 

鉄道、橋りょう、ダム、原子力関連施設など

の破壊 

→多数利用施設爆破 

危険物保有施設爆破 

ダーティボムの使用 

比較的狭い範囲 

事前に予測・察知

できず突発的に発

生するケースあり

→時間的余裕なし

・攻撃当初は屋内に一時避難 

移動の安全が確認された後、適当な避

難地に移動（状況が推移することから、

今後の予測等を踏まえ避難指示・誘

導） 

・ダーティボムの場合→攻撃場所から直

ちに離れ、できるだけ近傍の地下施設

等へ避難 

 

・災害の兆候等を

覚知した場合 

→緊急通報の発  

  令 

退避の指示 

警戒区域の設 

定 

 

 

弾道ミサイル 

攻撃 

攻撃目標を特定すること

は極めて困難 

弾頭の種類（通常弾頭かＮＢＣ弾頭か）によ

って被害の様相は大きく異なる（着弾前の特

定は困難） 

通常弾頭の場合→家屋・施設の破壊・火災 

弾頭の種類により異な

る 

通常弾頭の場合 

→局地的 

ＮＢＣ弾頭の場合 

→広範囲 

事前に察知できて

も、攻撃目標を特

定することは極め

て困難 

極めて短時間で着

弾 

→時間的余裕なし

・当初は、直ちに近傍の屋内施設（コン

クリート造り等の堅ろうな施設や地下

施設）へ避難 

・着弾後は、弾頭の種類に応じた避難 

 

 

・通常弾頭の場合

→消火活動 

 

 

航 空 攻 撃 

 

攻撃目標を特定すること

は困難 

都市部が主要な攻撃目標

になることも想定 

ライフライン等のインフラ施設等への攻撃 

通常爆弾の場合→家屋・施設の破壊・火災 
広範囲 

事前の察知は比較

的容易 

→時間的余裕なし

・屋内への避難を広範囲に指示 

（弾道ミサイルと同じ） 
 

・生活関連等施設

の安全確保 

・災害発生・拡大

の防止措置 

・繰り返し攻撃さ

れる可能性あり

核兵器等を用い

た攻撃 
 

 

<攻撃当初> 

→①核爆発に伴う熱線、爆風、初期核放

射線 

        ↓ 

物質の燃焼、建造物の破壊、放射能汚染

<その後> 

→残留放射線（②放射性降下物、③中性

子誘導放射能）           

         ↓ 

外部被ばく（放射線降下物が皮膚に付着）

 内部被ばく（汚染された飲料水・食物を摂

取） 

 

①局地的（爆心地周辺）

 

②広範囲（爆心地付近

～風下地域）   

 

③局地的（爆心地周辺）

  

 

 

①の被害を受ける地域→ 

Ａ当初は爆心地周辺から直ちに離れ、地

下施設、コンクリート施設等への屋内

避難 

Ｂ一定時間経過後、安全な地域へ避難。

その際、風下を避け、できる限り、爆

心地から遠くへ避難 

①の被害は受けないものの②の被害を受

ける地域→Ｂ 

・外部被ばくの抑制 

タオル等で口・鼻を保護（手袋、帽子、

ゴーグル、雨カッパを着用） 

・内部被ばくの抑制 

汚染された疑いのある水や食料の摂取

は避ける 

 

・放射線障害に対

する医療 

→安定ヨウ素剤

の服用（内部

被 ば く の 低

減） 

 

・汚染地域への立

入制限 

 

・避難誘導や医療

にあたる要員の

被ばく管理（防

護服の着用等）

生物兵器を 

用いた攻撃 
 

 

生物剤の特性（特に感染力）、ワクチンの有

無、既知の生物剤か否か等により被害の範囲

が異なる 

 

広範囲（攻撃場所の特

定は困難） 

 

潜伏期間を経て発

症後に判明する可

能性あり（攻撃時

期の特定は困難）

・攻撃場所から直ちに離れ、外気から密

閉性の高い屋内の部屋又は感染のおそ

れのない安全な地域に避難するよう指

示する 

・ヒトや動物を媒体とする生物剤による

攻撃の場合、住民を避難させるのでは

なく、感染者を入院させ治療する 

・サーベイランス

（疾病監視）に

より感染源・汚

染地域の特定、

病原体特性に応

じた医療活動、

まん延防止 

  

 

化学兵器を 

用いた攻撃 

 

 

 

一般的に風下方向に拡張し、空気より重い 

神経剤（例：サリン）は地面をはうように広

がる。 

  

・攻撃場所から直ちに離れ、外気からの

密閉性の高い屋内の部屋又は風上の高

台等汚染のおそれのない安全な地域に

誘導 

・汚染者の除染 

・原因物質の特性

に応じた救急医

療 

・原因物質の検知、

汚染地域の特

定・予測 

・汚染地域の除染
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  第６章            緊急対処事態への対処                    

 

第１節 基本的事項 

 

市国民保護計画が対象として想定する緊急対処事態については、前章第２節に掲げると

おりである。 

緊急対処事態及び緊急対処保護措置に関しては、国民保護法第 172 条から 182 条までの

規定により、基本的な事項が定められている他、第 183 条の規定により、武力攻撃事態及

び国民保護措置に関する規定が準用されることとなる。 

また、緊急対処事態は、原則として、武力攻撃事態等におけるゲリラや特殊部隊による

攻撃等と類似の事態が想定されるため、市は、緊急対処事態対策本部の設置や緊急対処保

護措置の実施などの緊急対処事態への対処については、警報の伝達及び通知に関して、特

別な対応を行う事項を除き、武力攻撃事態等への対処に準じて行う。 

 

 

第２節 緊急対処事態対策本部 

 

市長は、緊急対処事態においては、緊急対処事態対策本部を設置し、緊急対処事態対処

方針に基づき、自ら緊急対処保護措置を的確かつ迅速に実施するとともに、関係機関の実

施する緊急対処保護措置を総合的に推進する。 

 

 

第３節 緊急対処保護措置の実施 

 

１ 緊急対処保護措置の実施に関する基本的事項 

緊急対処事態における緊急対処保護措置については、本計画第２編以下に定める武力

攻撃事態等における国民保護措置に準じて実施するものとし、その際の主な用語の読み

替えは、次表のとおりとする。 
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武力攻撃事態 緊急対処事態 

国民保護措置 緊急対処保護措置 

武力攻撃災害 緊急対処事態における災害 

国民保護対策本部(長) 緊急対処事態対策本部(長) 

武力攻撃 緊急対処事態における攻撃 

対処基本方針 緊急対処事態対処方針 

 

２ 緊急対処事態における警報 

(1) 国対策本部長は、緊急対処事態における攻撃の被害又はその影響の及ぶ範囲を勘案

して、当該緊急対処事態における攻撃に係る警報の伝達・通知の対象となる地域の範

囲を決定し、この地域に対して警報を発令するとされている。 

(2) 市長は、知事から警報の通知を受けたときは、国対策本部長が決定する警報の伝達・

通知の対象となる地域の範囲を踏まえ、警報を伝達、通知すべき関係機関（対象地域

を管轄する機関、対象地域に所在する施設の管理者など）に対し、警報の内容を伝達、

通知する。 

(3) 緊急対処事態における警報の伝達、通知、解除等については、上記によるほか、本

計画第２編第２章に定める警報に準じて、これを行う。 
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  第７章                 用語の意義                        

 

この計画における主な用語の意義及び用法は、次のとおりとする。 

（五十音順） 

用   語 意 義 及 び 用 法 

安否情報 避難住民及び武力攻撃災害により死亡し又は負傷した住民（枚方

市の住民以外の者で市域に在る者及び市域で死亡した者を含む）

の安否に関する情報をいう。 

応急対策 武力攻撃災害の発生又はその拡大を防止するための応急の対策。

化学兵器 人工的に生成された化学物質により人間を致死させる兵器の総

称。大きく以下の４つに分類できる。 

＜神経剤系＞ サリン、タブリン、ソマン、ＶＸ 等 

呼吸器または皮膚浸透によって体内に取り込まれると神経伝達に

支障をきたし死亡に至る。 

＜びらん系＞ マスタード・ガス、ルイサイト等 

目・皮膚・呼吸器に作用し細胞組織表面に傷害を与えびらんさせ

る。致死性は低いが、火傷の様な傷害が残る。 

＜血液剤系＞ シアン系（青酸） 等 

呼吸する事によって体内に取り込まれると、血液中の酸素供給を

阻害し致死する。作用は早いが皮膚浸透しないので防護マスクで

防げる。 

＜窒息剤系＞ ホスゲン・ガス等 

主に呼吸器系に作用し肺の粘膜からの分泌液で肺が満たされると

窒息死に至る。 

危険物質等 引火若しくは爆発又は空気中への飛散若しくは周辺地域への流出

により人の生命、身体又は財産に対する危険が生ずる恐れがある

物質（生物を含む）で、政令で定めるもの。 

基本指針 政府が国民保護法第 32 条の規程に基づき、武力攻撃事態等に備

えて国民の保護のための措置に関してあらかじめ定める基本的な

指針のこと。指定行政機関及び都道府県が定める国民保護計画並

びに指定地方公共機関が定める業務計画の基本となるもの。 
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用   語 意 義 及 び 用 法 

救援物資 救援の実施に当たって必要な物資（医薬品、食品、寝具その他政

令で定める物資。） 

緊急対処事態 武力攻撃の手段に準じる手段を用いて多数の人を殺傷する行為が

発生した事態または当該行為が発生する明白な危険が切迫してい

ると認められるに至った事態で、国家として緊急に対処すること

が必要な事態をいう。 

緊急物資 避難住民等の救援に必要な物資及び資材その他国民の保護のため

に措置の実施に当たって必要な物資及び資材。 

ゲリラ 戦線を作らず、会戦を回避しながら小規模の部隊に分かれ、襲撃

や待ち伏せ、施設破壊等の後方撹乱によって戦争を継続する方法、

又はそうした戦争を行う組織をいう。 

国民保護協議会 

 

 

国民保護法第 37 条(都道府県国民保護協議会)及び同第 39 条(市

町村国民保護協議会)の規定に基づき、都道府県又は市町村にお

ける国民の保護のための措置に関する重要事項を審議するととも

に、国民保護計画を作成するための諮問機関となる協議会。 

国民保護協議会委員 

 

 

 

 

 

都道府県又は市町村の設置する国民保護協議会の委員として、知

事又は市町村長から任命された者。このうち市町村協議会の委員

については、指定地方行政機関の職員、自衛隊に所属する者、都

道府県の職員、助役、教育長、消防長その他の市町村職員、指定

公共機関又は指定地方公共機関の役職員、知識又は経験を有する

者のうちから市町村長が任命することとされている。 

国民保護業務計画 国民保護法第 36 条の規定に基づき、指定公共機関及び指定地方

公共機関が、それぞれ実施する国民の保護のための措置の内容及

び実施方法などに関して定める計画。作成後は、指定公共機関は

内閣総理大臣へ、指定地方公共機関は知事へ届出が必要。 

国民保護措置 対処基本方針が定められてから廃止されるまでの間に、指定（地

方）行政機関、地方公共団体、指定（地方）公共機関が法の規定

に基づいて実施する事態対処法第 22 条第１号に掲げる国民の保

護に関する措置（ただし同号に掲げる措置については、対処基本

方針が廃止された後のものを含む。）をいう。 
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用   語 意 義 及 び 用 法 

国民保護措置等 国民保護措置及び緊急対処保護措置をいう。 

国民保護法 武力攻撃事態における国民の保護のための措置に関する法律（平

成 16 年法律第 112 号）を指す。なお、図表等で、単に「法」と

表記している場合もこの法律を指す。 

災害対策基本法 国土をはじめ国民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、

防災に関し、国、地方公共団体及びその他の公共機関を通じて必

要な体制を確立するとともに防災計画など災害対策の基本を定め

た法律（昭和 36 年 11 月 15 日法律第 223 号 ）。 

市 枚方市を指し、特に区別して記載していない場合は、市長及びそ

の他の執行機関を含む。 

市長 枚方市長を指す。ただし、関係市の市長と区別しておく必要のあ

る場合は、「枚方市長」と表記している。 

市長等 枚方市長及び市の他の執行機関の長を指す。 

市国民保護計画 枚方市の国民保護計画をいう。なお、混同するおそれのない箇所

では文脈に合わせて単に「計画」又は「本計画」との表記も用い

ている。 

自主防災組織 災害対策基本法第５条に定める公共的団体等の防災に関する組織

及び住民の隣保協同の精神に基づく自発的な防災組織をいう。 

事態対処法 「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民

の安全の確保に関する法律」（平成 15 年６月 13 日法律第 79 号）。

指定行政機関 省庁など、国の行政機関で、武力攻撃事態対処法施行令で定める

ものをいう。 

指定地方行政機関 国の地方行政機関で、武力攻撃事態対処法施行令で定めるものを

いう。 

指定（地方）行政機関 指定行政機関及び指定地方行政機関をいう。両者に共通する事項

について記述する場合は、この表記を用いている。 

指定公共機関 独立行政法人、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会その他の

公共的機関及び電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を営

む法人で、武力攻撃事態対処法施行令で定めるものをいう。 
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用   語 意 義 及 び 用 法 

指定地方公共機関 大阪府域において、電気、ガス、輸送、通信、医療その他の公益

的事業を営む法人、地方道路公社その他の公共的施設を管理する

法人及び地方独立行政法人で、知事が指定するものをいう。 

指定（地方）公共機関 指定公共機関及び指定地方公共機関をいう。両者に共通する事項

について記述する場合は、この表記を用いている。 

消防機関 消防組合及び消防団をいう。なお文脈の中で、同一の意味で「消

防」との表記も用いている。 

消防組合 枚方寝屋川消防組合消防本部及び各消防署を指す。 

消防職員 消防組合の職員を指す。 

消防団（長・員） 枚方市消防団（長・員）を指す。 

消防長 枚方寝屋川消防組合消防長を指す 

消防吏員 消防職員のうち、階級を有する者で、消火・救急・救助・査察な

どの業務を行う者をいう。 

生活関連等施設 国民生活に関連を有する施設で、その安全を確保しなければ国民

生活に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるもの。また、

その安全を確保しなければ周辺の地域に著しい被害を生じさせる

おそれがあるとみとめられる施設をいう。 

生物兵器 細菌・ウイルス・菌、又はそれらが生成する毒素を利用し人畜に

致死性或いは悪影響を与える事を目的とした兵器の総称。 

対策本部（長） 

 

国では武力攻撃事態等対策本部（長）又は緊急対処事態対策本部

（長）、府又は市では国民保護対策本部（長）又は緊急対処事態

対策本部（長）をいう。それぞれを区別する必要のあるときは、

「国対策本部（長）」「府対策本部（長）」、「市対策本部（長）」と

表記している。 

対処基本方針 武力攻撃事態等に至ったとき、事態対処法第９条に基づき、政府

がその対処に関して定める基本的な方針。 

対処措置 対処基本方針が定められてから廃止されるまでの間に指定行政機

関、地方公共団体及び指定公共機関が法律の規定に基づいて実施

する措置のこと。武力攻撃を排除するために必要な自衛隊が実施

する侵害排除活動及び国民の保護のための措置等を指す。 
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用   語 意 義 及 び 用 法 

ダーティ・ボム 放射性物質を爆発により広範囲に拡散させ、人畜の致死又は悪影

響を与えることを目的とするもの。貧者の核爆弾等とも呼ばれる。

知事 大阪府知事を指す。 

知事等 大阪府知事及び府の他の執行機関の長を指す。 

テロ 心理的恐怖心を引き起こすことにより、政治的主張や理想を達成

する目的で行われる暴力行為、又はその手段を指す。衆人環境で

爆発物を爆発させる等の無差別殺戮、要人暗殺などの手段がある。

特定物資 救援物資であって生産集荷販売配給保管又は輸送を業とする者が

取り扱うもの。 

避難先地域 住民の避難先となる地域（住民の避難の経路となる地域を含む）

をいう。 

府 大阪府を指し、特に区別して記載していない場合は、知事及びそ

の他の執行機関を含む。 

府国民保護計画 大阪府の国民保護計画をいう。なお、文脈に合わせて「府計画」

との表記も用いる。 

武力攻撃 我が国に対する外部からの武力攻撃をいう。 

武力攻撃災害 武力攻撃により直接または間接に生じる人の死亡または負傷、火

事、爆発、放射性物質の放出その他の人的または物的災害をいう。

武力攻撃災害等 武力攻撃災害及び緊急対処事態に発生した災害。 

武力攻撃事態 武力攻撃が発生した事態または武力攻撃が発生する明白な危険が

切迫していると認められるに至った事態をいう。 

武力攻撃事態等 武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態をいう。 

武力攻撃予測事態 武力攻撃には至っていないが、事態が緊迫し、武力攻撃が予測さ

れるに至った事態。 

要避難地域 住民の避難が必要な地域をいう。 

ＮＢＣ兵器 核（Ｎ：Ｎｕｃｌｅａｒ ）・生物（Ｂ：Ｂｉｏｌｏｇｉｃａｌ ）・

化学（Ｃ：Ｃｈｅｍｉｃａｌ）兵器の総称。 
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第２編 武力攻撃事態等への対処 
 

  第１章               実施体制の確立                          

 

第１節 実施体制の確立 

 

１ 市の実施体制 

武力攻撃事態等における市の実施体制については、多数の死傷者や建造物の破壊等の

事案の発生後、国において直ちに事態等の認定がある場合は、国民保護対策本部を設置

するが、当該事案の発生後、その事案の原因が不明であることなどから、国において直

ちに事態等の認定がない場合（以下「原因不明の事案が発生した場合」という。）は、迅

速かつ的確に初動対処を実施するため、事案に応じて、災害対策本部又は危機管理緊急

対策本部を、必要な期間設置する。 

(1) 事案の発生後直ちに事態等の認定がある場合 

ア 市国民保護対策本部 

事案の発生後、国において直ちに事態等の認定がなされ、内閣総理大臣から総務

大臣（消防庁）・知事を経由して、対策本部を設置すべき地方公共団体の指定の通知

を受けたときは、市長は、直ちに市国民保護対策本部を設置し、市及び市域内の関

係機関が実施する国民保護措置の総合的推進を図る。 

なお、市長は、市が対策本部を設置すべき地方公共団体の指定が行われていない

ときで、市における国民保護措置を総合的に推進するために必要があると認める場

合は、内閣総理大臣に対し知事を経由して対策本部を設置すべき指定を行うよう要

請する。 



第２編第１章 実施体制の確立  

 

- 43 - 

《図：事案の発生後直ちに事態等の認定がある場合》 
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(2) 原因不明の事案が発生した場合 

ア 市危機管理緊急対策会議 

    多数の死傷者や建造物の破壊等の事案が発生する兆候などの情報を入手した場合、

危機管理部長は直ちに市長及び副市長へ報告し、指示を受け、事案の状況に応じ、

市危機管理緊急対策会議を開催し、情報の収集・分析、応急対策の検討等を行う。 

イ 市災害対策本部・市危機管理緊急対策本部 

原因不明の事案が発生した場合には、住民の生命、身体及び財産を保護するため

に初動的な対処が必要であることから、当該原因不明の事案が発生した場合におけ

る事案の態様が災害対策基本法第２条第１号に規定する災害に該当する場合にあっ

ては、市災害対策本部を設置し、災害対策基本法等に基づき、応急対策を実施する。

また、該当しない場合にあっては、市危機管理緊急対策本部を設置し、関係機関と

の調整等に基づき、消防法、その他の法令の規定を活用して、応急対策を実施する。 

なお、市災害対策本部又は市危機管理緊急対策本部を設置した後に、政府におい

て事態等の認定が行われ、国民保護対策本部を設置すべき地方公共団体の指定の通

知があった場合は、市災害対策本部又は市危機管理緊急対策本部を廃止し、直ちに

市国民保護対策本部を設置する。 

ウ 市国民保護対策本部 

前記(1)と同様、市国民保護対策本部を設置する。 
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《図：原因不明の事案が発生した場合》 
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第２節 市国民保護対策本部の設置等 

 

１ 市国民保護対策本部の設置 

市長は、内閣総理大臣から総務大臣（消防庁）・知事を経由して対策本部を設置すべき

地方公共団体の指定の通知を受けた場合、直ちに市国民保護対策本部を設置する。 

(1) 対策本部の組織等 

ア 対策本部の組織 

本 部 長 市長 

副本部長 副市長（２名）、収入役、教育長、水道事業管理者、病院事業管理者

 

本 部 員 
理事、部長、教育次長、教育委員会中央図書館長、水道局長、市民
病院長、市民病院事務局長、市議会事務局長、監査委員事務局長、
枚方寝屋川消防組合職員（市派遣職員） 

 

イ 対策本部の所掌事務 

(ｱ) 国民保護措置の実施に関すること。 

(ｲ) 情報の収集、伝達に関すること。 

(ｳ) 職員の配備に関すること。 

(ｴ) 関係機関に対する応援の要請及び応援に関すること。 

(ｵ) 他市町村との連携に関すること。 

(ｶ) 現地対策本部の設置に関すること。 

(ｷ) 府の現地対策本部との連携に関すること。 

(ｸ) その他国民保護に関する重要な事項の決定に関すること。 

ウ 対策本部会議 

対策本部の所掌事務について方針を策定し、その実施を推進するため必要がある

場合、市対策本部長は、副本部長及び本部員を招集して、対策本部会議を開催する。 

なお、市対策本部長は、緊密な連絡を図る必要があると認めるときは、国や府、

公共機関の職員の出席を求める。 

エ 対策本部の事務局 

対策本部長の意思決定を補佐するとともに、対策本部の事務を処理するため、対

策本部に事務局を置き、事務局は、総括班、対策班、総務班、情報班、報道班で編

成する。 
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(2) 対策本部長の権限 

市対策本部長は、市域における国民保護措置を総合的に推進するため、次の権限を

適切に行使し、国民保護措置を的確かつ迅速に実施する。 

区    分 権   限   内   容 要 請 先 等 

総 合 調 整 
国民保護法の規定に基づき、必要な範囲

内で、国民保護措置に関する総合調整 
・関係機関 

情報提供の求め 
国民保護措置の実施に関し、総合調整の

必要がある場合の情報提供の求め 
・府対策本部長 

 
 実施状況の報告、 

資料提出の求め 

市域に係る国民保護措置の実施状況に

ついての報告又は資料提出の求め 
・関係機関 

 
市教育委員会への 

措置の実施の求め 

市域に係る国民保護措置の実施のため、

必要限度において、必要な措置の実施の

求め 

・市教育委員会 

 

府に対する 

総合調整の要請 

府並びに指定行政機関及び指定（地方）

公共機関が実施する国民保護措置に 

関する総合調整の要請 

・府対策本部長 

 

 (3) 指揮体制 

      本部の指揮伝達系統及び指揮順位は次図の通りとし、これに基づいて体制を整える。 

 

【指揮伝達系統】                 【指揮順位】 

                  本部長に事故等あるときの指揮順位は次の通りとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 （上記順位の者すべてに事故等あるときは、「市長

の職務を代理する者の順位を定める規則」第３条

の定めるところによる。） 

順位 代 理 す る 者 

１ 副本部長（危機管理部を担当する副市長）

２ ﾉﾉ   （副市長） 

３ ﾉﾉ   （収入役） 

４ ﾉﾉ   （教育長） 

５ ﾉﾉ   （水道事業管理者） 

６ ﾉﾉ   （病院事業管理者） 

本部長

(市長)

各部長

各課長

職  員

副本部長 

(副市長、収入役、

教育長、水道事業管

理者、病院事業管理
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(4) 対策本部の開設手順等 

ア 対策本部員の参集 

危機管理部課長は、市対策本部員等に対し、あらかじめ作成する連絡網に基づき、

参集するよう連絡する。 

イ 職員の配備 

市対策本部長は、国において事態等の認定がなされた場合には、国民保護措置を

迅速かつ的確に実施するため、次の基準に基づき、職員の安全確保に配慮したうえ

で、職員の配備を行う。 

 

事態等の 

発生場所 
配     備     基     準 配備体制 

大規模な武力攻撃災害が発生し、それに応じた国民

保護措置を実施する必要があるとき 
非常５号 

中規模な武力攻撃災害が発生し、それに応じた国民

保護措置を実施する必要があるとき 
非常４号 

小規模な武力攻撃災害が発生し、それに応じた国民

保護措置を実施する必要があるとき 

市 
 
 

域 
 
 

内 

市域で武力攻撃災害の発生が予測されるとき 

非常３号 

近隣市町村で武力攻撃災害が発生し、避難住民を受

入れるなどの必要があるとき 
非常２号 

 

他 

市 

町 

村 

近隣市町村以外で武力攻撃災害が発生し、応援の準

備をする必要があるとき 
非常１号 

 

ウ 市対策本部の開設 

(ｱ) 危機管理部課長は、第３・４委員会室（市役所別館４階）に市対策本部を開設

するとともに、市対策本部に必要な資機材の配置、市防災行政無線室内の各種通

信システムの起動等必要な準備を開始する。 

この際、関係機関が相互に電話、ファクシミリ、電子メール等を用いて連絡で

きるかどうか通信手段の状態を確認する。 

(ｲ) 市対策本部長は、市対策本部を設置したときは、市議会に対策本部を設置した

旨を連絡するとともに、府に対しても、連絡する。 

エ 市対策本部の予備開設施設の確保 
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市対策本部長は、庁舎が被災した場合など市対策本部を庁舎内に開設できない場

合は、地域防災センター（輝きプラザきらら８階）に対策本部を開設する。 

また、市域を越える避難が必要で、市域内に市対策本部を開設することができな

い場合には、知事及び避難先の市町村長と市対策本部の開設場所について協議を行

う。 

 

２ 現地対策本部の設置 

市対策本部長は、地域的特性に応じた応急対策を局地的かつ重点的に実施する必要が

ある場合、地域の安全性を確認したうえで、原則として事態発生現場に、市現地対策本

部を設置する。 

(1) 現地対策本部の組織 

本 部 長  

副本部長 

現地対策本部の本部長、副本部長、本部員は、 

市対策本部長が指名する。 

 

(2) 現地対策本部の所掌事務 

ア 被害状況等の把握に関すること。 

イ 市が実施する国民保護措置に関する現地調整及び推進に関すること。 

ウ 現地における関係機関との連絡に関すること。 

エ その他必要な事項に関すること。 

(3) 現地対策本部会議の開催 

現地対策本部の所掌事務について方針を策定し、その実施を推進するため必要があ

る場合、現地対策本部長は、副本部長及び本部員を招集し、現地対策本部会議を開催

する。 

 

３ 市危機管理緊急対策会議の開催 

多数の死傷者や建造物の破壊等の事案が発生する兆候などの情報を入手した場合、危

機管理部長は、副市長及び関係部長を招集して会議を開催し、情報の収集・分析や応急

対策の検討を行う。 

また、国（消防庁）、府、他市町村、指定（地方）公共機関などに対し、迅速に情報提

供するとともに、情報の収集・分析等を行う上で必要と認められるときは、関係機関に

対し、職員の出席を要請する。 
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(1)緊急対策会議の組織 

議 長 副市長（危機管理部担当） 

副議長 副市長 

会議員 

危機管理部長、行政改革部長、市長公室長、企画財政部長、総務部長、

財務部長、市民生活部長、健康部長、福祉部長、環境保全部長、環境

事業部長、都市整備部長、土木部長、下水道部長、重点プロジェクト

推進部長、会計室長、水道局長、病院事務局長、管理部長、学校教育

部長、社会教育部長、中央図書館長、市議会事務局長、選挙管理委員

会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長 

 

(2) 緊急対策会議の所掌事務 

ア 原因情報、被害情報及び対策情報等の収集・分析に関すること。 

イ 消防、警察、自衛隊等関係機関との連絡調整に関すること。 

ウ 職員の配備体制に関すること。 

エ 住民への広報及び報道機関との連絡調整に関すること。 

オ 市国民保護対策本部の設置に関すること。 

 

４ 市災害対策本部・市危機管理緊急対策本部の設置 

  市長は、前記第１節１（２）イに定めるところに従い、市災害対策本部又は市危機管

理緊急対策本部を設置する。なお、市危機管理緊急対策本部の事務分掌等については、

市地域防災計画を準用する。 

 

 

第３節 関係機関との連携協力の確保 

 

市は、国、府、他の市町村、指定（地方）公共機関等と相互に連携協力し、国民保護措

置を実施する。 

 

１ 国・府の対策本部との連携 

市は、府の対策本部及び府を通じ国の対策本部と、各種の調整や情報共有を行う。 

また、市は、国・府の現地対策本部が設置された場合は、連絡員を派遣すること等に

より、当該本部と緊密な連携を図る。 
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２  府への措置要請等 

市長等は、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、

知事等に対し、その所掌事務に係る国民保護措置の実施に関し必要な要請を行い、必要

に応じて、指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長への要請を行うよう求める。

いずれの場合も、市長は、要請する理由、活動内容等をできる限り具体的に明らかにし

て行う。 

 

３  自衛隊の部隊等の派遣の要請の求め等 

市長は、国民保護措置を円滑に実施するため特に必要があると認めるときは、知事に

対し、自衛隊の部隊等の派遣（国民保護等派遣）を防衛庁長官に要請するよう求める。 

ただし、上記の求めができないときは、その旨及び市域に係る国民保護措置を円滑に

実施するため必要があると認める事項を防衛庁長官（市域を担当区域とする地方協力部

長又は市国民保護協議会の委員たる隊員）に対して連絡する。 

 

４ 指定（地方）公共機関への措置要請 

市長等は、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、

関係する指定（地方）公共機関に対し、その業務に係る国民保護措置の実施に関し必要

な要請を行う。 

この場合において、市長等は当該機関の業務内容に照らし、要請する理由や活動内容

等をできる限り具体的に明らかにする。 

 

５  他の市町村長等に対する応援の要求、事務の委託 

(1) 他の市町村に対する応援の要求 

市長等は、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、

応援を求める理由、活動内容等を具体的に明らかにしたうえで、他の市町村長等に対

して応援を求める。 

応援を求める市町村との間であらかじめ相互応援協定等が締結されている場合には、

その協定等に基づいて行う。 

(2) 府に対する応援の要求 

市長等は、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、

応援を求める理由、活動内容等を具体的に明らかにしたうえで、知事等に対して応援

を求める。 
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(3) 事務の一部の委託 

市が、国民保護措置の実施のため、市の事務又は市長等の権限に属する事務の一部

を他の地方公共団体に委託するときは、平素からの調整内容を踏まえ、以下の事項を

明らかにして委託を行う。 

ⅰ 委託事務の範囲並びに委託事務の管理及び執行の方法 

ⅱ 委託事務に要する経費の支弁の方法、その他必要な事項 

委託を行った場合、市は、上記事項を公示するとともに、府に届け出る。 

また、事務の委託又は委託に係る事務の変更若しくは事務の廃止を行った場合、市

長はその内容を速やかに議会に報告する。 

 

６  指定（地方）行政機関の長等に対する職員の派遣要請 

(1) 指定（地方）行政機関の長等に対する職員の派遣要請 

市長等は、国民保護措置の実施のため必要があるときは、指定行政機関の長若しく

は指定地方行政機関の長又は特定指定公共機関（指定公共機関である特定独立行政法

人及び日本郵政公社をいう。）に対し、当該機関の職員の派遣の要請を行う。 

市長等は、それらの要請を行うときは知事等を経由して行う。ただし、人命の救助

等のために緊急を要する場合は、直接要請を行う。 

なお、当該要請等を行っても必要な職員の派遣が行われない場合などにおいて、国

民保護措置の実施のため必要があるときは、知事等を経由して総務大臣に対し、あっ

せんを求める。 

 (2) 他の普通地方公共団体の長に対する職員の派遣要請 

   市長等は、必要があるときは、地方自治法の規定に基づき、他の地方公共団体に対

し、当該地方公共団体の職員の派遣を求める。 

   なお、当該要請等を行っても必要な職員の派遣が行われない場合などにおいて、国

民保護措置の実施のため必要があるときは、国民保護法第152条第２項の規定により、

職員の派遣について、あっせんを求める。 

 

７  市の行う応援等 

(1) 他の市町村に対して行う応援等 

ア 市長等は、他の市町村長等から応援の求めがあった場合には、求められた応援を

実施することができない場合や、他の機関が実施する国民保護措置と競合する場合

など、正当な理由のある場合を除き、必要な応援を行う。 
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イ 他の市町村から国民保護措置に係る事務の委託を受けた場合、市長は、所定の事

項を議会に報告するとともに、公示を行い、府に届け出る。 

(2) 指定（地方）公共機関に対して行う応援等 

市は、指定(地方)公共機関の行う国民保護措置の実施について労務、施設、設備又

は物資の確保についての応援を求められた場合には、求められた応援を実施すること

ができない場合や、他の機関が実施する国民保護措置と競合する場合など、正当な理

由のある場合を除き、必要な応援を行う。 

 

８  住民等の自発的な協力との連携 

市長等は、住民等から自発的な協力の申し入れがあり、安全の確保が十分であると判

断した場合は、相互に協力し、受入体制の確保等に努め、住民等が円滑に活動できるよ

う適切に対処する。 

 

《図：関係機関相互の連携協力》 
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 第２章         住民の避難               

 

第１節 警報及び緊急通報 

 

１ 警報 

(1) 警報の伝達・通知の流れ 

国対策本部長 

武力攻撃から国民の生命、身体又は財産を保護するため緊急の

必要があると認めるときは、警報を発令 

【警報に定める事項】 

○武力攻撃事態等の現状及び予測 

○武力攻撃が迫り、又は現に武力攻撃が発生したと認められ

る地域 

○その他、住民及び公私の団体に対し周知させるべき事項 

 

知事 

 

総務大臣から警報の通知を受けたときは、直ちに、その内容を

市町村長、府の他の執行機関、指定地方公共機関、その他の関

係機関に通知 

 

市長 

 

知事から警報の通知を受けたときは、直ちに、その内容を住民

及び関係のある公私の団体に伝達するとともに、市の他の執行

機関、消防組合、その他の関係機関に通知 

 

(2) 伝達・通知先 

市長は、知事から警報の通知を受けたときは、直ちに、その内容を住民及び関係の

ある公私の団体（消防団、校区コミュニティ協議会、社会福祉協議会、農業協同組合、

商工会議所、商工会、青年会議所、病院、学校など）に伝達するとともに、市の他の

執行機関（教育委員会など）、消防組合、その他の関係機関（市民病院、保育所、福祉

施設など）に通知する。 
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《図：警報の伝達・通知》 

 

 

(3) 伝達・通知方法 

ア 市長は、防災行政無線、広報車、電話、ファクシミリ、インターネット（市ホー

ムページ）、携帯電話の一斉メール（e-ひらかた安心ネット）等、市が保有するあら

ゆる手段を活用し、警報を伝達・通知する。 

イ 市長は、地域ＦＭ（エフエムひらかた）やケーブルテレビ（ケイキャット）に対

する緊急放送の要請や報道機関への情報提供等を行う。 
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ウ 市長及び消防組合管理者は、市職員及び消防団長並びに並びに消防長を指揮し、

あるいは校区コミュニティ協議会を軸として、自主防災組織や自治会等の自発的な

協力を得るなどにより、各世帯等に警報の内容を伝達する。 

この場合において、消防組合は、消火、救助、救急の活動の状況を勘案しつつ、

保有する車両・装備を有効に活用し、巡回等による伝達を行うとともに、消防団は、

平素からの地域との密接なつながりを活かし、校区コミュニティ協議会、自主防災

組織、自治会や災害時要援護者等への個別の伝達を行うなど、それぞれの特性を活

かした効率的な伝達が行なわれるように配慮する。 

また、市は、府警察の交番、駐在所、パトカー等の勤務員による拡声機や標示を

活用した警報の内容の伝達が的確かつ迅速に行われるよう、府警察と緊密な連携を

図る。 

エ 同報系防災行政無線等での伝達は、原則として、以下の要領により行う。 

     (ｱ) 武力攻撃が迫り、又は発生したと認められる地域に含まれる場合 

原則として、同報系防災行政無線等で国が定めたサイレンを最大音量で吹鳴し

て住民に注意喚起した後、武力攻撃事態等において警報が発令された事実等を周

知する。 

(ｲ) 武力攻撃が迫り、又は現に武力攻撃が発生したと認められる地域に含まれない

場合 

原則として、サイレンを使用せず、防災行政無線等やホームページへの掲載等

の手段により周知する。 

なお、市長が特に必要と認める場合には、サイレンを使用して周知する。 

(4) 災害時要援護者への伝達 

警報の内容の伝達においては、特に、高齢者、障害者、外国人等災害時要援護者に

配慮するものとし、下記の方法により迅速に伝達する。 

ア 在宅の災害時要援護者 

市は、本人の意思やプライバシーの保護に十分留意したうえで、情報伝達におい

て配慮すべき対象者のリストをあらかじめ作成し、事前に把握した情報に基づき消

防機関のほか、民生委員・児童委員、社会福祉協議会、校区コミュニティ協議会等

の協力も得るなどして、固定電話、携帯電話、ファクシミリ、インターネット、戸

別訪問などにより伝達する。 
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イ 社会福祉施設入所者及び病院入院患者 

    市は、府との事前の役割分担に基づき、対象となる社会福祉施設及び病院を把握

し、あらかじめリストを作成するなどして、事前に把握した情報に基づき、電話、

ファクシミリ、インターネット等により、施設管理者を通じて伝達する。 

ウ 日本語の理解が十分でない外国人 

    市は、防災行政無線、広報車、インターネット等による情報伝達にあたり、外国

人にもわかりやすい平易な日本語の使用や、多数の在住者が母国語とする外国語に

ついては、あらかじめ作成した基本文例の活用などにより、正確で迅速な伝達に努

める。 

(5) 警報の解除 

警報が解除された場合、市長は、発令の場合に準じて伝達・通知を行う。なお、警

報解除の伝達は、原則としてサイレンを使用しない。 

 

２ 緊急通報 

(1) 武力攻撃災害の兆候の通報 

ア 発見者の通報 

    武力攻撃災害の兆候（武力攻撃に伴って発生する火災や堤防の決壊、毒素等によ

る動物の大量死、不発弾の発見など）の発見者は、遅滞なく、その旨を市長又は消

防吏員若しくは警察官に通報することとされている。 

イ 市長への通報 

消防吏員、警察官は、発見者から通報を受けたときは、速やかに、その旨を市長

に通報し、市長に通報することができないときは、速やかに、知事に通報すること

とされている。 

ウ 知事への通知 

市長は、通報を受けた場合において、武力攻撃災害が発生するおそれがあり、こ

れに対処する必要があると認めるときは、速やかに、その旨を知事に通知する。 

エ 近隣市町村長への連絡 

市長は、武力攻撃災害が近隣市町村にも及ぶおそれがあると認めるときは、速や

かに、その旨を近隣市町村長に連絡する。 
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(2) 緊急通報発令の流れ 

知事 

１武力攻撃災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場

合において、住民の生命、身体又は財産に対する危険を防止

するため緊急の必要があると認めるときは、武力攻撃災害緊

急通報を発令 

【緊急通報の内容】 

○武力攻撃災害の現状及び予測 

○その他、住民及び公私の団体に対し周知させるべき事項 

２緊急通報を発令したときは、直ちに、その内容を市長、府の

他の執行機関並びに関係指定（地方）公共機関に通知 

市長 

緊急通報の通知を受けたときは、直ちに、その内容を、住民及

び関係のある公私の団体に伝達するとともに、市の他の執行機

関、消防組合、その他の関係機関に通知 
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(3) 緊急通報の伝達・通知 

緊急通報の発令・解除の伝達・通知方法については、警報の場合と同様とする。 

 

《図：緊急通報の流れ》 
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第２節 避難の指示・退避の指示 

 

１ 避難の指示 

(1) 避難の指示の流れ 

国対策本部長 

警報を発令した場合において、住民の避難が必要であると認めると

きは、要避難地域及び避難先地域（避難経路地域を含む）の知事に

対し、直ちに避難措置を指示 

【避難措置の指示の内容】 

○住民の避難が必要な地域（要避難地域） 

○住民の避難先となる地域〈避難経路地域を含む〉（避難先地域）

○住民の避難に関して関係機関が講ずべき措置の概要 

 

知事 

 

避難措置の指示を受けたときは、市長を経由して、要避難地域の住

民に対し、直ちに、避難を指示 

【避難の指示の内容】 

○国対策本部長から示された避難措置の指示の内容 

○主要な避難の経路 

○避難のための交通手段 

○その他避難の方法 

市長 
避難の指示の通知を受けたときは、警報の伝達に準じて、住民及び

関係のある公私の団体へ伝達 
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《図：避難の指示》 

 

(2) 避難の指示に伴う措置 

ア 市長は、知事から避難の指示の通知を受けたときは、警報の伝達に準じて、でき

る限り速やかに、その内容を、住民及び関係のある公私の団体へ伝達する。 

イ 市長は、知事が的確かつ迅速に避難の指示を行えるよう、事態の状況を踏まえ、

被災情報や現場における事態に関する情報、避難住民数、避難誘導の能力等の状況

について、収集した情報を迅速に府に提供する。 

 

２ 退避の指示 

  市長は、武力攻撃災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、住民の生

命、身体若しくは財産を保護し、又は武力攻撃災害の拡大を防止するため特に必要があ

ると認めるときは、住民に対し、目前の危険を一時的に避けるため武力攻撃災害の及ば

ない地域又は場所（屋内を含む。）に逃げるよう、退避の指示を行う。 

  なお、退避の必要がなくなったときは、退避の指示を解除する。 

 

 

 

 

避難措置の指示（国対策本部長） 

要避難地域､避難先地域などを示して指示

指定（地方）公共機関
（放送事業者） 

道路等の利用指針

避難の指示〔知事（府対策本部長）〕

国の指示に加え、避難経路、交通手段など

を示して指示 

市     長 

住     民 

伝達

住民へ指示（市長を経由） 
通 知 

住民へ伝達 

報 告 

放 送 

指示〔総務大臣（消防庁）を経由〕 

関係のある公私の団体 

市の他の執行機関 
（教育委員会等） 

その他の関係機関 

消 防 組 合 
通知 
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(1)退避の指示者 

指示者 退避の指示を行う要件 

市  長 

武力攻撃災害から住民を保護し、又は災害

拡大を防止するため、「特に」必要があると

認めるとき 

知  事 

武力攻撃災害から住民を保護し、又は災害

拡大を防止するため、「緊急の」必要がある

と認めるとき 

警 察 官 

①市長若しくは知事による退避の指示を待

ついとまがないと認めるとき 

②市長若しくは知事から要請があったとき

自 衛 官 

武力攻撃災害が発生し、 

又は 

発生するおそれがある場合

上記の者すべてが指示できないと認める場

合に限り 

 

《図：退避の指示》 

 

 

 

 

 

武力攻撃災害

退避の指示（市長） 
 

退避先（屋内含む）を指示 

住      民 

知 事 

退避の指示の解除（市長） 

解除を公示 
知 事 

通知 

通知 

退避が不要になったとき 

指示
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(2) 退避の指示に伴う措置 

ア 市長は、退避の指示を行ったときは、防災行政無線、広報車等により速やかに住

民に伝達するとともに、知事、その他関係機関に通知する。なお、市域を越える退

避の指示をしたときは、退避先地域を管轄する市町村長に連絡する。 

イ 市長は、退避の指示を解除したときは、広報車、立看板等住民が十分に了知でき

る方法でその旨を公示するとともに、知事、その他関係機関に通知する。 

ウ 市長は、知事、警察官又は自衛官から退避の指示をした旨の通知を受けた場合は、

退避の指示を行った理由、指示の内容等について情報の共有を図り、退避の実施に

伴い必要な活動について調整を行う。 

(3) 屋内退避の指示 

下記のように、その場から移動するよりも、屋内に留まる方がより危険性が少ない

と考えられるときには、屋内への退避を指示する。 

ア ＮＢＣ攻撃と判断されるような場合において、住民が何ら防護手段なく移動する

よりも、外気から接触が少ない屋内の場所に留まる方がより危険性が少ないと考え

られるとき 

イ ゲリラや特殊部隊が隠密に行動し、その行動の実態等についての情報がない場合

において、屋外で移動するよりも、屋内に留まる方が不要の攻撃に巻き込まれるお

それが少ないと考えられるとき 

(4) 安全の確保等 

ア 市長は、退避の指示を伝達する市の職員に対して、二次被害が生じないよう国及

び府からの情報や市で把握した武力攻撃災害の状況、関係機関の活動状況等につい

ての最新情報を共有するほか、消防機関、府警察などと連携を密にし、活動時の安

全の確保に配慮する。 

イ 市の職員、消防職員及び消防団員が退避の指示に係る地域において活動する際に

は、市長及び消防組合管理者は必要に応じて、府警察、自衛隊等の意見を聴くなど、

安全確認を行った上で活動させるとともに、各職員が最新の情報を入手できるよう

緊急の連絡手段を確保し、また、地域からの退避方法等の確認を行う。 

ウ 市長は、退避の指示を行う市の職員に対して、武力攻撃事態等においては、必ず

特殊標章等を交付し、着用させる。 
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第３節 避難誘導 

 

１ 避難誘導の流れ 

(1) 市長は、住民に対し避難の指示があったときは、関係機関の意見を聴いて、直ちに、

避難実施要領を定め、その内容を住民及び関係のある公私の団体に伝達するとともに、

消防組合及び関係機関に通知する。 

(2) 市長及び消防組合管理者は、避難実施要領に定めるところにより、市の職員及び消

防団長並びに消防長を指揮し、避難住民を誘導する。 

(3) 市長は、知事からの避難の指示を待ついとまがなく、且つ住民の生命、身体若しく

は財産を保護し、又は武力攻撃災害の拡大を防止するため特に必要があると認めると

きは、退避の指示を行う。 

 

《図：避難誘導》 

 

 

 

避 難 誘 導（市長・消防組合管理者)
  

避難実施要領を作成 

（誘導方法や誘導員の配置などを定める）

避 難 の 指 示 （知 事） 

警察官・自衛官

住 民 

住 民 

誘 導 

自発的協力 

通 知 

指定（地方）公共機関

（運送事業者） 

市 職 員 、 消 防 長 ・ 消 防 団 長

運 送

運送の求め

通 知

運送の求め 

要 請 

誘導

指揮 
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２ 避難実施要領の作成 

(1) 避難実施要領の作成 

市長は、住民に対し避難の指示があったときは、あらかじめ作成しておいた避難実

施要領のパターンの中から、関係機関（市の他の執行機関、消防機関、府、府警察、

自衛隊等）の意見を聴いて、最も適切なパターンを選ぶなどして、直ちに避難実施要

領を作成する。 

その際、避難実施要領の通知・伝達が避難の指示の通知後速やかに行えるよう、そ

の迅速な作成に留意する。 

なお、緊急の場合には、時間的な余裕がないことから、事態の状況等を踏まえて、

法定事項を箇条書きにするなどして、避難実施要領を作成する。 

また、避難の指示の内容が変更された場合又は事態の状況が変化した場合は、直ち

に避難実施要領を変更する。 

【避難実施要領に定める事項】 

ⅰ 避難経路、避難手段その他避難方法に関する事項 

ⅱ 避難誘導の実施方法、関係職員の配置その他避難誘導に関する事項 

ⅲ 上記のほか、避難の実施に必要な事項 

(2) 避難実施要領の伝達・通知 

ア 市長は、避難実施要領を定めたときは、防災行政無線やインターネット（ホーム

ページへの掲載）、広報車などを活用するほか、校区コミュニティ協議会を軸として、

自主防災組織、自治会等の自発的な協力を得て、住民及び関係のある公私の団体に

伝達する。 

イ 市長は、市の他の執行機関、消防長、消防団長、警察署長及び自衛隊地方協力部

長並びにその他の関係機関に通知する。 

ウ 市長は、放送事業者に連絡する。 

 

３ 避難住民の誘導 

(1）市職員等による避難誘導 

ア 市長及び消防組合管理者は、避難実施要領で定めるところにより、市職員及び消

防団長並びに消防長を指揮し、避難住民の誘導を行う。 
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イ 市長は、安全を十分確認したうえで、避難経路の要所要所に誘導要員を配置し、

各種の連絡調整に当たらせるとともに、行政機関の車両、案内板、誘導ロープ等を

設置し、誘導の円滑化を図る。避難住民の誘導を行う市の職員等には、防災服、腕

章、旗及び特殊標章等を携行させる。 

ウ 避難住民の誘導は、避難実施要領の内容に沿って、関係者の協力を得て、自治会・

町内会、学校、事業所等を単位として行う。ただし、緊急の場合には、この限りで

ない。 

エ 市長は、避難の指示があった地域に残留者がいないか、広報車等による呼びかけ

や戸別訪問等により確認する。残留者がいる場合は、事態の状況等に関する情報に

基づき丁寧な説明を行い、残留者の説得に努める。 

オ 市長は、避難住民の誘導にあたって、必要に応じ、府と連携して、食料・飲料水

や医療の提供などを行う。 

カ 市長は、必要に応じて、校区コミュニティ協議会を軸に自主防災組織や自治会等

の地域住民の協力を得て、避難者名簿を作成する。 

キ 消防組合は、消火、救助、救急の活動状況を勘案しつつ、市長の定める避難実施

要領に基づき、要所に消防車両等を配置し、車載の拡声器を活用する等効果的な誘

導を実施するとともに、自力歩行困難な災害時要援護者の人員輸送車両等による運

送を行う等保有する装備を有効活用した避難住民の誘導を行う。 

ク 消防団は、消防組合と連携しつつ、校区コミュニティ協議会を軸に自主防災組織、

自治会等と連携した避難住民の誘導を行うとともに、災害時要援護者に関する情報

の確認や要避難地域内残留者の確認等を担当する等地域とのつながりを活かした活

動を行う。 

(2) 関係機関等との連携 

ア 市長は、市職員、消防職員及び消防団員のみでは十分な対応が困難であると認め

るときは、警察署長、国民保護措置の実施を命ぜられた自衛隊の部隊の長等に対し

て、警察官、自衛官による避難誘導を要請する。 

    なお、自衛隊の部隊等の長に対する要請に当たっては、自衛隊の主たる任務が武

力攻撃事態における国民への被害を局限化するための侵害排除活動とされており、

武力攻撃の状況によっては、自衛官は避難住民の誘導を行うことに対して一定の制

約があるとされていることから、市長は武力攻撃の状況に留意し、適切に対処する。 

イ 市長は、市域を越えて避難住民を誘導する場合、関係市町村長と次のような調整

を行う。 
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(ｱ) 避難実施要領を定めるときは、避難先地域（避難経路を含む）を管轄する市町

村長の意見を聴くとともに、定めたときは、当該市町村長に連絡する。 

(ｲ) 市長は、避難住民の誘導を円滑に実施するため必要があると認めるときは、避

難先地域（避難経路を含む）を管轄する市町村長に対し、避難住民の誘導の補助

を依頼する。 

(ｳ) 市長は、避難誘導の際に、避難住民等から任意で収集した情報を、避難先地域

の避難施設を管理運営する市町村長等へ提供する。 

ウ 市長は、府域を越えて避難誘導を行うなどの場合は、知事に対し、避難誘導の補

助を要請する。 

エ 避難誘導する者又は避難誘導を補助する者は、必要に応じ、避難住民その他の者

に対し、安全の確保に十分配慮したうえで、誘導に必要な援助について、自発的な

協力を要請する。 

(3) 運送事業者である指定（地方）公共機関との調整 

市長は、住民を避難誘導するために、運送手段を確保する必要がある場合、府と調

整のうえ、運送事業者である指定（地方）公共機関に対し、運送の求めを行うととも

に、要避難住民数、集合場所、集合時間など避難住民の運送に関する具体的事項の調

整を行う。 

市域を越えて避難住民の運送が必要となる場合若しくは複数の市町村長による運送

の求めが競合する場合は、知事が運送の求めを行うこととされている。 

(4) 災害時要援護者の避難誘導 

ア 市長は、高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦等、自ら避難することが困難な者を優

先的に避難誘導する。 

イ 市長は、自ら避難することが困難な在宅者の避難誘導について、事前に把握した

情報等に基づき、社会福祉協議会、民生委員・児童委員、介護保険制度関係者、障

害者団体等や、校区コミュニティ協議会を軸に自主防災組織、自治会等の地域住民

の自発的な協力を得ながら、必要に応じて車両を確保するなどして実施する。 

ウ 市長は、病院、社会福祉施設等に入院・滞在している、自ら避難することが困難

な者の避難誘導について、施設管理者に対し、当該施設職員による引率、保護者へ

の連絡及び引き渡しなどのほか、車椅子や担架による移動の補助、車両による搬送

などを要請するなどして実施する。 
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エ 市長は、市及び施設管理者のみでは、十分な輸送手段を確保できない場合は、府、

府警察及び自衛隊に協力を要請する。 

    なお、自衛隊の部隊等の長に対する要請に当たっては、自衛隊の主たる任務が武

力攻撃事態における国民への被害を局限化するための侵害排除活動とされており、

武力攻撃の状況によっては、自衛隊は避難誘導について一定の制約があるとされて

いることから、市長は武力攻撃の状況に留意し、適切に対処する。 

(5) 曜日、時間帯を念頭に置いた避難誘導 

ア 市長は、平日の昼間においては、避難までに時間的余裕がある場合又は児童・生

徒を保護者へ引渡しできる場合を除き、事業所、学校単位での避難ができるよう関

係者に避難誘導の補助等について協力を要請し、避難誘導を行う。 

イ 市長は、他市町村からの通勤・通学者等が速やかに帰宅等できるよう、鉄道等の

公共交通機関の運行状況や周辺の道路（歩道）状況に関する情報等を提供する。 

ウ 市の教育委員会は、避難までに時間的余裕がない場合又は児童・生徒を保護者へ

引渡しができない場合においては、教職員が児童・生徒と行動を共にして避難する

など、市の実施する避難誘導を補助するものとする。 

エ 市長は、夜間においては、可能な限り投光器、照明器具を使用して避難誘導中の

事故防止、住民の不安軽減を図る。 

(6) 安全の確保 

   避難誘導を行う機関は、武力攻撃事態等の推移、武力攻撃災害の発生状況などの情

報を、現場で誘導を指揮する者に随時提供するなどして、避難住民及び現場で誘導を

行う者の安全を確保する。 

(7) 避難住民の復帰のための措置 

避難の指示が解除されたときは、その内容を避難住民及び関係のある公私の団体へ

伝達するとともに、避難住民を復帰させるため、避難住民復帰要領を作成し、復帰の

ために必要な措置を行う。 

 

４ 事態想定を踏まえた避難 

市長は、国民保護基本指針で示されている武力攻撃事態等の特徴、留意点などを踏ま

え、避難誘導を行う。 

(1) 武力攻撃事態等・緊急対処事態における避難 

ア 着上陸侵攻の場合 

武力攻撃災害が広範囲にわたることが予想されるが、避難までの時間的余裕があ
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り事前の準備が可能であることから、戦闘が予想される地域から先行して、市域外

の避難先地域へ避難することとし、大規模な場合は、他府県の避難先地域へ避難す

る。 

その際、公共交通機関（鉄道・長距離バスなど）や借上バスを利用して、要避難

地域の住民は、他市町村・他府県の避難施設へ、要避難地域にいる通勤・通学者等

は、他市町村・他府県にある自宅等へ避難する。 

ただし、府の人口規模に見合った避難のための交通手段及び受入施設の確保の観

点から、多数の住民を短期間で遠方へ避難させることは、極めて困難であることか

ら、上記のような避難の準備ができる場合を除き、国対策本部長の避難措置の指示

及び知事の避難指示を踏まえ、適切に対応することとする。 

イ ゲリラ、特殊部隊による攻撃の場合 

少人数のグループにより行われ、被害の範囲は比較的狭い範囲に限定されるのが

一般的であるが、事前に予測あるいは察知することができず突発的な発生も想定さ

れ、避難までの時間的余裕がないことから、当初は屋内に徒歩で一時退避し、その

後の事態の推移に応じて、安全な地域へ避難する。 

ウ 弾道ミサイル攻撃の場合（通常弾頭） 

発射の兆候を事前に察知した場合でも、発射された段階で攻撃目標を特定するこ

とは極めて困難であり、さらに、極めて短時間で着弾することが予想されることか

ら、直ちに徒歩で屋内へ退避し、その後の事態の推移に応じて、安全な地域へ避難

する。 

エ 航空攻撃の場合（通常弾頭） 

弾道ミサイル攻撃の場合に比べ、その兆候を察知することは比較的容易であるが、

対応の時間が少なく、また攻撃目標を特定することは困難であることから、直ちに

徒歩で屋内へ退避し、その後の事態の推移に応じて、安全な地域へ避難する。 

オ 緊急対処事態の場合 

緊急対処事態は、原則として、武力攻撃事態等におけるゲリラや特殊部隊による

攻撃等と類似の事態が想定されるため、それに準じた避難を行う。 
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(2) ＮＢＣ攻撃における避難 

ア 核兵器を用いた攻撃の場合 

被害は、当初は主に核爆発に伴う熱線、爆風等によって、その後は放射性降下物

や残留放射線によって生じる。また、熱線・爆風等及び残留放射線は爆心地周辺に

おいて、放射線降下物は爆心地付近から、逐次、風下方向に拡散して、被害をもた

らす。 

このため、熱線・爆風等による直接の被害を受ける地域については、当初は爆心

地周辺から直ちに離れ、地下施設やコンクリート施設などの屋内へ徒歩で一時避難

し、一定時間経過し残留放射線の低減確認後、放射線の影響を受けない安全な地域

に避難する。 

また、直接の被害は受けないが、放射性降下物の被害を受けるおそれがある地域

については、風下を避けて、できる限り、爆心地から遠くの安全な地域へ避難する。

安全な地域へ避難する際は、公共交通機関や借上バスを利用して、他市町村・他府

県にある避難施設や自宅等へ避難する。 

イ 生物兵器を用いた攻撃の場合 

生物剤は、人に知られることなく散布でき、散布が判明したときには、すでに被

害が拡大している可能性があるが、攻撃されたことが判明した場合、又は攻撃され

るおそれがある場合は、散布された場所から直ちに徒歩等で離れ、外気からの密閉

性の高い屋内の部屋、又は感染のおそれのない安全な地域へ避難する。 

ウ 化学兵器を用いた攻撃の場合 

化学剤は、一般的には、地形・気象等の影響を受けて、風下方向に拡散し、空気

より重い神経剤（例：サリン）は地面をはうように広がる。また、特有のにおいが

あるものもあるが、無臭のものもある。 

このため、攻撃されたことが判明した場合、又は攻撃されるおそれがある場合は、

攻撃された場所から直ちに徒歩等で離れ、外気からの密閉性の高い屋内の部屋又は

風上の高台など、汚染のおそれのない安全な地域に避難する。 
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《表：事態類型等と避難の特徴》 

     避難の特徴 

 

事態類型等 

被害の範囲 

→避難先までの距離 

（主たる避難先） 

予測の可否 

→避難までの時間的余裕
主な避難手段 

着上陸侵攻 

広い範囲 

→遠くへ避難 

（他市町村・他府県） 

予測は可能 

→時間的な余裕あり 
公共交通機関・借上バス

ゲリラ・特殊部隊

による攻撃 

狭い範囲 

→近くへ避難 

（近傍の施設・市内） 

予測は困難 

→時間的余裕なし 

徒歩 

公共交通機関・借上バス

弾道ミサイル攻撃

（通常弾頭） 

狭い範囲 

→近くへ避難 

（近傍の施設・市内） 

予測は可能 

→時間的余裕なし 

徒歩 

公共交通機関・借上バス

武 

力 

攻 

撃 

事 

態 

航空攻撃 

（通常弾頭） 

広い範囲 

→近くへ避難 

（近傍の施設・市内） 

予測は可能 

→時間的余裕なし 

徒歩 

公共交通機関・借上バス

緊急対処事態 

狭い範囲 

→近くへ避難 

（近傍の施設・市内） 

予測は困難 

→時間的余裕なし 

徒歩 

公共交通機関・借上バス

 

核兵器 

 弾道ミサイル 

（核弾頭） 

航空攻撃 

（核弾頭） 

・核爆発の被害を受ける地域

→近くへ避難後、 

（地下施設・ｺﾝｸﾘｰﾄ施設） 

遠くへ避難 

（他市町村・他府県） 

・放射性降下物の被害を受ける地域

→遠くへ避難 

（他市町村・他府県） 

 

→時間的余裕なし 

 

 

 

 

→時間的余裕なし 

 

徒歩 

公共交通機関・借上バス

 

 

 

公共交通機関・借上バス

生物兵器 

Ｎ 

Ｂ 

Ｃ 

攻 

撃 

化学兵器 

→近くへ避難 

（近傍の施設・市内） 
→時間的余裕なし 

徒歩 

公共交通機関・借上バス

 

【参考】突発的・局地的な事態（ゲリラ・特殊部隊による攻撃等）における避難 

突
発
的
・
局
地

的
な
事
態 

屋
内
へ
一
時
退
避
の
指
示
（
市
・
府
） 

近
傍
の
堅
牢
な
施
設 

要
避
難
地
域
の
住
民

集
合
場
所
・
駅

市
内
の 

避
難
所
等

要
避
難
地
域 

以
外
の
自
宅
等

避
難
の
指
示
（
府
） 

要
避
難
地
域
に
い
る
通
勤
・

通
学
者
等 

避
難
実
施
要
領
の
策
定
（
市
） 

避難誘導の実施 

徒歩 

徒歩
公共交通機関
借上バス 

徒歩 
公共交通機関等

徒歩 

避難措置の指示
（国） 
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  第３章             避難住民等の救援                         

 

第１節 救援の実施 

 

１ 救援の実施主体 

国対策本部長 
○避難先地域を管轄する知事及び武力攻撃災害により被災者が発生した

地域を管轄する知事に対し、救援措置を実施すべきことを指示 

知事 
○指示を受けた知事は避難住民及び被災者に対し救援を実施 

○市長に対し指示を行い、又は市長の補助を得て、救援を実施 

市長 
○知事からの指示を受け救援に関する事務の一部を実施するほか、知事

が行う救援を補助 

 

２ 救援の実施 

(1) 市長による救援 

市長は、あらかじめ府と調整した役割分担に沿って、知事から実施すべき措置の内

容及び期間の通知があったときは、次に掲げる措置のうちで実施することとされた救

援に関する措置を関係機関の協力を得て行う。 

また、上記で実施することとされた措置を除き、知事が行う救援を補助する。 

ⅰ 収容施設（応急仮設住宅を含む。）の供与 

ⅱ 炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給 

ⅲ 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与 

ⅳ 医療の提供及び助産 

ⅴ 被災者の捜索及び救出 

ⅵ 埋葬及び火葬 

ⅶ 電話その他の通信設備の提供 

ⅷ 前各号に掲げるもののほか、政令で定めるもの 

（①武力攻撃災害を受けた住宅の応急修理、②学用品の給与、③死体の捜索及

び処理、④武力攻撃災害によって住居又はその周辺に運び込まれた土石、竹

木等で、日常生活に著しい支障を及ぼしているものの除去） 
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《図：避難住民等の救援》 
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(2) 関係機関等との連携 

ア 府との連携 

市長は、府の指示を受け、又は府を補助する場合において、救援を実施するため

に必要と判断したときは、知事に対して、国及び他の都道府県に支援を求めるよう、

具体的な支援内容を示して要請する。 

イ  他の市町村との連携 

市長は、府の指示を受け、又は府を補助する場合において、救援を実施するため

に必要と判断したときは、知事に対して、府内の他の市町村との調整を行うよう要

請する。 

ウ  日本赤十字社大阪府支部との連携 

市長は、府の指示を受け、又は府を補助する場合において、知事が日本赤十字社

に委託した救援の措置またはその応援の内容を踏まえ、日本赤十字社大阪府支部と

連携しながら、救援の措置を実施する。 

エ  指定（地方）公共機関との連携 

市長は、救援物資を運送するために、運送手段を確保する必要がある場合、府と

調整のうえ、運送事業者である指定（地方）公共機関に対し、運送の求めを行う。 

オ  住民等との連携 

市長又は市職員は、府の指示を受け、又は府を補助する場合において、救援を実

施するため必要があると認めるときは、安全の確保に十分に配慮したうえで、避難

住民等及びその近隣の者に対し、救援に必要な援助について自発的協力を要請する。 

 

３  救援の内容 

(1) 救援の基準等 

市長は、府の指示を受け、又は府を補助する場合において、「武力攻撃事態等におけ

る国民の保護のための措置に関する法律による救援の程度及び方法の基準」（平成 16

年厚生労働省告示第 343 号。以下「救援の程度及び基準」という。）及び府国民保護計

画の内容に基づき救援の措置を行う。 

市長は、「救援の程度及び基準」によっては救援の適切な実施が困難であると判断す

る場合には、知事に対して、特別な基準の設定についての意見を厚生労働大臣に申し

出るよう要請する。 

(2) 収容施設の供与 

ア 避難所の開設、管理運営 
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(ｱ) 市が避難先地域に指定されたとき、市長は、知事が避難所の開設を円滑に行え

るよう、知事からの意見聴取に迅速に対応する。また、避難所が開設された場合

は、知事からの通知を施設管理者等に連絡する。 

(ｲ) 市長は、府の指示を受けた場合は、施設管理者等に連絡し、市職員を避難所に

派遣し、施設管理者、避難住民及び近隣の者の協力を得て、避難所を管理運営す

る。その際、他の地方公共団体から避難住民を受け入れた場合は、避難元の地方

公共団体の人材活用を図る。 

イ 留意事項 

避難所の管理運営にあたっては、次の事項に留意して、避難所の円滑な管理運営

に努める。 

(ｱ) 避難者数・世帯数の把握（避難者台帳の作成など） 

(ｲ) 正確かつ迅速な情報の伝達（国民保護措置の実施状況・実施予定、多言語によ

る提供など） 

(ｳ) 健康相談（心的外傷後ストレス障害（ＰＴＳＤ）を含む。）の実施、救護所の設

置、仮設トイレの早期設置、プライバシーの確保や、生活習慣・文化・宗教の違

いへの配慮など 

(ｴ) 災害時要援護者への配慮（施設のバリアフリー化、手話通訳・ガイドヘルパー

の確保、福祉避難所の確保など） 

(ｵ) 避難生活長期化への対応（生活相談所の開設、混乱防止のための避難者心得の

掲示など） 

ウ 応急仮設住宅等の確保 

市は、避難住民等を収容する期間が長期にわたるときは、必要な戸数を迅速に把

握し、府に報告するとともに、府の指示を受け、又は府を補助する場合において、

速やかに応急仮設住宅の建設などにより施設の確保を図る。 

(3) 食品の給与、飲料水の供給、生活必需品の給与・貸与 

市は、府の指示を受け、又は府を補助して、救援のために必要な食品の給与、飲料

水の供給、被服、寝具その他生活必需品の給与・貸与を行う。 

給与、供給及び貸与にあたっては、自然災害時の方法に準じて、あらかじめ、調達・

供給体制を確立しておき、必要に応じ、他市町村、関係業界団体等の支援・協力を得

て、次のとおり実施する。 

また、市のみでは食品、飲料水、生活必需品の確保が困難なときは、近隣市町村又

は府に応援を要請する。 
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ア 飲料水の供給 

市は、給水活動を円滑に実施するため、次の措置を講ずる。 

ⅰ 浄水池、配水池等の給水拠点での給水の実施 

ⅱ 給水車・トラック等による給水の実施 

ⅲ 仮設給水栓・共用栓の設置、応急仮配管の敷設による給水の実施 

ⅳ 給水用資機材の調達 

ⅴ 住民への給水活動に関する情報の提供 

ⅵ 飲料水の水質検査及び消毒 

ⅶ パック水・缶詰水の配布 

イ 食品の給与、生活必需品の給与・貸与 

市は、必要な物資を確保するため、次の措置を講ずる。 

ⅰ 避難所ごとの必要量の算定 

ⅱ 備蓄物資の給与又は貸与 

ⅲ 協定を締結している物資の調達 

(4）医療救護の提供及び助産 

   市は、府の指示を受け、又は府を補助する場合、市地域防災計画で定める、枚方市

救急医療対策会議を招集し、医療関係機関・医療関係者等と連携して、武力攻撃災害

の状況に応じ、被災地域の内外を問わず、救命医療を最優先とする迅速かつ適切な医

療救護活動（助産を含む。）を実施する。 

   実施にあたっては、医療関係者に対し、安全の確保に関し十分に配慮し、危険が及

ばないよう必要な措置を講じたうえで、医療救護活動の実施を要請する。 

 なお、大規模な武力攻撃災害により、多数の傷病者が発生している場合や既存の病

院等が破壊され、避難住民等に十分な医療が提供できない場合等には、必要に応じ、

臨時の医療施設を開設する。 

ア 医療情報の収集・提供活動 

市は、枚方市医師会等の協力を得て、医療関係者・医療機関の被害状況、活動状

況及び被災地の医療ニーズについて把握し、速やかに府へ報告するとともに、住民

に対し可能な限り情報提供する。 

イ 現地医療対策 

市は、府及び関係機関等と連携して、適切な現地医療対策を実施する。 

(ｱ) 現地医療の確保 

ａ  医療救護班の編成・派遣 
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武力攻撃災害発生後直ちに、枚方市医師会等の協力を得て、医療救護班を編

成・派遣し、医療救護活動を実施する。なお、市単独では十分対応できない場

合は、原則として、府及び府を通じて日本赤十字社大阪府支部に医療救護班の

派遣要請を行う。 

ｂ  医療救護班の搬送 

原則として、医療関係機関が、所有する緊急車両等を活用し、移動するもの

とされているが、医療関係機関が搬送手段を有しない場合は、市は、府と連携

して搬送手段を確保し、搬送を行う。 

ｃ  救護所の設置・運営 

市は、枚方市医師会等の協力を得て、避難所その他適当な場所に、応急救護

所、医療救護所を設置し運営する。なお、医療機関の開設者から承諾が得られ

た場合は、医療機関を医療救護所とする。 

ｄ  医療救護班の受入れ・調整 

市は、医療救護班の受入れ窓口を設置し、府と連携して、枚方市医師会等の

協力を得て、救護所への配置調整を行う。 

(ｲ) 現地医療活動 

ａ  救護所における現地医療活動 

(a) 応急救護所における現場救急活動 

武力攻撃災害発生直後に災害拠点病院等から派遣される医療救護班が、応

急救護所で応急処置やトリアージ（治療の優先順位付け）等の現場救急活動

を行う。 

(b) 医療救護所における臨時診療活動 

医療救護班が医療救護所で軽症患者の医療や被災住民等の健康管理等を行

う。 

ｂ  医療救護班の業務 

ⅰ 患者に対する応急処置 

ⅱ 医療機関への搬送の要否及びトリアージ 

ⅲ 搬送困難な患者及び軽症患者に対する医療 

ⅳ 助産救護 

ⅴ 被災住民等の健康管理 

ⅵ 死亡の確認 

ⅶ その他状況に応じた処置 
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ウ 後方医療対策 

   (ｱ) 後方医療の確保 

市は、発災直後から急激に増大する要入院患者に対応するために、府から受入

れ病床の情報を確保する。 

(ｲ) 後方医療活動 

市は、府及び関係機関等と連携して、後方医療対策を実施する。 

ａ 受入れ病院の選定と搬送 

市は、府から得た医療機関の患者受入れ情報を踏まえ、特定の病院へ患者が

集中しないよう振り分け調整し、関係機関が患者を搬送する。 

ｂ 患者搬送手段の確保 

(a) 陸路搬送 

患者の陸路搬送は、原則として消防組合が所有する救急車で実施し、十分

確保できない場合は、府と連携して搬送車両を確保する。 

(b) 空路搬送 

市は、必要に応じ、府に対し、搬送用のヘリコプター等の確保を要請する。 

(c) 河川（淀川）搬送 

       市は、必要に応じ、府に対し、船舶の確保を要請する。 

(ｳ) 災害医療機関の役割 

災害医療機関は、以下の役割分担により、医療救護活動を実施する。 

区  分 役  割 

基幹災害医療センター 

（府立急性期・総合医療センター）

地域災害医療センターとしての活動に加え、患者の広域搬送に

かかる地域災害医療センター間の調整を実施 

地域災害医療センター 

（大阪府三島救命救急センター 

外 15 病院） 

ⅰ 24 時間緊急対応による救急患者の受け入れと高度医療の提供

ⅱ 患者及び医薬品等の広域搬送拠点としての活動及びこれに

係る地域医療機関との調整 

ⅲ 地域の医療機関への応急用医療資器材の貸出し等の支援 

特定診療災害医療センター 

（府立精神医療センター  

外３病院） 

循環器疾患、消化器疾患、アレルギー疾患、小児医療、精神疾

患など専門診療を必要とする特定の疾病対策の拠点として主に

次の活動を実施 

ⅰ 疾病患者の受け入れと高度な専門医療の提供 

ⅱ 疾病患者に対応する医療機関間の調整 

ⅲ 疾病患者に対応する医療機関等への支援 

ⅳ 疾病に関する情報の収集及び提供 



第２編第３章 避難住民等の救援  

 

- 79 - 

市災害医療センター 

（市立枚方市民病院） 

ⅰ 市の医療拠点としての患者の受け入れ 

ⅱ 災害拠点病院等との連携による、患者受け入れに係る 

地域の医療機関間の調整 

災害医療協力病院 

（有澤総合病院外 14 病院） 

災害拠点病院及び市災害医療センター等と協力し、率先して患

者の受入れを実施 

 

エ 医薬品等の確保・供給活動 

市は、府の指示を受け、又は府を補助する場合、備蓄医薬品等のほか、枚方市医

師会、枚方市薬剤師会の協力を得て、医療救護活動に必要な医薬品、医療用資器材

の調達、供給活動を実施する。なお、不足が生じたときは、府に対して供給の要請

を行う。 

オ 個別疾病対策 

市は、府の指示を受け、又は府を補助する場合、専門医療が必要となる疾病に対

する対策を講じ、特定診療災害医療センター、各専門医会等関係機関と協力して、

現地医療活動、後方医療活動等を行う。 

(5) 被災者の捜索・救出 

市は、府の指示を受け、又は府を補助する場合、被災情報、安否情報等を踏まえ、

消防機関、府警察及び自衛隊等の関係機関と連携を図りながら、安全の確保に十分留

意しつつ、武力攻撃災害のため生命若しくは身体が危険な状況にある者、生死不明の

状態にある者（死亡した者を含む。）の捜索・救出活動を実施する。 

(6) 遺体の処理、埋葬又は火葬 

ア 市は、府の指示を受け、遺体の処理、埋葬又は火葬を行う。 

その際、厚生労働省により、墓地、埋葬等に関する法律に規定する手続の特例が

定められたときは、その特例に基づき実施する。 

なお、身元不明の遺体については、府警察、その他関係機関に連絡し、その調査

にあたる。 

イ 市は、遺族が遺体の処理、埋葬又は火葬を行うことが困難もしくは不可能である

場合は、府の指示を受け、遺族に代わって次の措置を実施する。 

ⅰ 遺体の洗浄、縫合、消毒等の処置 

ⅱ 埋葬又は火葬に相当の時間を要する場合の遺体の一時安置 

ⅲ 火葬場の稼働状況、棺の確保状況等関連する情報の収集及び棺の調達、遺

体搬送の手配等 
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ⅳ 遺体の火葬、遺族等に対する棺、骨つぼ等の支給 

なお、市単独では遺体の処理、埋葬又は火葬を実施することが困難であるときは、

「大阪府広域火葬計画」に基づき、府に対して必要な措置を要請する。 

(7) 電話その他の通信設備の提供 

市は、電気通信事業者である指定（地方）公共機関が避難施設における避難住民等

のための電話その他の通信設備を臨時に設置する場合において、設置場所の提供など

必要な協力を行う。 

(8) 武力攻撃災害を受けた住宅の応急修理 

市は、住宅の被災状況の把握に努める。また、武力攻撃災害を受けた住宅が半壊又

は半焼し、当面の日常生活が営めない状況となった者の住宅については、府の指示を

受け、又は府を補助して、その居室、炊事場及び便所など、必要最小限度の部分の応

急修理を行う。 

(9) 学用品の給与 

市は、府の指示を受け、又は府を補助する場合、小学校児童・中学校生徒（盲学校、

聾学校及び養護学校の小学部児童及び中学部生徒を含む。）・高等学校等生徒の被災状

況の収集・把握に努め、必要に応じ、児童生徒に対して、教科書及び教材、文房具、

通学用品を支給する。 

(10) 生活支障物の除去 

市は、府の指示を受け、又は府を補助する場合、武力攻撃災害により住居又はその

周辺に運ばれた土石、竹木等で日常生活に著しい支障を及ぼしている物の把握に努め、

住民が自らの資力をもってしては支障物を除去できない場合は、必要に応じて、支障

物の除去を行う。 

なお、市単独では対応が困難な場合は、府に対して、要員の派遣及び機械器具の調

達・あっせん等の要請を行う。 
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第２節 安否情報の収集・提供 

 

１ 安否情報の収集 

(1) 市長による収集 

市長は、避難施設若しくは医療機関に収容等された避難住民及び武力攻撃災害によ

り死亡し又は負傷した住民（住民以外で市域に在る者及び死亡した者を含む。）の安否

情報を収集する（「安否情報収集様式（様式第１号・２号）」については資料編参照）。 

(2) 収集の方法 

ア 安否情報の収集は、避難誘導の際に、避難住民等から任意で収集した情報のほか、

市が保有する情報を参考に避難所において避難者名簿を作成する等により行う。ま

た、消防機関、市が管理する医療機関及び諸学校、指定行政機関等からの情報収集、

府警察への照会などによっても行う。 

イ 指定（地方）公共機関並びに運送機関、医療機関、私立学校その他の安否情報を

保有する関係機関に対し、必要な範囲において、安否情報の収集への協力を要請す

る。なお、これらの機関に対し、安否情報の収集への協力を要請するにあたっては、

当該協力が各機関の業務の範囲内において自主的な判断に基づくものであることに

留意する。 

《図：安否情報の収集・提供》 
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(3) 収集する対象と項目 

 対    象 項        目 

避
難
住
民
（
令
23
条
） 

避難・収容施設の住民 

①氏名 

②出生年月日 

③性別 

④住所 

⑤国籍（日本国籍を有しない者に限る。） 

⑥個人を識別するための情報（①から⑤の 

いずれかに掲げる情報が不明な場合） 

⑦居所 

⑧負傷・疾病状況  

⑨連絡先  

⑩その他（安否の確認に必要と認められる情報）

市域内で死亡した住民 

①氏名 

②出生年月日 

③性別 

④住所 

⑤国籍（日本国籍を有しない者に限る。） 

⑥個人を識別するための情報（①から⑤の 

いずれかに掲げる情報が不明な場合） 

⑦死亡日時・場所・状況 

⑧死体の所在 

死
亡
・
負
傷
住
民
（
令
24
条
） 

市域内で負傷した住民 

①氏名 

②出生年月日 

③性別 

④住所 

⑤国籍（日本国籍を有しない者に限る。） 

⑥個人を識別するための情報（①から⑤の 

いずれかに掲げる情報が不明な場合） 

⑦居所 

⑧負傷・疾病状況 

⑨連絡先 

⑩その他（安否の確認に必要と認められる情報）
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(4) 安否情報の整理 

市は、自ら収集した安否情報について、できる限り重複を排除し、情報の正確性の

確保を図るよう努める。この場合において、重複している情報や必ずしも真偽が定か

でない情報についても、その旨がわかるように整理をしておく。 

 

２  知事に対する安否情報の報告 

(1) 報告方法 

市長は、収集、整理した安否情報を、知事に対し、報告する。報告は、安否情報省

令に規定する様式第３号の安否情報報告書に必要な事項を記載した書面（電子データ）

を、安否情報の整理を円滑に行う観点から、電子メールで送信することにより行う。 

ただし、武力攻撃災害等により電気通信設備の機能に支障をきたした場合等電子メ

ールの送信によることができない場合や、事態が急迫し職員によるデータ入力を行う

時間的余裕がない場合等には、口頭、電話、ファクシミリを用いた送信、その他の方

法により行う（「安否情報報告書（様式第３号）」については資料編参照）。 

 (2) 安否情報の報告時期 

市長は、武力攻撃事態等の推移や避難住民の誘導、避難住民等の救援その他の国民

の保護のための措置の実施状況を勘案し、知事に対し、適時に、安否情報を報告する

ほか、知事から報告時期の指定があった場合は、当該時期に従って報告する。 

 

３ 安否情報の提供 

(1) 安否情報の照会の受付 

ア 市は、安否情報の照会窓口を市対策本部に設置するとともに、照会窓口の電話及

びファクシミリ番号、メールアドレスを、住民に周知する。 

イ 住民からの安否情報の照会については、安否情報省令に規定する様式第４号に必

要事項を記載した書面を提出することにより受け付ける。ただし、安否情報の照会

を緊急に行う必要がある場合や照会をしようとする者が遠隔地に居住している場合

など、書面の提出によることができない場合は、口頭や電話、メールなどでの照会

も受け付ける（「安否情報照会書（様式第４号）」については資料編参照）。 

 (2) 安否情報の回答 

市長は、安否情報の照会があったときは、本人の意思やプライバシーを尊重すると

ともに、個人情報の保護に十分留意のうえで、速やかに回答する。 
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(3) 照会の要件と回答の内容 

安否情報の照会を行う者の本人確認等を身分証明書により行う等により、当該照会

が不当な目的によるものではなく、また照会に対する回答により知り得た事項を不当

な目的に使用されるおそれがないと認めるときは、安否情報省令第４条に規定する様

式第５号により、次のとおり回答する。 

なお、安否情報の回答を行った場合には、当該回答を行った担当者、回答の相手の

氏名や連絡先等を把握する（「安否情報回答書（様式第５号）」については資料編参照）。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

４ 日本赤十字社に対する協力 

市長は、保有する安否情報のうち、外国人に関するものを収集・整理、回答すること

とされている日本赤十字社から協力依頼があったときは、安否情報の提供など必要な協

力を行う。 

 

５ 個人情報の保護への配慮 

市長は、安否情報の収集・提供を行うにあたっては、本人の意思やプライバシーを尊

重するとともに、個人情報の保護に十分配慮するものとする。また、場合によっては、

安否を気遣う家族等の心情に配慮する必要があることに留意する。 

要     件 回  答  内  容 

本人の同意がないとき 

又は 

公益上特に必要があると 

認められないとき 

避難住民に該当するか否か 

及び 

死亡し又は負傷しているか否か 

本人の同意があるとき 

又は 

公益上特に必要があると 

認められるとき 

①氏名 

②出生年月日 

③性別 

④住所 

⑤国籍（日本国籍を有しない者に限る。） 

⑥個人を識別するための情報（①から⑤の 

いずれかに掲げる情報が不明な場合） 

⑦居所（死体の所在） 

⑧負傷・疾病状況（死亡日時・場所・状況） 

⑨連絡先 

⑩その他（安否の確認に必要と認められる情報）

①から⑩のうち必要最小限の情報を回答する。 
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  第４章             武力攻撃災害への対処                       

 

第１節 関係機関の役割 

 

１ 国の役割 

国は、武力攻撃災害の防除及び軽減のため、自ら必要な措置を講ずるとともに、対策

本部長は、特に必要があると認めるときは、知事に対し、武力攻撃災害の発生の防止や

災害への対処等の措置を適切に実施するよう、その方針を示した上で、直ちに指示する

こととされている。 

また、内閣総理大臣は、国民保護法の規定するもののほか、知事の要請があったとき

は、対策本部長の求めに応じ、武力攻撃災害を防除し、及び軽減するため、対処基本方

針に基づき、関係大臣を指揮し、必要な措置を講じさせることとされている。 

 

２ 府の役割 

府は、府域に係る武力攻撃災害を防除及び軽減するため、武力攻撃災害への対処に関

する必要な措置を講じることとされている。 

知事は、武力攻撃により多数の死者が発生した場合や、放射性物質や危険物質等によ

る武力攻撃災害が発生し、国民保護措置を講ずるため高度な専門知識、訓練を受けた人

員、特殊な装備等が必要となる場合など、自ら武力攻撃災害を防除及び軽減することが

困難であると認めるときは、国対策本部長に対し、消防、警察、海上保安庁、自衛隊等

の専門の部隊の派遣等必要な措置の実施を要請することとされている。 

 

３ 市・消防機関の役割 

市は、市域に係る武力攻撃災害を防除及び軽減するため、武力攻撃災害への対処に関

する必要な措置を講ずる。 

市長は、市域に係る武力攻撃災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合に

おいて、住民の生命、身体又は財産を保護するため緊急の必要があると認めるときは、

知事に対し、国対策本部長に上記要請を行うよう求める。 

消防機関は、その施設及び人員を活用して、国民の生命、身体及び財産を武力攻撃に

よる火災から保護するとともに、武力攻撃災害を防除し、及び軽減する。 
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第２節 応急措置等の実施 

 

市は、武力攻撃事態が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、緊急の

必要があると認めるときは、他の機関との連携のもと、自らの判断に基づき、退避の指示、

警戒区域の設定、消火・救助・救急活動など、応急措置等を実施する。 

この場合、市は、武力攻撃災害への対処措置に従事する職員について、必要な情報の提

供や防護服の着用等、安全の確保のための措置を講ずる。 

 

《図：武力攻撃災害への対処》 

 

 

１ 緊急通報（前掲 p.57） 

 

２ 退避の指示（前掲 p.60） 

武力攻撃事態等 

災害対処措置の実施（市長等） 
 

○ 退避の指示 

○ 警戒区域の設定 

○ 消火・負傷者搬送・被災者救助 等

指定（地方）公共機関

（放送事業者）

生活関連等施設

災 害 対 処 措 置 の 実 施

国対策本部  緊 急 通 報 の 発 令 （ 知 事 ）

他 府 県 他 市 町 村

住       民 

報告 通知

放送 

安全確保措置要請
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３ 警戒区域の設定 

  市長は、武力攻撃災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、住

民からの通報内容、関係機関からの情報提供、助言等から判断し、住民の生命又は身体

に対する危険を防止するため特に必要があると認めるときは、警戒区域の設定を行う。 

(1) 設定者 

設 定 者 警 戒 区 域 を 設 定 す る 要 件 

市 長 
当該武力攻撃災害による住民の生命又は身体に対する危

険を防止するため「特に」必要があると認めるとき 

知 事 
当該武力攻撃災害による住民の生命又は身体に対する危

険を防止するため「緊急の」必要があると認めるとき 

警 察 官 

・市長若しくは知事による警戒区域の設定を待ついとま

がないとき 

・市長若しくは知事から要請があったとき 

自 衛 官 

武力攻撃災害が発生し、

又は 

まさに発生しようとして

いる場合 

上記の者すべてがその場にいない場合に限り 

 

(2) 設定方法 

ア 市長は、警戒区域の設定に際しては、市対策本部に集約された情報のほか、府警

察、自衛隊からの助言を踏まえて、その範囲等を決定する。また、事態の状況の変

化等を踏まえて、警戒区域の範囲の変更等を行う。 

ＮＢＣ攻撃等により汚染された可能性のある地域については、専門的な知見や装

備等を有する機関に対して、必要な情報の提供を求め、その助言を踏まえて区域を

設定する。 

イ 警戒区域の設定にあたっては、ロープ、標示板等で区域を明示する。 

ウ 警戒区域を設定したとき、又は警戒区域の設定を変更し、若しくは解除をした場

合は、広報車等を活用し、住民に広報、周知する。 

エ 警戒区域内には、必要と認める場所に職員を配置し、府警察、消防機関等と連携

して、武力攻撃災害への対処に関する措置を講ずる者以外の者に対し、当該区域へ

の立入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該区域からの退去を命ずる。 

オ 市長は、知事、警察官又は自衛官から警戒区域の設定を行った旨の通知を受けた

場合は、警戒区域を設定する理由、設定範囲等について情報の共有を図り、警戒区

域設定に伴い必要な活動について調整を行う。 
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４ 消火・救助・救急活動 

市・消防機関は、府、府警察等などと相互に連携を図りつつ、安全の確保に十分留意

したうえで、迅速かつ的確に、消火・救助・救急活動を実施する。 

(1) 市が行う措置 

市長は、消防機関による武力攻撃災害への対処措置が適切に行われるよう、武力攻

撃等や被害に関する情報の早急な把握に努めるとともに、効率的かつ安全な活動が行

われるよう必要な措置を講じる。 

(2) 消防機関の活動 

消防機関は、その施設及び人員を活用して、国民保護法のほか、消防組織法、消防

法その他の法令に基づき、武力攻撃災害から住民を保護するため、消防職員及び消防

団員の活動上の安全確保に配慮しつつ、消火活動及び救助・救急活動等を行い、武力

攻撃災害を防除し、及び軽減する。 

この場合において、消防組合は、その装備・資機材・人員・技能等を活用し武力攻

撃災害への対処を行うとともに、消防団は、消防長又は消防署長の所轄の下で、消防

団が保有する装備・資機材等の活動能力に応じ地域の実状に即した活動を行う。 

ア 災害発生状況の把握 

高所見張り、ヘリコプター、高所カメラ等を通じて被災状況の早期把握に努め、

関係機関への情報伝達に努める。 

イ 応急活動 

(ｱ) 消火活動 

ａ  初動体制を確立し、災害態様に応じた部隊配備を行い、武力攻撃災害の状況、

道路状況、建物状況、延焼状況等を勘案し、消火活動を実施する。 

ｂ 延焼動態から、避難者に火災の危険が及ぶおそれのある場合は、延焼阻止線

の設定など、効率的な消防隊の運用を行い、火災の鎮圧に努める。 

(ｲ) 救助・救急活動 

ａ 府警察及び関係機関との密接な連携のもと、人命救助活動や行方不明者の捜

索を実施するとともに、医療機関と連携した救急活動を実施する。 

ｂ 延焼火災及び救助・救急事案が同時に多発している場合は、延焼火災現場で

の人命救助活動を優先するなど、救命効果の高い活動を実施する。 
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(3) 相互応援 

ア 市長は、区域内の消防力では十分に消火・救助・救急活動が実施できない場合、

負傷者を搬送するためヘリコプター等が必要な場合、又は資機材が必要な場合は、

消防組合管理者に対し、相互応援協定等に基づく消防の応援を要請するよう求める。 

イ 市長は、上記アによる消防の応援のみでは十分な対応が取れないと判断した場合

又は武力攻撃災害の規模等に照らし緊急を要するなど必要と判断した場合は、緊急

消防援助隊の編成及び施設の整備等に係る基本的な事項に関する計画及び緊急消防

援助隊運用要綱に基づき、知事を通じ又は、必要に応じ、直接に消防庁長官に対し、

緊急消防援助隊等による消火活動及び救助・救急活動の応援等を要請する。 

ウ 消防組合管理者は、消防に関する応援要請を行ったとき及び消防庁長官の指示に

より緊急消防援助隊の出動に関する指示が行われた場合、これらの消防部隊の応援

が円滑かつ適切に行なわれるよう、知事と連携し、出動部隊に関する情報を収集す

るとともに、進出拠点等に関する調整や指揮体制の確立を図るなど消防の応援の受

入れに関して必要な事項の調整を行う。 

エ 市長は、消防機関とともに、搬送先の選定、搬送先への被害情報の提供、トリア

ージの実施等について医療機関と緊密な連携のとれた活動を行う。 

オ 市域が被災していない場合、市長は、被災市町村長からの要請又は相互応援協定、

知事又は消防庁長官からの指示に基づき、速やかに応援を行う。市域が被災してい

る場合において、市は、火災の状況、地理、水利の情報を応援市町村に対して提供

する。 

(4) 安全の確保 

ア  市長及び消防組合管理者は、消火活動及び救助・救急活動等を行う要員に対して、

二次被害を生じることがないよう国の現地対策本部及び府対策本部等からの情報を

市対策本部に集約し、全ての最新情報を提供するとともに、府警察等との連携した

活動体制を確立するなど、安全の確保のための必要な措置を行う。 

イ  市域が被災していない場合、市長は、被災市町村長からの要請又は相互応援協定、

知事又は消防庁長官からの指示に基づき応援を行うときは、武力攻撃の状況及び予

測、武力攻撃災害の状況、災害の種別、防護可能な資機材、設備、薬剤等に関する

情報を収集するとともに、出動する要員に対し情報の提供及び支援を行う。 

ウ  消防団は、施設・装備・資機材及び通常の活動体制を考慮し、災害現場において

は、消防組合と連携し、その活動支援を行なうなど団員に危険が及ばない範囲に限

定して活動する。 
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エ  市長若しくは消防長又は水防管理者は、特に現場で活動する消防職員・消防団員、

水防団員等に対し、必ず特殊標章等を交付し着用させる。 

(5) 関係機関による連絡会議の開催 

市は、府、府警察及び自衛隊の部隊等と、相互に連携した救助・救急活動が実施で

きるよう、情報連絡を緊密に行うとともに、活動区域や役割分担等の調整を図るため、

必要に応じて、府と調整のうえ、連絡会議を開催する。 

なお、市は、救助・救急活動以外の国民保護措置の実施にあたっても、必要に応じ、

連絡会議の場を活用するなどして、現場における関係機関との情報連絡を緊密に行う。 

(6) 住民への協力要請 

市長若しくは消防吏員その他の市の職員は、市域に係る武力攻撃災害が発生し、又

はまさに発生しようとしている場合において、消火、負傷者の搬送、被災者の救助そ

の他の武力攻撃災害への対処に関する措置を講ずるため緊急の必要があると認めると

きは、市域内の住民に対し、その実施に必要な援助について自発的協力を要請する。 

なお、この要請を行う者は、要請を受けて武力攻撃災害への対処に関する措置の実

施に必要な援助について協力をする者の安全の確保に十分に配慮しなければならない。 
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第３節 生活関連等施設の安全確保 

 

１ 生活関連等施設の安全確保 

(1) 関係機関の役割 

内閣総理大臣 

○武力攻撃事態等において、武力攻撃災害の発生・拡大を防止する

ため、生活関連等施設及びその周辺の地域の安全の確保が特に必

要であると認めるときは、対処基本方針に基づき、関係大臣を指

揮し、危険の防除、周辺住民の避難その他当該生活関連等施設の

安全の確保に関し必要な措置を実施 

○この場合において、国家公安委員会は、関係都道府県公安委員会

に対し、立入制限区域の指定について必要な指示 

知事 

○武力攻撃事態等において、武力攻撃災害の発生・拡大を防止する

ため、生活関連等施設の安全確保が特に必要であると認めるとき

は、関係機関の意見を聴いて、当該生活関連等施設の管理者に対

し、当該生活関連等施設の安全確保のため必要な措置を講ずるよ

う要請 

○安全確保のため必要があると認めるときは、府公安委員会又は海

上保安部長等に対し、立入制限区域の指定を要請 

指定（地方）行政機関 

○武力攻撃事態等において、武力攻撃災害の発生・拡大を防止する

ため、生活関連等施設の安全確保が緊急に必要であると認めると

きは、関係機関の意見を聴いて、自ら当該生活関連等施設の管理

者に対し、当該生活関連等施設の安全確保のため必要な措置を講

ずるよう要請 

○要請を行ったときは、直ちに、その旨を知事に通知 

生活関連等施設の管理者 

○警備の強化などの安全確保措置を実施するよう要請を受けた施設

管理者は、府警察、消防機関、その他の行政機関に対し、施設の

安全確保のため、必要な支援を求める 

府公安委員会 

○知事から要請があったとき、又は、事態に照らして特に必要があ

ると認めるときは、立入制限区域を指定 

○警察官は、特に施設管理者の許可を得た者以外の者に対し、立入

制限・禁止又は退去を命令 
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(2) 対象施設 

生活関連等施設とは、次のいずれかに該当する施設で政令で定めるものをいう。 

ⅰ 国民生活に関連を有する施設で、その安全を確保しなければ国民生活に著し

い支障を及ぼすおそれがあると認められるもの 

ⅱ その安全を確保しなければ周辺の地域に著しい被害を生じさせるおそれがあ

ると認められる施設 

 

 政令で定められた施設 施設の対象範囲が示されている法律

① 発電所又は変電所 電気事業法 

② ガス工作物 ガス事業法 

③ 取水・貯水・浄水施設又は配水池 水道法 

④ 鉄道施設、軌道施設 鉄道事業法、軌道法 

⑤ 電気通信事業用交換設備 電気通信事業法 

⑥ 放送用無線設備 放送法 

⑦ 水域施設又は係留施設 港湾法 

⑧ 
滑走路等、旅客ターミナル施設、

航空保安施設 
空港整備法及び航空法 

⑨ ダム 河川管理施設等構造令 

⑩ 危険物質等の取扱所 国民保護法 

 

(3) 市の役割 

ア  生活関連等施設の状況の把握 

市は、市対策本部を設置した場合においては、市域内に所在する生活関連等施設

の安全に関する情報、各施設における対応状況等の必要な情報を府などから収集す

る。 

イ  消防機関による支援 

消防機関は、生活関連等施設の管理者から支援の求めがあったときは、指導、助

言、連絡体制の強化、資機材の提供、職員の派遣など、可能な限り必要な支援を行

う。   

また、自ら必要があると認めるときも、同様とする。 
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ウ  市が管理する施設の安全の確保 

市長は、市が管理する生活関連等施設について、当該施設の管理者としての立場

から、安全確保のために必要な措置を行う。 

この場合において、市長は、必要に応じ、府警察、消防機関その他の行政機関に

対し、支援を求める。 

また、このほか、生活関連等施設以外の市が管理する施設についても、生活関連

等施設における対応を参考にして、可能な範囲で警備の強化等の措置を講ずる。 

 

《図：生活関連等施設の安全確保》 
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２ 危険物質等に係る武力攻撃災害の発生の防止 

(1) 実施主体 

主 体 権 限 要 件 対 象 

警備の強化の求め

危険物質等に係る武

力攻撃災害の発生を

防止するため必要が

あると認めるとき 

措置の実施命令 

（措置内容は下記

のとおり） 

緊急の必要があると

認めるとき 

消防組合管理者 

知事 

指定（地方）行政機関の長 

管理状況の報告の

求め 

措置の実施を命ずる

ため必要があると認

めるとき 

危険物質等の取扱者

（占有者、所有者、

管理者その他の危険

物質等を取扱う者） 

 

(2) 危険物質等に関する措置命令等 

消防組合管理者は、危険物質等に係る武力攻撃災害の発生を防止するため必要があ

ると認めるときは、危険物質等の取扱者に対し、警備の強化を求めるほか、緊急の必

要があると認めるときは、政令で定められた武力攻撃災害発生防止のための必要な措

置を講ずべきことを命ずる。 

なお、避難住民の運送などの措置において、当該物質等が必要となる場合は、関係

機関と市対策本部で所要の調整を行う。 

また、措置を講ずべきことを命ずるため必要があると認める場合は、危険物質等の

取扱者から危険物質等の管理の状況について報告を求める。 

(3) 消防組合管理者が命ずることができる対象物質と措置内容 

ア 対象物質 

消防組合が所轄する区域に設置される消防法第２条第７項の危険物の製造所、貯

蔵所若しくは取扱所（移送取扱所を除く。）又は消防組合所轄区域のみに設置される

移送取扱所において貯蔵し、又は取り扱うもの（国民保護法施行令第２９条） 

イ 措置内容 

ⅰ 危険物質等の取扱所の全部又は一部の使用の一時停止又は制限（危険物に

ついては、消防法第 12 条の３）〔措置１〕 

ⅱ 危険物質等の製造、引渡し、貯蔵、移動、運搬又は消費の一時禁止又は制

限（国民保護法第 103 条第３項第２号）〔措置２〕 
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ⅲ 危険物質等の所在場所の変更又はその廃棄（国民保護法第 103 条第３項第

３号）〔措置３〕 

 

措    置 
物質の種類と対象範囲を示す法律 措置命令者 

措置１ 措置２ 措置３ 

① 
危険物 

【消防法】 

総務大臣 

知事 

消防組合管理者

第 12 条の３ ○ ○ 

② 
毒物及び劇物 

【毒劇物取締法】 

厚生労働大臣 

知事 

保健所設置市※

○ ○ ○ 

③ 
火薬類 

【火薬類取締法】 

経済産業大臣 

国土交通大臣 

府公安委員会 

第 45 条 同左 同左 

④ 
高圧ガス 

【高圧ガス保安法】 

経済産業大臣 

知事 
第 39 条 同左 同左 

⑤ 
核燃料物質（汚染物質含む。） 

【原子力基本法】 

文部科学大臣 

経済産業大臣 

国土交通大臣 

□ □ □ 

⑥ 
核原料物質 

【原子力基本法】 

文部科学大臣 

経済産業大臣 
○ ○ ○ 

⑦ 
放射性同位元素（汚染物質含む。）

【放射線障害防止法】 
文部科学大臣 第 33 条第４項 同左 同左 

⑧ 
毒薬及び劇薬 

【薬事法】 

厚生労働大臣 

知事 
○ ○ ○ 

⑨ 
事業用電気工作物内の高圧ガス 

【電気事業法】 
経済産業大臣 ○ ○ ○ 

⑩ 
生物剤及び毒素 

【生物兵器禁止法】 
主務大臣 ○ ○ ○ 

⑪ 
毒性物質 

【化学兵器禁止法】 
経済産業大臣 ○ ○ ○ 

備考 

（注１）※は、地域保健法第５条第１項の政令で定める市。 

（注２）○は国民保護法第 103 条第３項、□は同法第 106 条の規定によって、当該措置の権限

が付与されており、条項を表記しているものは、それぞれ既存の個別法により当該措

置の権限が付与されている。 

（注３）ここに記載する措置には、指定行政機関及び地方公共団体が事態対処法第２条第７号

の対処措置の用に供する危険物質等に係る措置を含まないものとする。 
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第４節 ＮＢＣ攻撃による災害への対処 

 

１ 関係機関の役割 

国 

(内閣総理大臣) 

○ＮＢＣ攻撃による災害が発生した場合、対処基本方針に基づき、関係大臣

を指揮して、ＮＢＣ攻撃に関する迅速な情報収集、被災者の救助、医療体

制の確保、迅速な原因物質の特定、汚染地域の範囲の特定及び除染の実施

等汚染の拡大の防止のために必要な措置を実施 

○国民の生命、身体又は財産を保護するため緊急の必要があると認めるとき

は、関係都道府県知事に協力を要請 

府 

（知事） 

○内閣総理大臣からの要請を受けた場合、自ら協力して汚染の拡大を防止す

るための必要な措置を実施 

○汚染の拡大を防止するための措置を迅速に講ずる必要があると認めるとき

は、市町村長、関係消防組合の管理者若しくは長、府警察本部長に対し必

要な協力を要請 

 

２ 市の役割 

市は、ＮＢＣ攻撃による汚染が生じた場合の対処について、国による基本的な方針を

踏まえた対応を行うことを基本としつつ、特に、対処の現場における初動的な応急措置

を講ずる。 

(1) 応急措置の実施 

市長は、ＮＢＣ攻撃が行われた場合においては、その被害の現場における状況に照

らして、現場及びその影響を受けることが予想される地域の住民に対して、退避を指

示し、又は警戒区域を設定する。 

市は、保有する装備・資機材等により対応可能な範囲内で関係機関とともに、原因

物質の特定、被災者の救助等のための活動を行う。 

(2) 国の方針に基づく措置の実施 

市は、内閣総理大臣が、関係大臣を指揮して、汚染拡大防止のための措置を講ずる

場合においては、内閣総理大臣の基本的な方針及びそれに基づく各省庁における活動

内容について、府を通じて国から必要な情報を入手するとともに、当該方針に基づい

て、所要の措置を講ずる。 

(3) 関係機関との連携 

市長は、ＮＢＣ攻撃が行われた場合は、市対策本部において、消防機関、府警察、

自衛隊、医療関係機関等から被害に関する情報や関係機関の有する専門的知見、対処

能力等に関する情報を共有し、必要な対処を行う。 
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(4) 市長等の権限 

ア 市長又は消防組合管理者は、知事から汚染の拡大を防止するため協力の要請があ

ったときは、府警察等の関係機関と調整しつつ、下記の措置を実施する。 

ⅰ 汚染され、又は汚染された疑いがある「飲食物、衣類、寝具その他の物件」

の占有者に対し、当該物件の移動を制限し、又は禁止し、又は当該物件を廃

棄すべきことを命ずること。 

ⅱ 汚染され、又は汚染された疑いがある「生活の用に供する水」の管理者に

対し、その使用若しくは給水を制限し、又は禁止すべきことを命ずること。 

ⅲ 汚染され、又は汚染された疑いのある「死体」の移動を制限し、又は禁止

すること。 

ⅳ 汚染され、又は汚染された疑いがある「飲食物、衣類、寝具その他の物件」

を廃棄すること。 

ⅴ 汚染され、又は汚染された疑いがある「建物」への立入りを制限し、若し

くは禁止し、又は当該建物を封鎖すること。 

ⅵ 汚染され、又は汚染された疑いがある「場所」の交通を制限し、又は遮断

すること。 

イ 上記アのⅰからⅳの措置を講ずるときは、当該措置の名あて人に対し、次に掲げ

る事項を通知する（差し迫った必要があるときは、当該措置を講じた後、相当の期

間内に、同事項を当該措置の名あて人に通知する。）。また、上記アのⅴ及びⅵの措

置を講ずるときは、適当な場所に次に掲げる事項を掲示する（差し迫った必要があ

るときは、現場における指示をもってこれに代える。）。 

ⅰ 当該措置を講じる旨 

ⅱ 当該措置を講じる理由 

ⅲ 当該措置の対象となる物件、生活の用に供する水又は死体（上記アのⅴ及

びⅵの措置を講ずる場合にあっては、当該措置の対象となる建物又は場所） 

ⅳ 当該措置を講ずる時期 

ⅴ 当該措置の内容 

(5) 汚染原因に応じた対応 

市は、ＮＢＣ攻撃のそれぞれの汚染原因に応じて、国及び府との連携の下、それぞ

れ次の点に留意して措置を講ずる。 
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ア 核攻撃等の場合 

     市は、核攻撃等による災害が発生した場合、国の対策本部による汚染範囲の特定

を補助するため、汚染の範囲特定に資する被災情報を府に直ちに報告する。 

     また、措置に当たる要員に防護服を着用させるとともに、被ばく線量の管理を行

いつつ、活動を実施させる。 

イ 生物剤による攻撃の場合 

 市は、措置に当たる要員に防護服を着用させるとともに、関係機関が行う汚染の

原因物質の特定等に資する情報収集などの活動を行う。 

ウ 化学剤による攻撃の場合 

   市は、措置に当たる要員に防護服を着用させるとともに、関係機関が行う原因物

質の特定、汚染地域の範囲の特定、被災者の救助及び除染等に資する情報収集など

の活動を行う。 

(6) 要員の安全の確保 

市長又は消防組合管理者は、危険が及ばないよう防護服を着用させるほか、武力攻

撃災害の状況等の情報収集に努め、当該情報を速やかに提供するなどにより、応急対

策を講ずる要員の安全の確保に配慮する。 

 

 

第５節 保健福祉・衛生 

 

市は、避難先地域においては、常に良好な衛生状態を保つように努め、特に、高齢者、

障害者等災害時要援護者の心身双方の健康状態には特段の配慮を行うとともに、府及び社

会福祉協議会等関係団体と協力し、必要な福祉サービスが継続的に実施できるよう努める。 

また、市は、府と連携して、保健医療関係者による巡回健康相談等を実施し、必要に応

じ、健康相談等窓口を設置する。 

 

１ 防疫活動 

市は、感染症法（感染症名は次頁参照）、結核予防法及び災害防疫実施要綱（厚労省）

及び国民保護法第 121 条の規定による特例に基づき、府と緊密な連携をとりつつ、患者

等の人権に配慮しながら、防疫活動を実施する。 

ア  府の指導、指示により、次の防疫活動を実施する。 

ⅰ 消毒措置の実施（感染症法第 27 条） 
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ⅱ ねずみ族及び昆虫等の駆除（感染症法第 28 条） 

ⅲ 避難所の防疫指導 

ⅳ 臨時予防接種（予防接種法第６条） 

ⅴ 衛生教育及び広報活動 

イ  防疫に必要な薬品を調達、確保する。 

ウ  自らの防疫活動が十分ではないと認められるときは、府に協力を要請する。 

エ  その他、感染症法等により、府の指示を受け必要な措置を行う。 

 

【感染症類型と医療体制】 

感染症名 主な対応 医療体制 

（一類感染症） 

エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出

血熱、重症急性呼吸器症候群（病原

体がＳＡＲＳコロナウィルスである

ものに限る。）、痘そう、ペスト、マ

ールブルク病、ラッサ熱 

原則として入院 

第一類感染症指定医療機関 

（大阪市立総合医療センター

外２病院）  

（二類感染症） 

急性灰白髄炎、コレラ、細菌性赤痢、

ジフテリア、腸チフス、パラチフス

状況に応じ入院 
第二類感染症指定医療機関 

（枚方市民病院 外４病院）

（三類感染症） 

腸管出血性大腸菌感染症 
特定業務への就業制限 一般医療機関 

（指定感染症） 

インフルエンザ（Ｈ５Ｎ１） 
政令で規定する対応 

 

２ 食品衛生監視活動 

市は、避難先地域における食中毒等の防止をするため、府と連携して、食品等の衛生

確保のための措置を実施する。 

 

３ 飲料水衛生確保対策 

(1) 市は、避難先地域における感染症等の防止をするため、府と連携して、飲料水確保、

飲料水の衛生確保のための措置及び飲料水に関して保健衛生上留意すべき事項等につ

いて、住民への情報提供を実施する。 

(2) 市は、地域防災計画の定めに準じて、水道水の供給体制を整備する。 
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(3) 市は、水道施設の被害状況の把握を行うとともに、供給能力が不足する、または不

足すると予想される場合については、府に対して水道用水の緊急応援にかかる要請を

行う。 

４ 避難住民等の健康維持活動 

市は、府と連携して、避難住民等の健康状態、栄養状態を十分に把握するとともに、

助言、加療等、避難住民等の健康維持に必要な活動を実施する。 

(1) 巡回相談等の実施 

ア 避難住民等の健康管理や生活環境の整備を行うため、避難所、社会福祉施設及び

応急仮設住宅において、保健師等による巡回健康相談、訪問指導、健康教育、健康

診断等を実施する。 

イ 避難住民等の栄養状況を把握し、食料の供給機関等との連絡をとり、給食施設や

食生活改善ボランティア団体の協力を得て、不足しやすい栄養素を確保するための

調理品の提供や調理方法等の指導を行う。 

ウ 高度医療を要する在宅療養者を把握し、適切な指導を行う。 

(2) 心の健康相談等の実施 

ア 災害による心的外傷後ストレス障害（ＰＴＳＤ）、生活の激変による依存症等に対

応するため、心の健康に関する相談窓口を設置する。 

イ 環境の激変による精神疾患患者の発生、通院患者の医療中断状況を踏まえて、臨

機に精神科救護所を設置する。 

 

５ 福祉サービスの提供 

  市は、府と連携して、被災した高齢者・障害者等に対して、被災状況やニーズの把握

に努めるとともに、関係団体と協力して、継続的に福祉サービスの提供を行う。 

(1) 福祉ニーズの把握 

市は、被災した高齢者、障害者等に対して、必要な福祉サービスが組織的、継続的

に提供できるよう、府と連携して、福祉ニーズの迅速な把握に努める。 

また、被災により保護者を失う等の要保護児童の迅速な発見、保護に努める。 

(2) 支援活動 

市は、府と連携して、被災した高齢者、障害者等に対して、関係団体と協力し、ホ

ームヘルパーの派遣等必要な在宅福祉サービスの継続的な提供に努める。 

(3) 緊急入所等 

市は、府と連携して、被災により、居宅、避難所等で生活できない高齢者、障害者
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等について、本人の意思を尊重した上で、福祉型避難所への避難又は関係団体の協力

を得て、社会福祉施設への緊急一時入所を迅速かつ円滑に行う。 

 

６ 関係機関等との連携 

(1)  府及び近隣市町村との連携 

市は、防疫活動、食品衛生監視活動、健康維持活動及び福祉サービスの提供におい

て、市単独での対処が困難になった場合は、府及び近隣市町村に応援を要請する。 

 (2) 住民との連携 

   市長又は市職員は、住民の健康の保持又は環境衛生の確保に関する措置を講ずるた

め緊急の必要があるときは、市域内の住民に対し、その実施に必要な援助について自

発的な協力を要請する。 

   なお、この要請を行う者は、要請を受けて保健衛生の確保に関する措置の実施に必

要な援助について協力をする者の安全の確保に十分に配慮しなければならない。 

 

７ 動物の保護等に関する配慮 

市は、「動物の保護等に関して地方公共団体が配慮すべき事項についての基本的な考え

方について（平成 17 年８月 31 日付け環境省自然環境局総務課動物愛護管理室及び農林

水産省生産局畜産部畜産企画課通知）」を踏まえ、危険動物等の逸走対策、要避難地域等

において飼養又は保管されていた家庭動物等の保護について、所要の措置を講ずるよう

努める。 

 

 

第６節 廃棄物の処理 

 

市は、府と連携して、廃棄物処理法及び国民保護法第 124 条の規定による特例に基づき、

し尿、ごみ及びがれきについて、被災地の衛生状態の保持及び復旧活動の円滑な促進のた

め、適正な処理を実施する。 
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１ し尿処理 

(1) 初期対応 

ア 上水道、下水道、電力等ライフラインの被害状況と復旧見込みを勘案し、避難所

をはじめ被災地域（安全な地域に限る。）におけるし尿の収集処理見込み量及び仮設

トイレの必要数を把握する。 

イ し尿処理施設の被害状況と復旧見込みを把握する。 

ウ 被災者の生活に支障が生じることのないように、高齢者、障害者に配慮しつつ、

速やかに仮設トイレを設置する。 

(2) 処理活動 

ア 速やかに、し尿の収集処理体制を確保する。 

イ 消毒剤、消臭剤等及び散布機器を確保し、仮設トイレの衛生状態を保つ。 

ウ 必要に応じて、府、隣接市町村、関係団体に応援を要請する。 

 

２ ごみ処理 

(1) 初期対応 

ア 避難所をはじめ被災地域（安全な地域に限る。）におけるごみの収集処理見込み量

を把握する。 

イ ごみ処理施設の被害状況と復旧見込みを把握する。 

(2) 処理活動 

ア 被災地の生活に支障が生じないように、ごみの収集処理を適切に行う。 

イ 必要に応じて、仮置場、一時保管場所を設置する。 

ウ 防疫上、早期の収集が必要な生活ごみは、迅速に収集処理する。 

エ 消毒剤、消臭剤等及び散布機器を確保し、仮置場、一時保管場所における衛生状

態を保つ。 

オ 必要に応じて、府、隣接市町村、関係団体に応援を要請する。 

 

３ がれき処理 

(1) 初期対応 

ア がれきの発生量を把握する。 

イ がれきの選別・保管・焼却等のために、長期間の仮置きが可能な場所を確保する

とともに、がれきの最終処分までの処理ルートの確保を図る。 
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(2) 処理活動 

ア がれき処理については、危険なもの、通行上支障のあるもの等を優先的に収集・

運搬する。 

イ がれきの適正な分別・処理・処分を行うとともに、可能な限り木材やコンクリー

ト等のリサイクルに努める。 

ウ アスベスト等有害な廃棄物による環境汚染の未然防止に努めるとともに、住民及

び作業者の健康管理及び安全管理に十分配慮する。 

エ 必要に応じて、府、隣接市町村、関係団体に応援を要請する。 

 

 

第７節 被災情報の収集・報告・公表 

 

１ 被災情報の収集 

(1) 市長は、電話、防災行政無線等その他の通信手段により、武力攻撃災害が発生した

日時及び場所又は地域、発生した武力攻撃災害の状況の概要、人的及び物的被害の状

況等の被災情報について収集する。 

(2) 市長は、情報収集に当たっては消防機関、府警察などとの連絡を密にする。また、

特に消防機関は、機動的な情報収集活動を行うため、必要に応じ消防車両等を活用し

た情報の収集を行う。 

 

２ 被災情報の報告 

(1) 市長は、自ら収集した被災情報については、火災・災害等即報要領（昭和 59 年 10

月 15 日付け消防災第 267 号消防庁長官通知）に基づき、電子メール、ファクシミリ

等により直ちに知事に報告する。 

(2) 市長は、第一報を知事に報告した後も、随時被災情報の収集に努めるとともに、収

集した情報について消防庁が定める様式に従い、電子メール、ファクシミリ等により

知事が指定する時間に報告する。なお、新たに重大な被害が発生した場合など、市長

が必要と判断した場合には、直ちに、火災・災害等即報要領に基づき、知事に報告す

る。 
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３ 公表・情報提供 

市は、情報提供にあたっては、事態の推移、国民保護措置の実施状況等について、広

報担当者を置くなどにより、正確かつ積極的な情報提供に努める。 

また、提供する情報の内容について、府に通知し、情報交換を行うよう努める。 

 

 

《図：被災情報の収集・報告・公表》 

 

（注）：管理する施設・設備及び業務として行う国民保護措置に関する被災情報に限る。 
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 第５章       国民生活の安定              

 

１ 生活関連物資等の価格安定 

武力攻撃事態等において、物価の安定を図り、国民生活との関連性が高い物資若しく

は役務又は国民経済上重要な物資若しくは役務（以下「生活関連物資等」という。）の適

切な供給を図るとともに、価格の高騰や買占め及び売惜しみを防止するために、市は、

府等の関係機関が実施する措置に協力する。 

 

２ 避難住民等の生活安定等 

(1) 被災児童・生徒等に対する教育 

市教育委員会は、府教育委員会と連携し、被災した児童・生徒等に対する教育に支

障が生じないようにするため、避難先での学習機会の確保、教科書の供給、授業料の

減免、被災による生活困窮家庭の児童・生徒に対する就学援助等を行うとともに、避

難住民等が被災地に復帰する際の必要に応じた学校施設等の応急復旧等を関係機関と

連携し、適切な措置を講ずる。 

(2) 公的徴収金の減免等 

市は、避難住民等の負担軽減のため、法律及び条例の定めるところにより、市税に

関する申告、申請及び請求等の書類の提出、納付または納入に関する期間の延期並び

に市税（延滞金を含む。）の徴収猶予及び減免の措置を災害の状況に応じて実施する。 

 

３ 生活基盤等の確保 

(1) 水の安定的な供給 

水道事業者として市は、消毒その他衛生上の措置、被害状況に応じた送水停止等、

武力攻撃事態等において水を安定的かつ適切に供給するために、大阪府と連携して必

要な措置を講ずる。 

(2) 公共的施設の適切な管理 

道路等の管理者として市は、安全な通行の確保のため当該公共的施設を適切に管理

する。 

 

 

 



 第３編第１章 組織・体制の整備 

 

- 106 - 

               第３編 平素からの備え                         

 

  第１章             組織・体制の整備                         

 

第１節  市における組織・体制の整備 

 

１ 各部局等における業務 

市の各部局及び消防組合は、国民保護措置を的確かつ迅速に実施できるようにするた

め、次の表に掲げる業務のための準備を行う。 

危機管理部 

・国民保護措置に係る総合調整に関すること。 

・国民保護対策本部等の運営に関すること。 

・府国民保護対策本部、他の地方公共団体、各関係機関との情報連絡調整

及び応援要請等に関すること。 

・避難実施要領の策定に関すること。 

・住民に対する警報・緊急通報の内容の伝達に関すること。 

・住民の避難誘導に関すること。 

・特殊標章等の交付等に関すること。 

・被災情報の収集、伝達に関すること。 

行政改革部 ・がれき処理に関すること。                    

市長公室 

・国民保護措置に関する広報及び報道機関との連絡に関すること。 

・情報伝達手段の確保に関すること。 

・市民からの相談に関すること。 

・外国人からの相談に関すること。                 

企画財政部 
・国民保護措置関係予算、その他財務に関すること。 

・情報伝達手段の確保に関すること。           

総務部 

・情報伝達手段の確保に関すること。 

・職員の服務及び職員参集情況の把握に関すること。 

・庁舎等の警備及び車両の確保に関すること。             

財務部 

・食品・生活必需品等の調達及び給与に関すること。 

・災害用物資、資機材等の調達に関すること。 

・土地、家屋及び人的被害の調査に関すること。 

・被災に伴う税の減免等に関すること。  

・災害対策に必要な現金の出納に関すること。          



第３編第１章 組織・体制の整備           

 

- 107 - 

市民生活部 

・安否情報の収集及び提供に関すること。 

・外国人に対する支援に関すること。                

・校区コミュニティ協議会への連絡調整に関すること。 

健康部 

・災害時要援護者対策に関すること。 

・医療救護及び助産に際し、医師会及び医療機関並びに保健所との連絡調

整に関すること。 

・避難住民等の健康維持活動に関すること。 

・医薬用資機材等の調達・要請に関すること。 

・救護所の設置に関すること。 

・救急医療対策会議の開催・運営に関すること。            

福祉部 

・災害時要援護者対策に関すること。 

・ボランティアとの連絡調整に関すること。 

・遺体の安置等に関すること。 

環境保全部 

・災害に伴う公害に関すること。 

・し尿の緊急くみ取り及び処理に関すること。 

・遺体の埋火葬に関すること。    

・防疫活動に関すること。   

環境事業部 

・ごみの処理施設等の応急復旧に関すること。 

・ごみの緊急収集及び処理に関すること。 

・災害廃棄物の収集及び処理に関すること。 

都市整備部 

・行方不明者の捜索及び収容等に関すること。 

・応急仮設住宅の整備等に関すること。 

・住宅の応急修理に関すること。 

・住宅確保に係る関係機関との連絡調整並びに入居相談に関すること。  

・住宅復興計画の策定・推進に関すること。 

土木部 

・道路、橋りょう、公園等関係施設の整備及び復旧に関すること。 

・緊急交通路等の確保及び交通対策に関すること。 

・土木関係資機材の調達・要請に関すること。 

下水道部 
・下水道施設、河川、水路等の応急復旧に関すること。 

・下水道関係資機材の調達・要請に関すること。          

重点プロジェクト 

推進部 
・がれき処理に関すること。 

会計室 （財務部と同じ。） 

市民病院 
・市災害医療センターとしての医療救護活動に関すること。    

・入院患者等の保護に関すること。 
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教育委員会 

・避難施設の運営管理に関すること。 

・安否情報の収集に関すること。 

・園児・児童・生徒の避難誘導及び収容に関すること。 

・学用品の給与に関すること。 

・応急教育に関すること。 

水道局 

・水道用水の供給確保に関すること。 

・応急給水計画の作成及び実施に関すること。        

・水道施設の応急復旧に関すること。 

・水道の広域応援に関すること。 

市議会事務局 
・ 議員との連絡調整に関すること。 

・ 市長公室の応援に関すること。 

選挙管理委員会事務局

監査委員事務局 

農業委員会事務局 

・ 被害状況等の集約に関すること。 

・ 本部長の特命事項に関すること。 

消防組合 

・住民に対する警報・緊急通報の内容の伝達に関すること 

・住民の避難誘導に関すること 

・武力攻撃災害への対処に関すること（救急・救助を含む。）   

 

２ 職員の配備体制の整備 

(1) 24 時間即応体制の確立 

市は、武力攻撃等が発生した場合において、事態の推移に応じて速やかに対応する

必要があるため、消防組合との連携を図りつつ、当直等（守衛及び民間警備員の当直

を含む。）の強化を行うなど、速やかに市長及び危機管理部（国民保護担当）職員に連

絡が取れる 24 時間即応可能な体制を確保する。 

(2) 参集職員への連絡網の整備 

市は、武力攻撃事態等の発生時に幹部職員及び危機管理部職員等が迅速に参集でき

るよう、携帯電話等を連絡手段とする連絡網をあらかじめ作成し、整備する。 

(3) 代替参集職員の確保 

交通の途絶、職員の被災などにより参集が困難な場合等も想定し、あらかじめ、参

集予定職員の次席の職員を代替参集職員として指名しておく。 

 

３  参集職員の服務基準 

市は、参集した職員の行うべき所掌事務を、あらかじめ定める。 
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４  市対策本部の機能確保 

市は、防災に関する体制を活用しつつ、市対策本部を設置した場合において、その機

能が確保されるよう、以下の項目について定める。 

ⅰ 交代要員の確保その他職員の配置 

ⅱ 食料、燃料等の備蓄 

ⅲ 自家発電設備の確保 

ⅳ 仮眠設備等の確保   

    ⅴ 対策本部の予備施設の指定  等 

 

５  消防機関の体制 

(1) 消防組合における体制 

消防組合においては、市における参集基準等と同様に、消防組合における初動体制

を整備するとともに、職員の参集基準を定める。その際、市は、消防組合における 24

時間体制の状況を踏まえ、特に初動時における消防組合との緊密な連携を図り、一体

的な国民保護措置が実施できる体制を整備する。 

(2) 消防団の充実・活性化の推進等 

市は、消防団が避難住民の誘導等に重要な役割を担うことにかんがみ、府と連携し、

地域住民の消防団への参加促進、消防団に係る広報活動、全国の先進事例の情報提供、

施設及び設備の整備の支援等の取組を積極的に行い、消防団の充実・活性化を図る。 

また、市は、府と連携して、消防団に対する国民保護措置についての研修を実施す

るとともに、消防団の国民保護措置についての訓練への参加を促す。 

さらに、市は、消防組合における参集基準等を参考に、消防団員の参集基準を定め

る。 

 

    

第２節 関係機関との連携 

 

１  連携体制の整備 

(1) 防災のための連携体制の活用 

市は、武力攻撃事態等への効果的かつ迅速な対処ができるよう、防災のための連携

体制も活用し、関係機関との連携体制を整備する。 
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(2) 関係機関の連絡先一覧の作成等 

市は、国、府、他の市町村、指定（地方）公共機関その他の関係機関等の連絡先一

覧を作成・更新する。 

(3) 関係機関との情報共有 

市は、関係機関との意見交換・情報交換の場を設置する（又は設置されている場合

は参加する）等により、関係機関との情報の共有化等を図る。 

２  府との連携 

(1) 府の連絡先一覧の作成等 

市は、緊急時に連絡すべき府の連絡先及び担当部署（担当部局名、所在地、電話・

ファックス番号、電子メールアドレス等）等の一覧を作成・更新する。 

(2) 府との情報共有 

市は、府と連携した対応が行えるよう、「市町村国民保護法制連絡会議」の場を活用

するなどして、緊密な情報の共有を図る。  

(3) 府警察との連携 

市長は、自らが管理する道路について、武力攻撃事態時において、道路の通行禁止

措置等に関する情報を道路利用者に積極的に提供できるよう、府警察と必要な連携を

図る。 

 

３  他の市町村との連携 

(1) 近隣市町村との情報共有 

市は、地域ブロック単位での会議の場を活用するなどして、市町村相互に連携した

対応が円滑に行えるよう、平素から、近隣市町村と緊密な情報の共有を図るとともに、

緊急連絡網の整備・更新を図る。 

(2) 相互応援体制の整備 

市は、武力攻撃事態等において市町村間で人的及び物的な相互応援ができるよう、

防災に関し締結されている市町村間の相互応援協定等について必要な見直しを行うな

どにより、相互応援体制を整備する。 

(3) 消防機関の連携体制の整備 

市及び消防組合は、消防機関の活動が円滑に行われるよう、近隣市町村の消防機関

との応援体制の整備を図るとともに、必要により既存の消防応援協定等の見直しを行

うことなどにより、消防機関相互の連携を図る。 
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４  指定（地方）公共機関等との連携 

市は、指定（地方）公共機関等の連絡先一覧を作成・更新するとともに、国民保護措

置の実施について必要な協力等が得られるよう、防災のために締結されている協定の見

直しを行うなど、必要な連携体制の整備を図る。 

また、市は、区域内の事業所の国民保護に係る自発的な取組を支援するとともに、民

間企業の有する広範な人的・物的ネットワークとの連携の確保を図る。 

 

５  ボランティア団体等に対する支援 

市は、国民保護措置の実施にあたり、住民の自発的な協力を得られるよう、広報・啓

発や活動支援を行う。 

(1) 自主防災組織等に対する支援 

市は、府と連携して、自主防災組織等の核となるリーダーに対する研修等を通じて

自主防災組織等の活性化を推進し、その充実を図るとともに、自主防災組織等相互間

及び消防団等との間の連携が図られるよう配慮する。また、国民保護措置についての

訓練の実施を促進し、自主防災組織等が行う消火、救助、救援等のための施設及び設

備の充実を図るよう努める。 

(2) 自主防災組織等以外のボランティア団体等に対する支援 

市は、防災のための連携体制を踏まえ、日本赤十字社、校区コミュニティ協議会、

社会福祉協議会、その他のボランティア関係団体等との連携を図り、武力攻撃事態等

において、ボランティア活動が自発的に行われるよう、その活動環境の整備を図る。 

 

 

第３節 研修 

 

１  研修の実施 

国民保護措置の実施時において、措置従事者の適切な対応を確保するため、市は、国

民保護法制や国民保護計画、国際人道法など、国民保護措置の実施に必要な知識につい

て、市職員に対し、研修を自ら実施するほか、府等の関係機関と連携・協力し、消防団

員などの措置従事者への研修を推進する。 
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２ 市職員に対する研修 

市危機管理部が市総務部人材育成課（研修担当）と連携しながら、国民保護関係の研

修を行うとともに、各部課においても、本計画に盛り込まれた措置が円滑に実施できる

よう研修を行う。 

また、市は、危機管理に的確に対応できる職員を育成するため、自治大学校や消防大

学校、市町村職員中央研修所、府などの研修課程を有効に活用し、職員の研修機会を確

保する。 

 

３ 府等関係機関と連携した研修 

市は、府等関係機関と連携し、消防団員をはじめ国民保護措置の実施に従事する者に

対して研修を行う。研修にあたっては、必要に応じて有識者等を講師に招くとともに、

国が作成するビデオ教材やｅ-ラーニングを活用する。 

 

４ 消防機関による研修 

消防機関は、ＮＢＣ攻撃により発生した特殊災害に安全かつ適切に対応できるよう、

専門的人材を育成するための研修を行う。 

 

 

第４節 情報収集・提供 

 

１ 情報収集・提供のための体制の整備 

市は、武力攻撃等の状況、国民保護措置の実施状況、被災情報、その他の情報等を収

集及び整理し、関係機関及び住民に対してこれらの情報の提供等を適時かつ適切に実施

するための体制を整備する。 

また、国民保護措置の実施のために必要な情報の収集、蓄積及び更新に努めるととも

に、これらの情報が関係機関により円滑に利用されるよう、情報セキュリティー等に留

意しながらデータベース化等に努める。 

 

２ 通信の確保 

市は、武力攻撃事態等における警報の伝達等に必要となる防災行政無線等の通信機能

の充実を図り、通信体制の整備等通信の確保に努める。 
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３ 非常通信体制の確保・整備 

市は、武力攻撃災害発生時においても情報の収集、提供を確実に行うため、情報伝達

ルートの多ルート化や停電等に備えて非常用電源の確保、災害時優先電話の確保を図る

など、自然災害時における体制を活用して、情報収集、連絡体制の整備に努める。 

また、市は、国民保護措置の実施に関し、非常通信体制の整備を図るものとし、自然

災害その他の非常時における通信の円滑な運用を図ること等を目的として、関係省庁や

電気通信事業者等で構成された非常通信協議会との連携に十分配慮する。 

 

 

第５節 広報・啓発 

 

１ 広報・啓発体制の整備 

市は、府や報道機関などと連携して、国民保護に関する情報を迅速かつ正確に提供で

きるよう、あらかじめ災害広報責任者を選任し、提供すべき項目の明確化や広報資料の

ひな型の作成などの事前整備を行う。 

 

２ 住民に対する広報・啓発 

市は、国や府などの関係機関と連携しつつ、住民に対し、広報紙、新聞、テレビ、ラ

ジオ、地域ＦＭ（エフエムひらかた）、ケーブルテレビ（ケイキャット）、インターネッ

ト（市ホームページ）、パンフレット等の様々な媒体を活用するとともに、講演会等の様々

な機会を通じて国民保護措置の重要性について広く啓発を行う。 

その際、点字や外国語を使用した広報媒体を使用するなどして、障害者、外国人等に

配慮する。 
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第６節 訓練 

 

市は、単独、又は国、府をはじめ関係機関、他の市町村等と共同し、防災訓練との有機

的な連携を図りながら、国民保護訓練を実施する。 

訓練の実施にあたっては、以下に示す訓練項目などを実践的に実施できるよう、実動訓

練（人や物などを実際に動かす訓練）や図上訓練（状況付与に基づいて参加者に意志決定

を行わせる訓練）など訓練形態を適切に選択しながら行うほか、住民の自発的な協力を得

て、住民参加型の訓練を実施する。 

その際、特に高齢者、障害者その他特に配慮を要する者への的確な対応が図られるよう

留意する。 

なお、訓練終了後は、訓練評価により課題や教訓を明らかにしたうえで、計画の見直し

等に反映させる。 

【訓練項目】 

ⅰ 対策本部の設置・運営訓練 

ⅱ 被害状況、安否情報などの収集・提供訓練 

ⅲ 警報・避難指示などの通知・伝達訓練 

ⅳ 避難誘導訓練 

ⅴ 救援実施訓練 

 

 

第７節 備蓄 

 

１ 市における物資及び資材の備蓄・整備 

(1）防災のための備蓄の活用 

市は、住民の避難や避難住民の救援等に必要な物資及び資材のうち、国民保護措置

のための備蓄と防災のための備蓄とを相互に兼ねることができるものについては、地

域防災計画で定められている備蓄品目や備蓄基準等を踏まえて備蓄・整備し、適宜備

蓄の品目、備蓄量、備蓄場所、物資及び資材の供給要請先等の確実な把握、点検等を

行う。 

(2）国民保護措置の実施のために必要な物資及び資材 

国民保護措置の実施のため、特に必要となる化学防護服や放射線測定装置・除染器

具等の資機材については、国がその整備や整備の促進に努めることとされ、また、安
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定ヨウ素剤や天然痘ワクチン等の特殊な医薬品等のうち、国において備蓄・調達体制

を整備することが合理的と考えられるものについては、国が必要に応じて備蓄・調達

体制の整備等を行うこととされているが、市としても、国の整備の状況等も踏まえ、

府と連携しつつ対応する。 

 

２ 府・近隣市町村・関係団体等と連携した備蓄・調達 

市は、府及び近隣市町村と連携し、他の自治体からの避難住民の受入れも想定した、

物資・資材の備蓄・調達に努める。また、大量に備蓄することが困難な品目などについ

ては、関係団体・企業の協力のもと、事態発生時には、優先的に調達することができる

よう努める。 

 

３  市が管理する施設及び設備の整備及び点検等 

(1) 施設及び設備の整備及び点検 

市は、国民保護措置の実施を念頭において、その管理する施設及び設備について、

整備し、又は点検する。 

(2) ライフライン施設の機能性の確保 

市は、その管理する上下水道施設等のライフライン施設について、自然災害に対す

る既存の予防措置を活用しつつ、系統の多重化、拠点の分散、代替施設の整備等によ

る代替性の確保に努める。 

(3) 復旧のための各種資料等の整備等 

市は、武力攻撃災害による被害の復旧の的確かつ迅速な実施のため、地籍調査の成

果、不動産登記その他土地及び建物に関する権利関係を証明する資料等について、既

存のデータ等を活用しつつ整備し、その適切な保存を図り、及びバックアップ体制を

整備するよう努める。 
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 第２章        避難・救援・災害対処                       

 

第１節  避難 

 

１  基礎的資料の準備 

市は、迅速に避難住民の誘導を行うことができるよう、住宅地図、道路網のリスト、

避難施設のリスト、公共交通機関の輸送力のリスト等必要な基礎的資料を準備する。 

 

２  警報の伝達・通知 

(1) 警報の伝達・通知先の確認 

市は、知事から警報等の通知があった場合、市長が伝達・通知を行うことになる関

係のある公私の団体等関係機関の連絡先、連絡方法等について確認しておく。 

 

 

(2) 府警察との連携 

市長は、警報の内容の伝達を的確かつ迅速に行うため、市の伝達体制や伝達手段に

ついて、府警察に事前に情報提供をするなど、協力体制を構築する。 

(3) 伝達ルートの確保 

市長は、きめ細かく警報の内容を伝達するため、社会福祉施設、病院、民生委員・

児童委員、社会福祉協議会等の福祉・医療関係者や、校区コミュニティ協議会を軸と

住         民 

市     長 

職員・消防長・消防団長

行政機関ルート

防災行政無線、

広報車、インタ

ーネット等 

府警察

校区コミュニティ協議会

（自主防災組織・自治会等）

地域住民組織ルート

施設管理者、社会福祉協議会等 

国際交流関係団体等 

関係団体ルート 
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した自治会、自主防災組織等の地域住民組織、国際交流関係団体等との協力体制を整

備し、それらが構築しているネットワークを活用できるようにするなどして、高齢者、

障害者、外国人等に配慮した伝達ルートを確保する。 

(4) 大規模集客施設等に対する警報の伝達のための準備 

市は、府から警報の通知を受けたときに、府との役割分担のもと警報の伝達を行う

こととなる、市域に所在する学校、病院、駅、大規模集客施設、大規模集合住宅、官

公庁、事業所その他の多数の者が利用又は居住する施設について、連絡先、連絡方法

を確認しておく。 

(5) 伝達方法の住民への周知 

ア  伝達用サイレンの周知 

市長は、国民保護に係る住民へのサイレン音（「国民保護に係る警報のサイレンに

ついて」平成 17 年７月６日付け消防運第 17 号国民保護運用室長通知）について、

国・府と連携して、訓練等の様々な機会を活用して住民に十分な周知を図る。 

イ 伝達体制等の周知   

警報の通知を受けた放送事業者である指定（地方）公共機関は、それぞれの国民

保護業務計画で定めるところにより、速やかにその内容を放送するものとされてい

ることから、市長は、住民に対し、その旨を、あらかじめ周知する。 

(6) 災害時要援護者への伝達 

市長は、災害時要援護者について、対象者の事前把握を行い、対象者への伝達ルー

ト・手段をあらかじめ構築し又は確認するなどして、円滑に伝達できるようにしてお

くとともに、近隣住民間における災害時要援護者への警報の伝達を支援する仕組みを

構築する。 

(7) 新たな伝達手段の検討 

警報の伝達にあたっては、現在市が保有する伝達手段に基づき行うほか、携帯電話

の一斉メール（e－ひらかた安心ネット）をはじめとした新たな伝達手段を活用する。 
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３ 避難誘導 

(1) 避難実施要領のパターンの作成 

市長は、市の他の執行機関、消防長・消防団長、府、府警察、自衛隊などの関係機

関と緊密な意見交換を行いつつ、消防庁が作成するマニュアル及び府計画を参考に、

複数の避難実施要領のパターン（市域を越えるパターンを含む）をあらかじめ作成し、

府に報告する。 

この場合において、高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦、外国人等の避難方法、誘導

方法等や昼間人口の存在、交通渋滞の発生状況などについて配慮する。 

(2) 災害時要援護者の避難誘導 

    ア 社会福祉施設入所者、病院入院患者等 

(ｱ) 市長は、病院、社会福祉施設等、自ら避難することが困難な者が入院・滞在し

ている施設の管理者に対し、職員による引率、保護者への連絡及び引き渡しなど

のほか、車椅子や担架による移動補助、車両による搬送など、火災や地震等への

対応に準じて避難誘導を適切に行うため必要となる措置の実施に努めるよう要請

する。 

あわせて、収容者数を踏まえた運送手段の確保の方策について施設管理者と調

整する。 

(ｲ) 重篤入院患者等、避難誘導中あるいは避難先においても継続的に医療や介護を

必要とする者については、その搬送手段、搬送先を、あらかじめ、医療機関や社

会福祉施設等関係機関と調整する。 

イ 在宅者 

市は、日頃から、高齢者、障害者その他の自ら避難することが困難な者の所在把

握に努め、車両等の避難手段の確保策について検討する。また、社会福祉協議会、

民生委員・児童委員、介護保険制度関係者など福祉関係者等との連携・協力体制を

整備するとともに、近隣住民の協力を得て、地域で災害時要援護者の避難を支援す

る仕組みづくりに努める。 

(3) 近隣市町村との連携の確保 

市は、市域を越える避難や退避を念頭において、平素から、近隣市町村と想定され

る避難経路や相互の支援の在り方等について意見交換を行うとともに、訓練を実施す

るなどして、緊密な連携を確保する。 

(4) 学校や事業所との連携 

市は、学校や大規模な事業所における避難に関して、時間的な余裕がない場合にお
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いては、学校、事業所単位により集団避難できるよう、平素から、各学校、各事業所

における避難の在り方について、意見交換や避難訓練等を通じて、対応を確認する。 

また、市及び市教育委員会は、自然災害時の対応に準じて、教職員による引率、保

護者への連絡及び引き渡しを行えるよう連絡網を整備するとともに、適切な避難誘導

を行うことができるよう対応を確認する。 

 

４ 避難施設 

(1) 避難施設の指定 

   知事は、区域の人口、都市化の状況、防災のための避難場所の指定状況など地域の

実情を踏まえ、事態類型・事態例を念頭に置きつつ、市町村と連携して、次の避難施

設を指定するとされている。ただし、指定都市の長は、別途、当該市の国民保護計画

の定めに基づき、避難施設を指定するものとされている。 

タイプ 施設例 主な目的 

収容型 
学校、公民館、自治会館（集会所）、

体育館等 
避難の期間が比較的長期に及ぶ場合の避難施設 

集合型 公園、広場、駐車場等 

ⅰ 避難の際の一時的な集合場所 

ⅱ 救援（炊き出しや医療の提供など）の実施場所

ⅲ 応急仮設住宅、臨時医療施設等の建設用地 

退避型 
堅牢な建築物、地下施設（地下街、

地下駅舎、地下駐車場）等 

爆風等からの直接の被害を軽減するための 

一時的な避難施設 

福祉型 社会福祉施設、宿泊施設等 
高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦その他の 

特に配慮を要する者を収容する福祉避難施設 

 

(2) 指定への協力 

市は、府が行う避難施設の指定に際し、必要な情報を適切に提供するなど、府に協

力する。 

市は、府が指定した避難施設に関する情報を避難施設データベース等により、府と

共有するとともに、府と連携して住民に周知する。 
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５ 運送の確保 

(1) 運送事業者の輸送力及び輸送施設に関する情報の把握 

市は、国・府と連携して、運送事業者の輸送力及び輸送施設に関する情報を把握・

共有する。 

(2) 運送経路の確認 

市は、武力攻撃事態等における避難住民の運送及び緊急物資の運送を円滑に行うた

め、国・府と連携して、淀川における舟運及び運送車両の運行を確保するための経路

等について、府警察及び河川管理者・道路管理者と協議しておく。 

また、市域を越えて円滑に避難誘導が行えるよう、経路等について、府及び近隣市

町村と協議しておく。 

 

 

第２節 救援 

 

１ 救援に関する基本的事項 

(1) 基礎的資料の準備等 

市は、府の指示を受け、又は府を補助して救援を実施する場合をかんがみて、府と

連携して、関係医療機関のデータベース、備蓄物資のリスト等の基本的資料を準備す

る。 

(2) 府との調整 

市は、自然災害時における市の活動状況等を踏まえ、府との役割分担等について、

あらかじめ府と調整を行い、調整の結果、市長が行うこととされた救援に関する措置

については、円滑に実施できるよう、必要な事項を定めておく。 

 

２ 安否情報の収集・整理・提供 

(1) 安否情報収集のための体制整備 

市は、安否情報を円滑に収集、整理、報告及び提供することができるよう、安否情

報の収集、整理、報告及び提供の責任者をあらかじめ定め、必要な研修・訓練を行う。

また、府の安否情報収集体制（担当の配置や収集方法・収集先等）を把握する。 

(2) 安否情報の収集に協力を求める関係機関の把握 

市は、安否情報の収集を円滑に行うため、医療機関、諸学校、大規模事業所等、安

否情報を保有し収集に協力を求める可能性のある関係機関について、既存の資料等に
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基づいてあらかじめ把握しておく。 

 

 

第３節  災害対処 

 

１ 被災情報の収集・連絡体制の整備 

市は、被災情報の収集、整理及び知事への報告等を適時かつ適切に実施するため、あ

らかじめ情報収集・連絡に当たる担当者を定めるとともに、必要な体制の整備を図る。 

 

２ 生活関連等施設の安全確保 

(1) 生活関連等施設の把握 

市は、その区域内に所在する生活関連等施設について、府を通じて把握するととも

に、府との連絡体制を整備する。 

また、市は、「生活関連等施設の安全確保の留意点について」（平成 17 年８月 29 日

閣副安危第 364 号内閣官房副長官補（安全保障・危機管理担当）付内閣参事官通知）

に基づき、自らの管理に係る生活関連等施設の安全確保措置の実施のあり方について

定める。 

(2) 市が管理する公共施設等における警戒 

市は、その管理に係る公共施設等について、特に情勢が緊迫している場合等におい

て、必要に応じ、生活関連等施設の対応も参考にして、府の措置に準じて警戒等の措

置を実施する。この場合において、府警察との連携を図る。 
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  第３章      特殊標章等の交付及び管理                      

 

市は、ジュネーヴ諸条約及び第一追加議定書に規定する特殊標章及び身分証明書（以下

「特殊標章等」という。）を交付及び管理することとなるため、これらの標章等の適切な交

付及び管理に必要な事項について、以下のとおり定める。 

 

１ 意義 

ジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書（第一追

加議定書）において規定される特殊標章等は、国民保護措置に係る職務、業務又は協

力（以下この章において「職務等」という。）を行う者及びこれらの者が行う職務等に

使用される場所若しくは車両、船舶、航空機等（以下この章において「場所等」とい

う。）を識別するために使用することができ、それらは、ジュネーヴ諸条約及び第一追

加議定書の規定に従って保護される。 

 

２ 内容 

(1) 特殊標章 

第一追加議定書に規定される特殊標章（オレンジ色地に青の正三角形） 

(2) 身分証明書 

第一追加議定書に規定される身分証明書（様式のひな型は下記のとおり。） 

(3) 識別対象 

国民保護措置に係る職務等を行う者、国民保護措置に係る協力等のために使用され

る場所等 

 

 

 

 

（オレンジ色地に青の正三角形）
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３ 特殊標章等の交付及び管理 

(1) 市長、消防長及び水防管理者は、「赤十字標章等及び特殊標章等に係る事務の運用

に関するガイドライン（平成 17 年８月２日閣副安危第 321 号内閣官房副長官補（安

全保障・危機管理担当）付内閣参事官（事態法制担当）通知」に基づき、具体的な交

付要綱を作成した上で、それぞれ以下に示す職員等に対し、特殊標章等を交付及び使

用させる。 

ア 市長 

ⅰ 市の職員（消防長の所轄の消防職員並びに水防管理者の所轄の水防団長及

び水防団員を除く。）で国民保護措置に係る職務を行うもの 

ⅱ 消防団長及び消防団員で国民保護措置に係る職務を行うもの 

ⅲ 市長の委託により国民保護措置に係る業務を行う者 

ⅳ 市長が実施する国民保護措置の実施に必要な援助について協力をする者 

 

 

 

（国民保護措置に係る職務等を行う者用の身分証明書のひな型） 
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イ 消防長 

ⅰ 消防長の所轄の消防職員で国民保護措置に係る職務を行うもの 

ⅱ 消防長の委託により国民保護措置に係る業務を行う者 

ⅲ 消防長が実施する国民保護措置の実施に必要な援助について協力をする者 

ウ 水防管理者 

ⅰ 水防管理者の所轄の水防団長及び水防団員で国民保護措置に係る職務を行

うもの 

ⅱ 水防管理者の委託により国民保護措置に係る業務を行う者 

ⅲ 水防管理者が実施する国民保護措置の実施に必要な援助について協力をす

る者 

(2) 市長、消防長及び水防管理者は、特殊標章等の使用に係る申請を受けた場合は、交

付要綱の規定に基づき、特殊標章等の使用を許可する。 
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  第４編                復旧等                           

 

   第１章              施設の応急復旧                             

 

第１節  基本的事項 

 

１  復旧のための体制・資機材の整備 

市は、所管する施設及び設備の被害状況の把握及び応急復旧を行うための体制及び資

機材を整備するよう努める。 

 

２  応急復旧の実施 

市は、武力攻撃災害発生後、安全の確保に配慮したうえで、可能な限り速やかに、所

管する施設及び設備の緊急点検を実施するとともに、これらの被害状況等を把握し、被

害の拡大防止及び被災者の生活確保を最優先に応急復旧を行う。 

 

３ 通信手段の確保 

市は、国民保護措置を実施する上で重要な情報通信施設に障害が生じたときには、安

全の確保に配慮したうえで、速やかに応急復旧を行うとともに、必要に応じて、バック

アップ体制を確保する。 

なお、復旧措置を講じても、なお障害がある場合は、他の通信手段により関係機関と

の連絡を行うものとし、府を通じて総務省にその状況を報告する。 

 

４ 府等に対する支援要請 

自らの要員、資機材などで応急復旧できない場合は、必要に応じ、知事に対し、必要

な人員や資機材の提供、技術的助言その他応急復旧のために必要な措置の支援を求める。 

なお、他の市町村との間で、あらかじめ相互応援協定等が締結されている場合などは、

その協定等に基づき、応援を要請する。 
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５ 主要施設の応急復旧 

(1) 市は、武力攻撃災害が発生した場合には、市が管理するライフライン施設について、

速やかに被害の状況を把握するとともに、被害の状況に応じて、応急の復旧のための

措置を講ずる。 

なお、府から依頼があった場合は、市域内における応急復旧等の状況について、情

報提供する。 

(2) 市は、武力攻撃災害が発生した場合には、その管理する道路について、速やかに被

害の状況を把握し、その状況を府に報告するとともに、被害の状況に応じて、障害物

の除去その他避難住民の運送等の輸送の確保に必要な応急の復旧のための措置を講ず

る。 
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  第２章             武力攻撃災害の復旧                      

    

第１節  国における所要の法制の整備 

 

国は、国民保護法第 171 条の規定に基づき、武力攻撃災害の復旧に関する措置に係る財

政上の措置について、速やかに、法整備のための所要の措置を講ずることとされている。 

また、大規模な武力攻撃災害が発生したときは、武力攻撃災害による被災状況等を踏ま

えつつ、本格的な復旧に向けての国全体としての方向性について速やかに検討することと

されている。 

市は、国が示す方針に従って、府と連携し、市域の復旧を行う。 

 

 

第２節  所要の法制が整備されるまでの復旧 

 

１ 市は、武力攻撃災害により被災した地域の社会経済活動が低下する状況にかんがみ、

被災した地域、施設又は設備の復旧については、可能な限り迅速に行う。 

 

２ 市は、被災の状況、地域の特性、関係する公共的施設の管理者の意向等を勘案しつつ、

迅速な復旧を目指すとともに、必要があると判断するときは、地域の実情等を勘案して、

当面の復旧の方向を定める。 

 

３ 市は、復旧にあたって、その対象となる施設の被害の状況、市及び府が定めた当面の

復旧の方向等を考慮して実施する。 
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  第３章       国民保護措置に要した費用の支弁等               

 

第１節 国民保護措置に要した費用の支弁、国への負担金の請求 

 

１ 国に対する負担金の請求方法 

国民保護措置の実施に要した費用で市が支弁したものについては、国民保護法により

原則として国が負担することとされていることから、市は、別途国が定めるところによ

り、国に対し負担金の請求を行う。 

 

２ 関係書類の保管 

市は、武力攻撃事態等において、国民保護措置の実施に要する費用の支出に当たって

は、その支出額を証明する書類等を保管する。 

 

 

第２節 損失補償、損害補償及び損失補てん 

 

１ 損失補償 

市は、国民保護法に基づく土地等の一部使用等の行政処分を行った結果、通常生ずべ

き損失については、国民保護法施行令に定める手続等に従い、補償を行う。 

 

２ 損害補償 

市は、国民保護措置の実施について援助を要請し、その要請を受けて協力をした者が

そのために死傷したときは、国民保護法施行令に定める手続等に従い損害補償を行う。 

 

３ 総合調整及び指示に係る損失の補てん 

市は、府対策本部長が総合調整を行い、又は避難住民の誘導に係る指示をした場合に

おいて、当該総合調整又は指示に基づく措置の実施に当たって損失を受けたときは、国

民保護法施行令に定める手続に従い、府に対して損失の請求を行う。 

ただし、市の責めに帰すべき事由により損失が生じたときは、この限りではない。 
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  第４章       国民の権利利益の救済に係る手続等                

 

第１節 国民の権利利益の迅速な救済 

 

市は、国民保護措置の実施に伴う損失補償、国民保護措置に係る不服申立て又は訴訟そ

の他の国民の権利利益の救済に係る手続を迅速に処理するため、国民からの問い合わせに

対応するための総合的な窓口を開設し、手続項目ごとに担当課を定める。 

 

【国民の権利利益の救済に係る手続項目一覧】 

特定物資の収用に関すること。（法第 81 条第２項） 

特定物資の保管命令に関すること。（法第 81 条第３項） 

土地等の使用に関すること。（法第 82 条） 

応急公用負担に関すること。（法第 113 条第３項） 

損失補償 

（法第 159条第１項） 

車両等の破損措置に関すること。（法第 155 条第２項に 

おいて準用する災害対策基本法第 76 条の３第２項後段）

国民への協力要請によるもの。（法第 70 条第１,３項、 

第 80 条第１項、第 115 条第１項、第 123 条第１項）  損害補償 

（法第 160 条） 

医療の実施の要請等によるもの。(法第 85 条第１,２項) 

 不服申立てに関すること。（法第６条、第 175 条） 

 訴訟に関すること。（法第６条、第 175 条） 
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第２節 国民の権利利益に関する文書の保存 

 

市は、国民の権利利益の救済の手続に関連する文書（公用令書の写し、協力の要請日時、

場所、協力者、要請者、内容等を記した書類等）を、市文書取扱規程等の定めるところに

より、適切に保存する。また、国民の権利利益の救済を確実に行うため、文書の逸失等す

ることがないよう、安全な場所に確実に保管する等の配慮を行う。 

なお、市は、これらの手続に関連する文書について、武力攻撃事態等が継続している場

合及び国民保護措置に関して不服申立て又は訴訟が提起されている場合には保存期間を延

長する。 

 

 



資  料  編 

 
●枚方市国民保護協議会条例 

 

●枚方市国民保護協議会運営要綱 

 

●枚方市国民保護対策本部条例及び枚方市緊急対処事態対策本部条例 

 

●安否情報関係など関係様式 

 

●各部局の取り扱う主な事務一覧 

 

●枚方市防災行政無線 

 

●国･都道府県･市町村、指定地方公共機関等の連絡先一覧表 

 

●災害医療機関一覧 

 

●大阪府指定避難施設 

 

●大阪府災害救助用食料緊急引渡要領     …等の資料を掲載予定 
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